
答申選掲載事件名一覧 

 

※ 通し番号に付した「23-」、「24-」、「25-」、「26-」、「27-」、「28-」、「29-」、「30-」、「１-」、「２-」、「３

-」、「４-」、５-」及び「６-」は、それぞれ平成２４年８月発行の追補版、平成２５年８月発行の追補

版、平成２６年８月発行の追補版、平成２７年８月発行の追補版、平成２８年８月発行の追補版、平

成２９年８月発行の追補版、平成３０年９月発行の追補版、令和元年８月発行の追補版、令和２年１

１月発行の追補版、令和３年９月発行の追補版、令和４年８月発行の追補版、令和５年８月発行の追

補版、令和６年１０月発行の追補版及び今回の追補版の通し番号であることを指す。 

 

Ⅰ 情報公開 

○ 個人に関する情報 

【法５条１号本文関係】 

１ 答申１３（行情）７「金沢大学医学部附属病院の医療事故に関する文書の一部開示決定に関する件」  

・ 識別部分を除いても，一定範囲の関係者に知られることにより権利利益が害されるおそれのある情報につい

て，法６条２項の部分開示はできないとした例 

２ 答申１３（行情）１１１「国立病院，国立診療所，国立高度専門医療センターにおける医療事故の報告 (平成

１２年度)の一部開示決定に関する件」  

・ 法５条１号に規定する｢他の情報｣に，医療関係者，警察関係者，患者とその近親者，近隣住民が有している

情報を含むべきではなく，一般基準をとるべきとしたもの 

・ 医療事故の公表につき付言 

３ 答申１３（行情）１７１「国籍別難民認定申請受理・処理状況の不開示決定に関する件」 

・ 情報の特殊性に着目し，個人識別性における特定人基準をとったもの 

４ 答申１６（行情）６７「神戸税務署における業種別（売上階級別・特前階級別）件数表（平成１１年，１２年

及び１３年分）の不開示決定に関する件」  

・ 特定の税務署における特定の業種の申告状況を示す件数表について個人を特定することができないことを認

めたもの 

・ 特定の税務署における特定の業種の申告状況を示す件数表について個人の権利利益及び正当な利益を侵害し

ないことを認めたもの 

５ 答申１７（行情）５３０「労働基準監督官採用試験における第２次試験結果の一部開示決定に関する件」 

・ 関係行政機関の掲示板で１週間という限られた期間に掲示された合格者氏名につき，一般人が通常入手し得

る情報とは言えないとしたもの 

６ 答申１９（行情）５４４「「潜水艦用高張力鋼の溶接性及び工作性の研究」の一部開示決定に関する件」 

・ 共同執筆者の氏名及び所属について，開示した場合，特定執筆者の権利利益が害される結果を招くおそれが

高いと認められ，当該部分は，特定執筆者に係る法５条１号本文後段の情報に該当するとしたもの 

７ 答申２０（行情）４６４「旅費請求書等の一部開示決定に関する件」 

・ 職員の不正受給に係る旅費請求書等のうち，出張経路欄等については，法５条１号ただし書ハが適用され開

示すべきであるが，職員の氏名等の部分については，当該職員が懲戒処分等の調査対象となったことが明らか

になる等の理由から，同条１号に該当し不開示を妥当としたもの 

８ 答申２０（行情）４８２～４８５「「平成１７年度地域における若年者の職業的自立支援のための環境整備事 

業」に関する委託事業実施結果報告書等の一部開示決定に関する件外３件」  

・ 委託事業の精算報告書に記載された人件費の金額について，関係者に配布されている資料等からは当該人件

費の支払いを受けた個人を特定できるおそれはないとして，１号本文後段該当性を否定したもの 



９ 答申２１（行情）６４１「特定国道改築工事に伴う特定区間における用地買収に関する文書の一部開示決定に

関する件」 

・ 公共事業に伴い，国が個人地権者から買収した起業地の土地代金等については，一般人であればおおよその

見当をつけることができる客観的な価格なので法５条１号の不開示情報に該当せず開示すべきであるが，借地

権等が設定されている土地の買収価格や代替地の価格の売買価格は推定が困難なため不開示が妥当としたもの 

10 答申２２（行情）４４２「特定個人に係る死刑執行速報等の一部開示決定に関する件」 

・ 死刑の執行立会者の氏名，遺体の引受人の氏名等について，死刑被執行者の個人情報であるとしたもの 

11 答申２２（行情）５４９「構造計算書偽装物件一覧の一部開示決定に関する件」  

・ 構造計算書偽装物件一覧について，風評被害による権利利益侵害のおそれはないとして，開示すべきとした

もの 

23-１ 答申２３（行情）３８８「苦情情報ファイルの一部開示決定に関する件」 

・ 苦情申出者に係る申出内容件名，申出内容要旨，苦情の内容となる警察職員に係る情報，苦情申出に係る措

置状況及び苦情の措置を行った警察職員に係る情報について，一体として苦情申出者に係る５条１号本文前段

の個人に関する情報に該当すると認めた例 

25-１ 答申２５（行情）７４「全国自殺統計ファイルの一部開示決定に関する件」 

・ 全国自殺統計ファイル中の自殺の年月日時，自殺者の年齢，コード番号等について，それぞれ一体として自

殺者個人に関する情報であって，公にすることにより，自殺者の知人等一定範囲の関係者が自殺者を特定でき

る可能性があり，５条１号本文後段に該当するとした例 

25-２ 答申２５（行情）１５５「石綿による肺がんに関する労災保険給付の請求事案３，０３０件について集計項目

ごとにまとめた資料等の一部開示決定に関する件」 

・ 特定個人に係る医学的な分類及び数値が匿名化されて記載された医学的所見について，開示した場合に被災

労働者を特定できる者は，被災労働者に相当近い立場・関係にある者等と言わざるを得ず，このような極めて

限られた者がこれを知ったからといって，当該特定個人の権利利益を害するおそれが生ずるとは言えないとし

て，５条１号本文後段の情報に該当しないとした例 

25-３ 答申２５（行情）２８８「平成２１年（行情）諮問第４３１号に係る理由説明書の「「過去事例」とは，これ

らの事例を指すものであり」という言い回しを誰が考えたのか等が分かる文書の一部開示決定に関する件」 

・ 異議申立人の代理人の氏名，住所等について，異議申立人本人の情報と一体として異議申立人本人に係る個

人に関する情報であって，特定の個人を識別できるとして，５条１号本文前段に該当するとした例 

26-１ 答申２６（行情）３０７「高速横浜環状南線再評価関係資料（平成２４年度）のうち「事業計画にご理解いた

だけない地権者等面積４．６％」の内訳の一部開示決定に関する件」 

・ 特定工事に係る地権者の居住所について，詳細な住所全てではなく，例えば「町名まで」等個人を識別でき

ない部分のみの開示が求められたが，本件対象文書においては，既に開示されている情報等を踏まえると，「町

名まで」等であっても，そのような部分開示を行うことは困難とした例 

26-２ 答申２６（行情）３７６「運転事故等整理表（平成２１年度～平成２５年度上半期分）の一部開示決定に関す

る件」 

・ 運転事故等整理表の「年齢」及び「性別」について，これまでは開示されていたとして，原処分の取消しが

求められたが，本来，年齢及び性別を含めた個人識別情報については不開示とすべき情報であったと言わざる

を得ず，これまで開示していたという理由のみをもって，今後も開示することが相当とは言えず，不開示とし

たことは妥当とした例 

26-３ 答申２６（行情）４５６「特定保険薬局に対する個別指導に係る全資料の一部開示決定に関する件」 

・ 特定保険薬局に係る個別指導による返還金額について，その情報が公になり，個人に返還される金額が明ら

かになったとしても，それらの情報は通常人に知られたくない機微な情報であるとはいえないことなどから５

条１号に該当するとした諮問庁の主張を是認できないとした例 

27-１ 答申２７（行情）３４５～３４９ 「「生活の質に関する調査」の調査個票の一部開示決定に関する件」外４件 

・ アンケート調査個票の回答等のうち，公にすると，近親者等が当該回答者を特定できる可能性があり，その

回答内容が一般的に他人に知られることを忌避する性質のものであって個人の権利利益を害するおそれのある

ものや，公にされる他の回答等を組み合わせることによって同様の結果となるものについて，法５条１号本文



後段情報該当性を認めた例（過去の答申で開示すべきとして例示された部分のみを開示し，その余の部分は不

開示とした決定に係る審査請求） 

27-２ 答申２７（行情）５２０「特定事件に係る「請求異議の訴えについて（依頼）」等の一部開示決定に関する件」 

・ 民事訴訟事件等の事件番号につき，法５条１号本文前段の個人識別情報該当性を肯定した上で，国等の設置

に係るウェブサイト等に現に掲載されている事件番号等については，同号ただし書イの公表慣行が認められる

とした例 

27-３ 答申２７（行情）６９１「住宅事情調査に係る調査結果ファイルの一部開示決定に関する件」 

・ 国家公務員に対する住宅事情調査に係る調査結果ファイルから職員の居住地が広島市内であるものを抽出し

た文書の一部を法５条１号により不開示としたことの妥当性は，同号本文前段に該当する職員とその余の職員

のいずれについても，同号本文前段に該当する職員の個人識別部分を除き，公にすることによる当該個人の権

利利益を害するおそれの有無によって判断されることとなるため，同号本文前段に該当する職員の情報の法６

条２項による部分開示の可否と，その余の職員の情報の同号本文後段該当性について，一括して判断した例 

27-４ 答申２７（行情）７８２「司法修習生考試結果集計表等の一部開示決定に関する件」 

・ 司法修習生が司法修習を終える際の考試結果の集計表等に記載された「優」，「良」，「可」及び「不可」の人

員又は割合について，個人識別性はないが，予備試験資格者に係る「不可」の人数が少数である現状において

は，関係者の間では特定の科目で「不可」となった個人の特定につながる可能性があり，その結果個人の能力

等に関する機微な情報が明らかとなって当該個人の権利利益を害するおそれがあるなどとして，法５条１号本

文後段の情報に該当し不開示妥当と判断した例 

27-５ 答申２８（行情）３２「特定会社等に対する不利益処分の差止め等に関する訴訟の関係書類の不開示決定に関

する件」 

・ 仮の差止め請求に係る事件番号が法５条１号の個人識別情報に該当するとして不開示とされているところ，

民事保全法５条により，仮の差止め請求に係る事件記録を閲覧することができるのは利害関係者に限定されて

いることから，それ以外の一般の者にとっては，当該事件番号は法５条１号本文前段の個人識別情報に該当せ

ず，また，利害関係者は，訴訟当事者等の個人が本件の事件記録に記載されていることを民事保全の手続の中

で既に承知していることから，当該事件番号は同号本文後段の権利侵害情報にも該当せず，開示すべきである

と判断した例 

28-１ 答申２８（行情）４８０「特定外国法事務弁護士の承認等に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 特定の外国法事務弁護士の承認申請において当該申請者が個々の私的な事情等により提出した文書について，

原処分ではページ全体が不開示とされているところ，当該文書の一部でも公にすると，当該文書に含まれる文

書の種類等が明らかになり，ひいては，当該申請者の個々の私的な事情等が明らかになるなどとして，法５条

１号本文前段の情報に該当し，不開示妥当とした例 

30-１ 答申３０（行情）１０９「人事記録（知的障害の人の分）の不開示決定に関する件」 

・ 知的障害者である職員の人事記録の開示請求に対し，その全部を不開示としたことにつき，人事記録（甲）

の様式部分を除く部分は，法５条１号に該当し不開示としたことは妥当であるが，人事記録（甲）の様式部分

は，特定の個人を識別することとなる記述の部分には該当せず，かつ，公にしても個人の権利利益が害される

おそれはないと認められるので，同号に該当せず，開示すべきと判断した例 

30-２ 答申３０（行情）３５２「「元島民の手紙」の不開示決定に関する件」 

・ 日露首脳会談で総理大臣が露大統領に手渡した，北方領土の元島民が書いた手紙の写しは，一体として法５

条１号本文前段に規定する個人に関する情報であって，同号ただし書イないしハに該当する事情も認められず，

手紙を書いた元島民の心情等が記載されていることから，これを公にすると，元島民各個人の権利利益を害す

るおそれがないとは認められないことから，部分開示することもできないとして，不開示とすることが妥当と

した例 

30-３ 答申３０（行情）４７１「特定年度就労支援促進計画の実績評価の一部開示決定に関する件」 

・ 平成２７年度就労支援促進計画実績値における事業対象者数，事業参加者数（合計）及び達成者数（合計）

等について，当該部分は，０ないし９の数値のみであり，市町村ごとにこれを公にしても特定の個人を識別す

ることができるとは認められないことから，法５条１号本文前段に規定する特定の個人を識別することができ

るものに該当するとは認められず，また，当該部分を公にしても，生活保護受給者の関係者が，特定の者の詳



細な保護の状況及び生活保護受給者を対象とする事業対象者の要件の有無まで知り得るとは認められないなど

として，同号本文後段に規定する特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，なお個人の

権利利益を害するおそれがあるものに該当するとも認められないとした例 

１-１ 答申１（独情）８１「特定教授の研究内容に関して設置された予備調査委員会及び本調査委員会に関する文書

の一部開示決定等に関する件」 

・ 国立大学の教員が作成し，限定された者に対して行われた発表の際の文書につき，当該教員の自律性に基づ

く研究活動の一環として作成した未発表の研究内容が記載された研究者個人の文書であるとの諮問庁の説明を

認め，法５条１号に該当するとした例 

４-１ 答申４（行情）５５４「特定基地における移転措置に伴う土地の買入れに係る土地売買契約書の一部開示決定

に関する件」 

  ・ 特定基地における移転措置に伴う土地売買契約書における土地の所在地，地目及び面積について，法５条１

号及び６号の不開示情報に該当するとした諮問庁に対し，当該部分は特定の個人を識別することが可能である

が，不動産登記簿等により何人でも知ることが可能なものであり，また，今後の国による土地等の購入業務の

円滑な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性までは認められないとして，開示すべきとした例 

 

【法５条１号ただし書イ関係】 

12 答申１３（行情）９「明治３９年検務事件簿中の特定個人に係る記載部分の不開示決定（存否応答拒否）に関

する件」 

・ 犯罪歴であっても，実際の公表状況等を踏まえ，詳細に判断し法５条１号ただし書イに該当するとしたもの 

13 答申１４（行情）９０「漁船火災事件の海難審判に係る一件記録（実体編）の一部開示決定に関する件」 

・ 海難審判の公開をもって，１号ただし書イの該当性を認めることはできないとした例 

・ 質問調書は，関係者に供述者が特定される場合，中傷，非難がなされることにより，権利・利益が侵害され

るとして不開示 

14 答申１４（行情）１８１「昭和天皇とマッカーサー最高司令官との会見録等の不開示決定に関する件」 

・ 会談の特異性，半世紀以上経過した国際情勢の変化に照らし，３号該当性を否定 

・ 会談は天皇が公人として行ったものと認め，ただし書ハの公務員の行動に準ずるとし，ただし書イの｢公に

することが予定されている情報｣に当たるとしたもの 

15 答申１４（行情）４０３「職員の懲戒処分に係る処分説明書（案）の一部開示決定に関する件」  

・ 懲戒処分を受けた公務員の氏名についての公表慣行を判断した例 

○［再掲］答申１４（行情）４５３～４５７「平成１４年１月１１日に実施された法曹養成検討会の内容を記録し

た録音テープの不開示決定に関する件外２件」 

・ 録音テープと議事録の違いを踏まえつつも，構成メンバー，会議の性格等により１号イの慣行として公にさ

れるべきものと認定 

16 答申１５（行情）１８８「侍従職の庶務関係録の事務日誌(昭和２５年１月１日から１月１０日まで)の一部開

示決定に関する件」 

・ 特定の職位にある者について，公務員ではないが，公務員に準ずる存在でありその行為は公務員の職務行為

に準ずるものとして，法５条１号ただし書イ該当性を認定 

17 答申１５（行情）３２４「国内希少野生動物種捕獲等許可申請等の一部開示決定に関する件」  

・ 種の保存法に基づく捕獲許可の性格，捕獲事務が県の委託調査の一環であったこと，一部の者の氏名はその

分野の有識者としてすでにホームページ等で明らかにされていることを踏まえ，特定個人の氏名は「慣行とし

て公にすることが予定されている」情報と判断したもの 

18 答申１６（行情）３３「｢特定個人の身柄拘束事件を巡る来往電計１２件｣の不開示決定に関する件」 

・ 個人の要請書について公表慣行を認めたもの 

19 答申１６（行情）３１２「医薬品副作用・感染症症例報告書の一部開示決定に関する件」 

・ 医薬品副作用・感染症症例報告書の記載について公表慣行を認めたもの 

20 答申１６（行情）３８２，３８３「東京社会保険事務局における特掲診療料の施設基準に係る届出書の一部開



示決定に関する件外１件」  

・ 医師の経歴のうち手術に関する経験年数について公表慣行を認めたもの 

21 答申１６（独情）２０，２１「新潟県社会保険診療報酬支払基金審査委員会名簿の不開示決定に関する件外１

件」 

・ 社保審査委員の名簿は，公にすることが予定されている情報に該当し，その公開の審査業務への支障を認め

なかったもの 

22 答申１７（行情）２８３「朝鮮総督府高等官級関係書類の不開示決定に関する件」  

・ 同様の記載が国立国会図書館等で閲覧できる職員録や朝鮮総督府官報に掲載されていることから公表慣行を

認めたもの 

23 答申１７（行情）３１５「処分説明書の一部開示決定に関する件」  

・ 処分説明書のうち，公表に係る事案について，公表から開示請求までの期間の長短により公表慣行の有無を

判断したもの 

24 答申１７（行情）４５８「敦賀労働基準監督署に提出された原子力発電所で発生した労災事故に係る労働者死

傷病報告の一部開示決定に関する件」  

・ 既に公表されている被災労働者の傷病名，傷病部位等につき，１号ただし書イ該当性を認めたもの 

25 答申１７（行情）５６１「特定地番に係る旧土地台帳の写しの一部開示決定に関する件」  

・ 本件対象文書は，旧土地台帳法上の土地台帳とは認定できないとしても，その使われ方から，何人にも閲覧

等が認められている旧土地台帳法上の土地台帳と同様に取り扱われるべきものであるとして，１号ただし書イ

該当性を認めたもの 

26 答申１７（行情）５９６「特定時期の叙勲受章者名簿の一部開示決定に関する件」  

・ 叙勲受章者名簿に記載された受章者の年齢及び性別について公表慣行を認めたもの 

27 答申１８（独情）５２「特定企業から提出された住宅金融公庫業務受託申請書等の一部開示決定に関する件」 

・ 公的性格を有する受託業務の責任者の氏名について，一定の透明性が求められるとして１号ただし書イに該

当し，開示すべきとしたもの 

・ 特定の民間企業の定款の写しについて，当該企業の担う公的性格に照らしてその組織運営につき一定の透明

性が求められる等として，法５条２号イの不開示情報に該当しないと判断したもの 

28 答申１９（行情）３２「採用面接評定票（様式）等の一部開示決定に関する件」  

・ 公安調査庁の職員採用事務に携わる一般職員（国家公務員）の氏名に関し，法５条１号ただし書イに該当し

ないとして，不開示を認めたもの 

29 答申１９（行情）１２９「特定期間内に公示を開始した旧相続税法４９条の規定による申告書記載事項が記載

された文書の不開示決定に関する件」  

・ 法令により又は慣行として公にされていた情報であっても，その後における制度の廃止等の事情の変更によ

り，開示決定等の時点では「公にされ，又は公にすることが予定されている情報」に当たらないとしたもの 

30 答申１９（行情）５４２「控訴状等の一部開示決定に関する件」  

・ 事件番号について，本件対象文書に記載された事件番号についてはホームページへの掲載事実が確認できな

かったが，その原審の事件番号については，ホームページへの掲載事実が認められ，一連の訴訟に関する事件

番号である本件対象文書に記載された事件番号についても，公表慣行があるとしたもの 

31 答申２０（行情）６「特定会社について記載された産業再生委員会議事録の一部開示決定に関する件」 

・ 国会議員の氏名について，１号ただし書イに該当し，開示すべきとしたもの 

32 答申２０（行情）５８「「社会保険労務士試験委員の選任に関する届出について」等の一部開示決定に関する

件」 

・ 他の多くの主要な国家資格において試験委員の氏名が慣行として公にされている状況等を踏まえ，社会保険

労務士試験委員の氏名について，公表慣行を認めたもの 

33 答申２０（独情）２７「郵便・貯金・保険事業に関する部内犯罪一覧（監査部門保有分）の一部開示決定に関

する件」 

・ 新聞報道された犯罪金額の欄について，時の経過を考慮する必要性が乏しいことから，１号ただし書イに該

当し，開示すべきとしたもの 



○［再掲］答申２０（独情）６１「飲食を含む会議に関わる決裁文書の一部開示決定に関する件」  

・ 国会議員の独立行政法人職員との飲食を含む会議出席に係る情報を，職務遂行に係る情報であると認めたも

の 

34 答申２０（独情）６５「脳死判定委員会議事録等の一部開示決定に関する件」  

・ 診療情報等について，公表「事例」として加工された情報とその基となったカルテ等に記載されている情報

とは同一のものではないと判断したもの 

○［再掲］答申２１（行情）３「国家公務員倫理法第６条に基づく贈与等報告書（２万円以下：平成１２年度）の

一部開示決定に関する件」  

・ 贈与等報告書の記載から，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係によるものと認められるもの以外

は，①報告者及び公務員同席者の官職，氏名及び印影は外務省職員等の職務遂行情報であり，法５条１号ただ

し書ハ及びイに該当し開示すべき，②外国・国際機関等の名称，大使館等の住所，相手方の官職及び氏名等の

情報は法５条３号に該当し不開示が妥当，③報道機関の名称，報道機関の住所，相手方の役職及び氏名等の情

報は法５条２号イに該当し不開示が妥当であり，また，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係による

ものと認められるものは，上記①の情報は不開示が妥当，同②の情報は法５条３号に該当せず開示すべき，同

③の情報は法５条２号イに該当せず開示すべきと判断したもの 

35 答申２１（行情）３３０「指定紛争処理機関の指定申請書の一部開示決定に関する件」  

・ 紛争処理委員の氏名について，紛争処理委員が，罰則の適用について法令により公務に従事する職員とみな

すとされているとしても，その役割は，保険契約という私法上の権利・義務に係るものであり得ることから，

法５条１号ただし書イに該当しないとして，不開示を認めたもの 

36 答申２１（行情）６５８「特定事件に係る調査報告書の一部開示決定に関する件」  

・ 第９次イラク復興支援群内で発生した拳銃弾盗難事案に係る調査報告書のうち，調査官である自衛隊員の階

級及び氏名について，職務遂行情報に含まれるものであるが，イラク派遣に対する国内外の世論，国際テロ組

織の動向等を踏まえると，平成１７年申合わせの「特段の支障が生ずるおそれがある場合」に該当するとして，

公表慣行を否定したもの 

37 答申２１（独情）１０「首都高速中央環状新宿線新設に伴う用地の買収等に係る土地売買契約書等の一部開示

決定に関する件」  

・ 公共用地取得のための買収等に係る売買契約書における土地単価，売買代金の額等につき，「公共用地の取得

に伴う損失補償基準要綱」等に基づき客観的な価格として算定されたものとして，１号ただし書イ該当性を認

め，開示すべきとしたもの 

○［再掲］答申２２（行情）４０６「朝鮮人の在日資産調査報告書綴の一部開示決定に関する件」  

・ 対象文書である「報告書」を集計した「調査集計」が国立公文書館で保管，公開されていることを踏まえ，

国立公文書館文献により公になっている部分を開示すべきとしたもの 

38 答申２２（独情）４８「特定団地に係る緊急連絡員業務委託契約の一部開示決定に関する件」  

・ 緊急連絡員担当者の連絡先等について，管理事務所に掲示されていたとしても，広く公にしていたものでは

ないとして，法５条１号ただし書イ該当性を否定したもの 

39 答申２３（独情）５「処分説明書等の一部開示決定に関する件」  

・ 処分の公表等から開示請求までの期間が１年に満たないものの，当該処分の効力を停止させる新たな状況変

化が生じたことを踏まえ，法５条１号ただし書イ該当性を否定したもの 

23-２ 答申２３（行情）２３１「口蹄疫・現地対策本部（日報）を作成及び閲覧した職員の人事記録の一部開示決定

に関する件」  

・ 表現として適切を欠く怱々の間に作成した文書の作成者としての職員の氏名について，公表することによっ

てその者が非難を受けるおそれがあり，そのことによって出張者等がその場の雰囲気を率直に記録することを

差し控えるなどの事態を生じさせ，ひいては諮問庁の事務の遂行に著しい影響を与えるおそれがあるとして，

「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」の「特段の支障を生ずるおそれがある場合」に該当す

ると認めた例 

23-３ 答申２３（行情）４７３「平成２１年度指導医の名簿の一部開示決定に関する件」  

・ 保険指導医の氏名について，保険指導医は非常勤ではあるが個々の行政指導に直接関与しているというその



職務の重要性から，５条１号ただし書イに該当し，また，それぞれの専門科目についても医師が通常一般に公

にしているものであり，同号ただし書イに該当するとした例 

23-４ 答申２３（行情）５６０「「くらし・行政相談所」相談事案処理票等の一部開示決定に関する件」  

・ 行政相談を受けた行政相談委員が，苦情の内容について，委員自身の意見や判断を付加することなく，評価

事務所に通知した文書の中の行政相談委員の氏名及び担当市区町村名の部分については，行政相談委員法上，

これが公にされることが予定されているものというべきとして，５条１号ただし書イに該当するとした例 

23-５ 答申２４（行情）５１「日中首脳会談の会談記録の不開示決定に関する件」  

・ 局長級以上ではない外国政府職員の氏名等について，公表慣行がないとして，５条１号ただし書イ該当性を

否定した例 

25-４ 答申２５（行情）１６０「平成２３年度の大阪地検及びその管内支部・区検に所属する職員の監督上の措置に

関する厳重注意書等の一部開示決定に関する件」 

・ 情報公開条例に基づき開示された個人に関する情報は，５条１号ただし書イに該当するとした例 

25-５ 答申２５（行情）２１１「原爆被爆者対策基本問題懇談会議事録の一部開示決定に関する件」 

・ 原爆被爆者対策基本問題懇談会議事録における発言者等の姓，氏名等について，立場や状況等により５条１

号ただし書イ該当性を判断した例 

25-６ 答申２５（行情）３９３「いわゆる飯塚事件の再審請求について（参考報告）等の一部開示決定に関する件」 

・ 確定裁判被告人の氏名及び罪名について，法務省ホームページから削除されてから，開示請求までの期間が

１年未満であることから，まだ公衆が知り得る状態に置かれていたと認められるとして，５条１号ただし書イ

に該当するとした例 

25-７ 答申２５（行情）４５２「「懸案事項等」の一部開示決定に関する件」 

・ 自殺した自衛官の自殺の年月日・手段に関する情報及びいじめを行った特定自衛官に係る有罪判決に関する

情報について，社会一般の関心や記憶，控訴審継続中の事情変化，報道状況等を考慮して，５条１号ただし書

イ該当性を判断した例 

25-８ 答申２５（行情）４５７「特定作業船衝突事件における海難審判の裁決書の証拠の一部開示決定に関する件」 

・ 公開で行われた海難審判の審判廷に係る記録であっても，公開されている裁決書に記載されていない個人情

報は，５条１号ただし書イ，ロ及びハに該当せず，不開示が妥当とされた例 

25-９ 答申２５（行情）４７１「医師法及び歯科医師法上の行政処分事案に関し特定日に開催された医道審議会医道

分科会の議事録等の一部開示決定に関する件」 

・ 医師等に対する行政処分に係る医道審議会医道分科会に関し，被処分者たる医師等の氏名等の情報について，

法令の規定に基づく公表状態等を考慮して，５条１号ただし書イ該当性を判断した例 

26-４ 答申２６（行情）２０３「護衛艦たちかぜに関する訴訟に関して横浜地方法務局が防衛庁・自衛隊から取得し

た文書の一部開示決定に関する件」 

・ 民事訴訟の事件番号の５条１号ただし書イの公表慣行について，当該事件番号が付された訴訟の周知度，性

質及び種類，他の制度の利用などによる情報へのアクセスの容易性，当該情報が掲載された民間の刊行物等に

関する一般の周知度，情報の作成主体，期待される説明責任の程度，公務員の職務との関連性の程度等を総合

的に考慮して判断が行われるべきものとし，現時点では公表慣行があるとはいえないなどとした例 

26-５ 答申２６（行情）２１６「特定保険医療機関に係る個別指導等に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 公務員が職務遂行上の行為において記載した氏名の「自署」について，活字による氏名と同様に開示すべき

とした例 

27-６ 答申２７（行情）４４３「職員別給与簿の一部開示決定に関する件」 

・ 経済産業大臣等の職員別給与簿の記載内容について，「特別職の職員の給与に関する法律」等の規定により明

らかな部分については，法５条１号ただし書イに該当し，開示すべきであるとした例 

28-２ 答申２８（行情）５１０「海事補佐人の一覧表の一部開示決定に関する件」 

・ 海事補佐人になるためには一定の資格を有することが必要であるとされているところ，弁護士については，

日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録され，氏名等が公表されているから，資格欄の弁護士との記載は，原処

分で開示された海事補佐人の氏名から当然知り得る情報といえ，また，弁護士事務所の住所，郵便番号，電話

番号及びＦＡＸ番号についても，公表されているから，氏名欄が既に開示されている海事補佐人の一覧表の資



格欄，郵便番号（事務所）欄，事務所（住所）欄，電話番号（事務所）欄及びＦＡＸ番号欄の各欄の記載のう

ち弁護士に係るものは，法５条１号ただし書イに該当し，開示すべきであると判断した例 

28-３ 答申２８（行情）７２９「特定の情報公開の不開示決定に関与した公務員等全員の出勤簿の不開示決定に関す

る件」 

・ 「特定の情報公開請求の不開示決定に関与した情報公開窓口職員の出勤簿」の開示請求について，諮問庁が

説明する本件開示請求の経緯及び審査請求人の言動からすると，職員の氏名及び印影については，「各行政機関

における公務員の氏名の取扱いについて」（情報公開に関する連絡会議申合せ）にいう「特段の支障の生ずるお

それがある場合」に該当し，また，法５条１号ただし書イに該当しないなどとして，出勤簿の全てを不開示と

したことは妥当であると判断した例 

28-４ 答申２８（行情）７６８「「Ｈ２７年度 開示請求人が来省した時に忙しいことを理由として文部科学省にお

ける窓口対応をすることなく後日文書特定のため補正依頼をした行政文書開示請求書」の一部開示決定に関する

件」 

・ 異議申立人が，不開示とされた個人の住所のうち，都道府県部分のみの開示を求めたことについて，法６条

２項が部分開示を認めた趣旨に照らすと，当該住所のうち，都道府県部分をそれ以外の住所の詳細部分と切り

離して部分開示の対象とすることはできないというべきであるとして，これを認めなかった例 

28-５ 答申２８（独情）９７「「特定地区に係る建築物の建設義務について」の一部開示決定に関する件」 

・ 建築基準法９３条の２及び同法施行規則１１条の４の規定により，閲覧の請求があった場合にはこれを閲覧

させなければならないとされている建築計画概要書により判明する特定会社の担当者氏名について，法５条１

号ただし書イに該当し，開示すべきと判断した例 

29-１ 答申２９（独情）５３「起案文書「個人情報保護及び情報セキュリティに関する研修の実施について」の一部

開示決定に関する件」 

・ 起案文書等の日常の職務で作成される文書に押印された印影について，職務遂行者の氏名を表示する以上に，

その形状等に認証的機能があるものとは一般的に認め難いとして，法５条１号ただし書イに該当し，開示すべ

きであると判断した例 

30-４ 答申３０（行情）１９９「行政文書ファイル「終戦に伴う書類焼却処分等対連合国関係書類綴」に含まれる文

書の一部開示決定に関する件」 

・ 特定の５名の旧軍人の履歴について，防衛省防衛研究所戦史研究センター（資料室）において管理し，公開

している史料と同じ記載が認められる部分は，公表慣行があると認められ，法５条１号ただし書イに該当する

とした例 

１-２ 答申１（行情）１３２「「平成２９年教育・保育施設等における事故報告集計」に記載がある死亡事故等に係

る報告書の一部開示決定に関する件」 

・ 本件対象文書のうち，「自治体名」欄は，原処分の時点において，事故の検証結果が各地方公共団体により公

表されていたことから，法５条１号ただし書イに該当すると認められ，同号に該当せず，開示すべきとし，ま

た，原処分の時点後に保護者の要望によりその公表が地方公共団体により中止された検証結果については，本

来，公表すべきではなかったものとも考えられるため，当該部分については，法５条１号ただし書イに該当す

るとは認められず，同号に該当し，不開示とすべきとした例 

１-３ 答申１（行情）１８５「特定課特定業務担当者等の出勤簿の不開示決定に関する件」 

・ 事件名の文書の開示請求につき，当該出勤簿の職員の氏名は，審査請求人の威圧行為からすると，職員の権

利利益を害するおそれがあることから，申合せにいう特段の支障の生ずるおそれがあるものと認められ，法５

条１号ただし書イには該当せず，同号に該当するとした例 

４-２ 答申４（行情）５１９「ゲーム依存症等に関する特定国会議員とのやり取りが分かる文書の不開示決定（存否

応答拒否）に関する件」 

・ 「特定国会議員に対して，厚生労働省が行ったレクチャー，資料提供等のやり取りがわかる一切の文書」に

係る開示請求について，当該国会議員が自らの特定ウェブサイトチャンネルにレクの模様を詳細に話した動画

を投稿していることを踏まえ，当該動画に公表慣行がある等として存否応答拒否を認めなかった例 

５-１ 答申５（行情）１１９「特定期間に届出のあった土砂等運搬大型自動車使用届出書（甲）の一部開示決定に

関する件」 



・ 過去に同種の事案が開示されていても，その後当該情報は本来開示すべきものではなかったため不開示とす

ることが適当である旨が通知等によって周知徹底されているのであれば，５条１号ただし書イ該当性は認めら

れないとした例 

５-２ 答申５（行情）２２３「特定年の日本学術会議の会員任命に関して行われた打合せ等の記録の一部開示決定

に関する件」 

・ 日本学術会議の会員に推薦されながら，任命されなかった候補者について，法５条１号ただし書イに該当す

ることを理由に，氏名等を開示すべきとした例 

５-３ 答申５（行情）５６５「特定期間に特定課に所属していた職員の出勤簿の一部開示決定に関する件」 

・ 出勤簿に記載された職員の氏名について，「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」（平成１７

年８月３日付け情報公開に関する連絡会議申合せ）により５条１号ただし書イに該当するとした例 

５-４ 答申５（行情）７３０及び７３１「特定月に行われた懲戒処分に係る処分説明書の一部開示決定に関する件」 

・ 公表から開示請求までの期間が１年に満たない事案に係る処分説明書の不開示部分のうち，公表された情報

と同一の部分及び容易に推測できる部分については，原処分の時点においてなお公表慣行を認めるべきとした

例 

６-１ 答申６(行情)２２０「特定職員の職務経歴を記載した文書の不開示決定に関する件」 

  ・ 水産庁を含む農林水産省では略歴を公表していない特定職員について、著作物等によって知り得る情報から 

   職員の経歴の一部を知ることができるとしても、このことをもって人事記録に記載された特定職員の詳細な経

歴等が慣行として公にされ又は公にすることが予定されているとはいえないとして、法５条１号ただし書イ該

当性を否定した例 

６-２ 答申６（行情）２８０「特定個人の人事記録の一部開示決定に関する件」 

  ・ 「ガイドブック厚生労働省」と題する刊行物に特定職員の氏名・役職等が搭載されているとしても、その発

行主体、発行目的、記載内容等はおよそ人事記録とは異なるものであって、人事記録の一部としてその勤務経

歴等を記載した本件不開示部分の公表慣行を基礎づけるものとはいえないとして、法５条１号ただし書イ該当

性を否定した例 

６-３ 答申６（行情）４３３ないし４３６「「社会保険労務士の懲戒処分について（令和元年度分）」の一部開示決

定に関する件」 

  ・ 厚生労働省ウェブサイトに掲載されない情報は、一般に公表慣行があるとはいえず、また、ウェブサイト掲

載が終了した情報も、懲戒処分という情報の性質に鑑みれば、過去にウェブサイトに掲載されたという事実の

みをもって、原処分時点で直ちに公表慣行があるとはいえないとして、法５条１号ただし書イ該当性を否定し

た例 

６-４ 答申６（行情）６３１及び６３２「処分説明書の一部開示決定に関する件」 

  ・ 標記懲戒処分に関する報道発表資料には、当該懲戒処分の処分説明書の官職の記載内容と同様の記載が存す

ることが認められるが、当該報道発表日から原処分時点までの期間は約２年半であり、既に相応の期間が経過

しているものと認められるなどとして、不開示部分のうち、当該官職の記載内容部分については、法５条１号

ただし書イに該当するとは認められないとした例 

 

【法５条１号ただし書ロ関係】 

40 答申１４（行情）５「医薬品製造承認申請書及び医薬品副作用・感染症症例票の一部開示決定に関する件」 

・ 副作用症例票について，初めて法５条１号ただし書ロによる公益開示を認めた例 

24-１ 答申２４（行情）１３２「平成２１年度特殊地下壕実態調査の回答結果の一部開示決定に関する件」  

・ 土地所有者の個人識別情報である地番について，これを公にすることにより害されるおそれがある個人の権

利利益よりも，当該特殊地下壕が存在する土地ないしその周辺における人の生命・財産等を保護する必要性が

上回るものと言うべきであるとして，５条１号ただし書ロ該当性を認めた例 

４-３  答申４（行情）１３６「特定場外車券販売施設設置許可申請書に添付された自治会の同意書の一部開示決定に 

関する件」 

・ 特定場外車券販売施設の設置許可申請書に添付された周辺自治会の同意書には内容虚偽及び氏名冒用（偽造）



の可能性があり，周辺住民の生活を保護するため開示すべきとの主張に対し，法５条１号ただし書ロの該当性

は，一般的，客観的観点から判断すべきものであり，開示により請求人が利益を受け得るだけでは足りず，比

較衡量する必要があるとした上で，特定個人の個人情報が開示されないことで保護される利益より，開示によ

る利益が優越すると認めるに足りる事情はないとして不開示は妥当とした例 

 

【法５条１号ただし書ハ関係】 

41 答申１３（行情）３１，３２「沖縄総合事務局総務部庶務課の平成１２年出勤簿の不開示決定に関する件外１

件」  

・ 出勤簿の出勤，研修等の表示は法５条１号ただし書ハに該当するとしたもの 

42 答申１４（行情）２４０「国家公務員倫理法第６条に基づく贈与等報告書（閲覧対象以外のもの）の一部開示

決定に関する件」 

・ 贈与等報告書の提出の基因となった原稿執筆又は講演は，法５条１号ただし書ハにあたらないとしたもの 

・ １号と６条２項の関係につき，本来の開示はこうあるべきと判断した上で，諮問庁が既に行った誤った開示

を前提にせざるを得ないとしたもの 

43 答申１６（独情）５「ワクチン接種予定者名簿等の一部開示決定に関する件」  

・ 公務員等である院内感染予防等のための予防接種予定者等について職務遂行の情報と認めなかったもの 

44 答申２０（独情）６１「飲食を含む会議に関わる決裁文書の一部開示決定に関する件」  

・ 国会議員の独立行政法人職員との飲食を含む会議出席に係る情報を，職務遂行に係る情報であると認めたも 

の 

45 答申２１（行情）３「国家公務員倫理法第６条に基づく贈与等報告書（２万円以下：平成１２年度）の一部開

示決定に関する件」  

・ 贈与等報告書の記載から，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係によるものと認められるもの以外

は，①報告者及び公務員同席者の官職，氏名及び印影は外務省職員等の職務遂行情報であり，法５条１号ただ

し書ハ及びイに該当し開示すべき，②外国・国際機関等の名称，大使館等の住所，相手方の官職及び氏名等の

情報は法５条３号に該当し不開示が妥当，③報道機関の名称，報道機関の住所，相手方の役職及び氏名等の情

報は法５条２号イに該当し不開示が妥当であり，また，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係による

ものと認められるものは，上記①の情報は不開示が妥当，同②の情報は法５条３号に該当せず開示すべき，同

③の情報は法５条２号イに該当せず開示すべきと判断したもの 

５-５ 答申５（独情）１０「特定職員に係る人事記録等の一部開示決定に関する件」 

・ 出勤簿に記載された労働時間等に関する記載は５条１号ただし書ハには該当しないとした例 

 

○ 法人等に関する情報 

【法５条２号本文関係】 

46 答申１３（行情）１５６「柔道整復師に対する行政処分命令書の一部開示決定に関する件」  

・ 柔道整復師の業務停止処分に係る情報は，法人情報ではなく個人情報であるとしたもの 

○［再掲］答申２２（行情）６０４，６０５，６０７，６０８「燃料施設新設土木その他工事に係る積算価格内訳

明細書の一部開示決定に関する件外３件」  

・ 公共工事の予定価格及び積算内訳等について，開示すべきとしたもの 

 

【法５条２号ただし書関係】 

47 答申１５（行情）６１７「特定会社が特定製剤の納入に関して提出した文書の一部開示決定に関する件」 

・ 法５条２号ただし書の公益開示をすべきとしたもの 

・ 法５条６号の国の機関等の事業の適正な執行への支障は，公益性を比較考慮の上で判断するべきことを明ら



かにしたもの 

48 答申１６（行情）４４８～４７７「特定会社報告書資料「特定製剤使用症例調査を再度徹底のこと」の開示決

定に関する件（第三者不服申立て）外４件」  

・ 特定製剤の納入先医療機関の名称等について正当な利益侵害該当性を認めたもの 

・ 特定製剤の納入先医療機関の名称等について法５条２号ただし書該当性を認めなかったもの 

49 答申２０（独情）６３「特定医療機器に係る医療機器不具合・感染症症例報告書の一部開示決定に関する件（第

三者不服申立て）」  

・  医療機器不具合・感染症症例報告書につき，医療機器の部品の素材情報等が記載されている部分については，

同業他社における医療機器の品質管理の改善に資すると認められることから，法５条２号ただし書に該当し開

示を妥当としたもの 

50 答申２１（行情）２２９ 「特定薬剤臨床試験報告書の概要等の一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 特定医薬品の安全性評価のため，実施を指示された追加試験の試験方法，結果等について，市販後の安全対

策の透明性を確保すべきであるとして，法５条２号ただし書に該当し開示を妥当としたもの 

 

【法５条２号イ関係】 

51 答申１３（行情）６７「福岡県内に所在する前払式特定取引業を営む者の決算報告書等の一部開示決定に関す

る件」 

・ 非上場企業の決算報告書等について債権者が多数である業態にかんがみ，２号イ該当性は認められないとし

たもの 

○［再掲］答申１４（行情）５７「東北大学医学系研究科付属動物実験施設における動物実験計画審査願等の一部

開示決定に関する件」  

・ 実験用動物を納入する民間業者のうち，業者名開示に支障がないとしている業者名は法５条２号イに該当し

ないとしたもの 

52 答申１４（行情）５８「警備業者に対する行政処分に関する報告の一部開示決定に関する件」  

・ 営業停止処分については，法５条２号イ該当性を否定。指示処分については，肯定 

53 答申１４（行情）１６５「米の残留農薬とカドミウム含有量に関する全国調査に係る文書の一部開示決定に関

する件」  

・ 米のカドミウム含有量の調査結果について，市場に流通している商品の客観的数値を秘匿すべき合理的な理

由はないとして，２号イ該当性を認めなかったもの 

・ 風評被害，過剰反応については諮問庁等において十分な説明をするなどにより，回避できるものと判断 

・ ただし，｢生産者名｣，｢集落名｣等については，２号イ該当を認め不開示としたもの 

54 答申１４（行情）３４５「障害者雇用率未達成企業一覧等の一部開示決定に関する件」  

・ 障害者雇用率未達成企業の公表に２号イ該当性を認めなかった例 

55 答申１４（行情）４４０「朝銀京都信用金庫に関する検査報告書等の不開示決定に関する件」  

・ 不開示決定時には存続していたが，答申時には破綻していた金融機関につき，承継金融機関の正当な利益を

害さない情報の開示が相当であるとした例 

56 答申１４（行情）４５９「特定の法人が提出した法人税に係る法人設立届出書等の不開示決定(存否応答拒否)

に関する件」  

・ 情報公開法と税務職員の守秘義務の関係について整理 

57 答申１４（行情）４６９「医薬品製造承認事項一部変更承認申請に係る資料概要の一部開示決定に関する件」 

・ 企業側の不服申立て（逆ＦＯＩＡ）に対し，厚労省が開示するとした部分について，企業独自のノウハウと

して不開示を認めた例 

58 答申１５（行情）４１「特定訴訟に係る国側訴訟代理人弁護士と国との間の訴訟代理等に関する文書の不開示

決定に関する件」  

・ 選任弁護士の報酬額について，法５条２号イ及び６号ロ該当性を否定 

59 答申１５（行情）４８「特定の自動車登録番号に係る自動車検査証再交付申請書等の一部開示決定に関する件」 



・ 審査請求人の印影は，仮に偽造されたものであっても，これを公にすれば，審査請求人の正当な利益を害す

るおそれがあり，法５条２号イに該当すると判断したもの 

60 答申１５（行情）１７５「開示決定等に係る決裁文書の不開示決定に関する件」  

・ 請求文書の記載部分が新聞社の取材活動の手法を明らかにするものとして不開示を認めたもの 

61 答申１５（行情）３１１｢平成１３年９月１日から３０日までに東京中央労働基準監督署が収受した時間外労

働･休日労働に関する協定届の一部開示決定に関する件｣  

・ 公的企業と民間企業について，法５条６号ホ及び同条２号イ該当性の判断基準を区別したもの 

62 答申１５（行情）３１４「特定会社に対し横浜税関が実施した事後調査の不開示決定（存否応答拒否）に関す

る件」  

・ 税関による事後調査の事実の有無を明らかにした場合の法５条２号イ該当性を認めたもの 

63 答申１５（行情）３２５「大阪防衛施設局の交際費に係る支出計算書附属証拠書類の一部開示決定に関する件」  

・ 支出関係資料の印刷業者の金融機関名・口座番号について，平成１４年９月１２日最高裁判決の飲食業の場

合と違い，広く知れ渡ることを承認しているものではないと不開示を妥当としたもの 

64 答申１５（行情）６８８，６８９「特定専門学校における授業の改善等に関する文書の一部開示決定に関する

件」 

・ 行政指導の対象となった法人の情報につき，法５条２号イ該当性を認めたもの 

65 答申１６（行情）２２「特定の会社から旭川労働基準監督署に提出された解雇予告除外認定申請書等の不開示

決定に関する件」  

・ 解雇予告除外認定申請に係る労働基準監督署の認定・不認定について正当な利益侵害を認めたもの 

○［再掲］答申１６（行情）６７「神戸税務署における業種別（売上階級別・特前階級別）件数表（平成１１年，

１２年及び１３年分）の不開示決定に関する件」  

・ 特定の税務署における特定の業種の申告状況を示す件数表について個人を特定することができないことを認

めたもの 

・ 特定の税務署における特定の業種の申告状況を示す件数表について個人の権利利益及び正当な利益を侵害し

ないことを認めたもの 

66 答申１６（行情）１１２「特定会社の採掘権に係る施業案認可申請書及び認可書の一部開示決定に関する件」  

・ 施業案認可申請書記載の鉱床の規模等について法５条２号イ該当性を認めたもの 

・ 逆ＦＯＩＡにおいて，諮問庁が原処分を変更して不開示とすべきであるとしている部分について，参加人で

ある開示請求者が不開示を支持している場合には，審査の対象にならないとした上で，施業案認可申請書記載

の鉱床の規模等について法５条２号イ該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１６（行情）４４８～４７７「特定会社報告書資料「特定製剤使用症例調査を再度徹底のこと」の

開示決定に関する件（第三者不服申立て）外４件」  

・ 特定製剤の納入先医療機関の名称等について正当な利益侵害該当性を認めたもの 

67 答申１７（行情）３８２，３８３「特定会社に係る一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書等の一部開示

決定に関する件外１件」  

・ 許可事業の廃止届出及び破産宣告により２号イ該当性を認めなかったもの 

68 答申１７（行情）５７９「特定政治団体の設立趣意書及び被推薦書の一部開示決定に関する件」  

・ 既に解散した政治団体については，権利，競争上の地位その他正当な利益を害されるおそれを考慮する必要

はないと判断したもの 

69 答申１７（行情）６３６「特定地番の国有地に係る入札書及び入札筆記書の一部開示決定に関する件」 

・ 国有財産の一般競争入札の落札金額が法５条２号イに該当するかどうかは個別に判断する必要があるとした

上で，２号イ該当性を認めた例 

70 答申１８（行情）１０９「昭和聖徳記念館建設計画の内容変更等について等の一部開示決定に関する件」 

・   著作権法１８条３項１号の「別段の意思表示をした場合」に当たり，公表権を侵害する可能性があるとして，

２号イ該当性を認めたもの 

71 答申１８（行情）４１７「特定法人に係る柔道整復師養成施設設置計画書の一部開示決定に関する件」 

・ 学校法人が提出した財務計算書類について，私立学校振興助成法に基づき作成される計算書類における補助



金収入に係る記載部分並びに賃借対照表における中科目及びそれに係る金額については，平成１５年１０月の

文部科学省審議会小委員会報告の内容を踏まえ，法５条２号イに該当せず，開示すべきとしたもの 

72 答申１８（行情）５０６「特定銀行設立に伴う営業の免許申請書の一部開示決定に関する件」  

・ 不開示部分である，非上場会社である特定銀行の定款，その他一般に公にされることのない情報について，

法５条２号該当を認めたもの 

・ 株主総会議事録について，決算公告その他法令により公にされている情報等を除き，その大部分について法

５条２号該当を認めたもの 

73 答申１８（独情）１２「債務計上一覧表の一部開示決定に関する件」  

・ 弁護士の報酬金額等につき，独情法５条２号イ該当性を認めたもの 

74 答申１８（独情）２６「大阪医療センターに係る院内清掃に関する契約書等の一部開示決定に関する件」 

・ 契約金額について，法５条２号イに該当しないとしたもの 

・ 契約金額について，法５条４号ニに該当しないとしたもの 

○［再掲］答申１８（独情）５２「特定企業から提出された住宅金融公庫業務受託申請書等の一部開示決定に関す

る件」  

・ 公的性格を有する受託業務の責任者の氏名について，一定の透明性が求められるとして１号ただし書イに該

当し，開示すべきとしたもの 

・ 特定の民間企業の定款の写しについて，当該企業の担う公的性格に照らしてその組織運営につき一定の透明

性が求められる等として，法５条２号イの不開示情報に該当しないと判断したもの 

75 答申１９（行情）１９２「保安規程変更届出書の一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 逆ＦＯＩＡにおいて，資源エネルギー庁が開示するとした部分について，審査請求人独自のノウハウとして

不開示を認めたもの 

76 答申１９（行情）２２８～２３１「平成１７年度防衛庁職員採用Ⅰ種試験実施結果等の一部開示決定に関する

件」  

・ 防衛庁職員採用試験問題のうち民間の試験問題作成業者に委託して作成したものについて，民間業者と一切

公表しないという契約をして提供を受けたという経緯を考慮し，開示された場合の民間業者の不利益を認定し，

法５条２号イ該当性を認めたもの 

・ 公務員採用試験の問題は本来公開されることが望ましいという観点から，契約条件の見直しなど将来的な公

開について検討すべきと付言したもの 

77 答申１９（行情）３１９「特定会社作成に係る特定登録農薬の薬効薬害試験成績資料代替書等の一部開示決定

に関する件（第三者不服申立て）」  

・ 試験項目等，各試験項目に対応する数的データ等について，不開示とすべき重要なノウハウあるいは企業秘

密といった性格のものであるとは認められず，法５条２号イには該当しないとしたもの 

78 答申１９（行情）３５９「労働保険審査会参与に係る名簿の一部開示決定に関する件」  

・ 労働保険審査会参与の推薦労働者団体名について，２号イ該当性を認めなかったもの 

79 答申１９（独情）４９「医学部及び医学部附属病院が保有する「奨学寄附金受入一覧」の一部開示決定に関す

る件」  

・ 奨学寄付金について，法人等寄付者がどこにいくら寄附しているという情報は，法５条２号イに当たらない

としたもの 

80 答申２０（行情）１１７「「電子計算機計算等役務（防衛能力に関する研究）」等の一部開示決定に関する件」 

・ 防衛省から委託を受けた特定法人が作成したプログラムについて，当該法人の著作物であって，これを公に

した場合には，当該法人の公表権を侵害するおそれがあると認められることから，法５条２号イに該当し不開

示を妥当としたもの 

81 答申２０（行情）３２８「外務省所管の特定法人に関する文書の一部開示決定に関する件」  

・ 法的有効性が確定していない法人の文書であっても，有効な文書として行政機関に提出された以上，開示に

より法人の正当な利益を害するおそれがあるとは認められないとしたもの 

○［再掲］答申２１（行情）３「国家公務員倫理法第６条に基づく贈与等報告書（２万円以下：平成１２年度）の

一部開示決定に関する件」  



・ 贈与等報告書の記載から，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係によるものと認められるもの以外

は，①報告者及び公務員同席者の官職，氏名及び印影は外務省職員等の職務遂行情報であり，法５条１号ただ

し書ハ及びイに該当し開示すべき，②外国・国際機関等の名称，大使館等の住所，相手方の官職及び氏名等の

情報は法５条３号に該当し不開示が妥当，③報道機関の名称，報道機関の住所，相手方の役職及び氏名等の情

報は法５条２号イに該当し不開示が妥当であり，また，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係による

ものと認められるものは，上記①の情報は不開示が妥当，同②の情報は法５条３号に該当せず開示すべき，同

③の情報は法５条２号イに該当せず開示すべきと判断したもの 

82 答申２１（行情）２５６「平成１８年度検定決定高等学校日本史教科書の訂正申請に係る教科用図書検定調査

審議会第二部会等における配布資料の不開示決定に関する件」  

・ 高等学校日本史教科書の訂正申請に係る典拠資料等につき，法５条２号イに該当せず，開示すべきとしたも

の 

83 答申２１（行情）３５９～３７１「北海道経済産業局が保有する平成１５年度の省エネ法１１条に基づく定期

報告書の一部開示決定に関する件外１２件」  

・ 法５条２号イにいう，製品原価を知られる等の「おそれ」は，一般的・抽象的なものでは足りず，処分庁が

具体的な不利益が生じるがい然性が客観的かつ合理的に論証することを必要とし，かつそれをもって足りると

したもの 

84 答申２１（行情）５１３「特定地に所在の国の行政財産の分筆にかかわる文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 土地所在図及び地籍測量図に押なつされた土地家屋調査士の印影について，２号イの不開示情報に該当しな

いとしたもの 

85 答申２２（行情）１１２～１２０「特定会社が提出した「有線ラジオ放送の設備の設置及び業務の開始届」等

の一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）外８件」  

・ 前回答申において法５条２号イ該当性を認めた部分について，前回の答申決定時から５年以上経過し，状況

が変化したとして，開示すべきとしたもの 

86 答申２２（行情）１２２「東京拘置所の物品管理簿（平成１７年度ないし同１９年度）の一部開示決定に関す

る件」  

・ 拘置所刑場前室備付物品の納入業者名について，開示すべきとしたもの 

87 答申２２（行情）１６２「国道二次改築工事に係る用地買収に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 国道二次改築工事に係る用地買収に関し，特定神社に係る補償金額等につき，開示すべきとしたもの 

88 答申２２（行情）４０６「朝鮮人の在日資産調査報告書綴の一部開示決定に関する件」  

・ 対象文書である「報告書」を集計した「調査集計」が国立公文書館で保管，公開されていることを踏まえ，

国立公文書館文献により公になっている部分を開示すべきとしたもの 

89 答申２２（行情）４４８「特定医療用具の医療用具製造承認申請書等の一部開示決定に関する件」 

・ 特定企業による医療用具等の開発における製造設計に関する情報について，法５条２号該当性を認めたもの 

○［再掲］答申２２（行情）５４９「構造計算書偽装物件一覧の一部開示決定に関する件」  

・ 構造計算書偽装物件一覧について，風評被害による権利利益侵害のおそれはないとして，開示すべきとした

もの 

90 答申２３（行情）９３「電離放射線健康診断結果報告書の一部開示決定に関する件」  

・ 有害業務として特別の項目についての健康診断を行わなければならないとされている放射線業務を行ってい

る事業場の労働者等の健康診断結果報告書につき，事業所に係る情報を不開示とした上で，労働者数や検査結

果の該当人数欄等を開示すべきとしたもの 

91 答申２３（行情）１２７「特定訴訟に係る訴状等の一部開示決定に関する件」  

・ 訴状等の不開示部分のうち，判例雑誌に掲載されたのと同様の部分について，法５条２号イ該当性を否定し

たもの 

23-６ 答申２３（行情）１１２ないし１２２「有線ラジオ放送業務の正常化につき特定会社が提出した文書の一部開

示決定に関する件（第三者不服申立て）」  

・ 審査請求人（第三者不服申立人）が有線ラジオ放送法３条等に違反して営業している地域が明らかになり，

そのような事実が参加人（開示請求者）により顧客の勧誘等の営業活動上利用されるおそれがあるとしても，



そのことは真実の指摘であるから，開示請求によって得られた情報を用いる参加人の営業活動が審査請求人に

不利益を生じさせるおそれがあるとしても，審査請求人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言

えず，審査請求人としてはこれを受忍すべきとして，５条２号イ該当性を否定した例 

23-７ 答申２３（行情）４３８「一般用医薬品販売制度定着状況調査結果報告書等の一部開示決定に関する件」 

・ 一般用医薬品販売制度調査において調査対象となった薬局店舗の名称については，国から委託を受けた調査

会社の専属調査員の配置状況が明らかになるとして，５条２号イ該当性を認めた例 

23-８ 答申２３（行情）５１４「裁決書の一部開示決定に関する件」  

・ 既に公にされている情報と同一の情報である更正処分に係る裁決書の名宛人情報を開示することとしても，

そのことをもって，新たに当該名宛人である参加人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あるとは認められないとして，５条２号イ該当性を否定した例 

23-９ 答申２３（行情）５２４「特定歯科に係る監査の録音テープ等の不開示決定に関する件」  

・ 保険医療機関等に対する監査マニュアル中，保険医療機関等取消状況について，かつて公表されていた保険

医療機関等の名称であっても，欠格期間終了後は，５条２号イ該当性を認めた例 

23-10 答申２４（行情）２２「特定保険医療機関に係る保険医療機関廃止届・添付書類の一部開示決定に関する件」 

・ 保険医療機関廃止届を提出する際の経由機関である特定法人の名称について，特定法人と類似の法人が保険

医療機関廃止届の経由を行うことがあることは一般的なことであるとして，５条２号イ該当性を否定した例 

24-２ 答申２４（行情）８５「労働者派遣事業の事業所に対して是正指導を行うために送付した文書の決裁書類等の

不開示決定に関する件」  

・ 是正指導対象が国の機関等の場合について，国の機関等の名称等を開示した場合には，取引先である民営事

業所が特定されるおそれがあり，当該民営事業所が指導監督を受けたことが明らかになるとして，５条２号イ

該当性を認めた例 

24-３ 答申２４（行情）２２２「特定法人に係る法人税確定申告書に添付された勘定科目内訳明細書のうち貸付金及

び受取利息の内訳明細書の不開示決定に関する件」  

・ 特定法人に係る法人税確定申告書に添付された勘定科目内訳明細書のうち貸付金及び受取利息の内訳明細書

について，特定法人及び貸付先法人Ａがともに何人に対する開示にも同意していることなど本件対象文書を取

り巻く事情の特殊性に鑑み，５条２号イ該当性を否定した例 

24-４ 答申２４（行情）４７８「「特定会社に係る債権管理回収業に関する特別措置法に基づく営業の許可について」

等の一部開示決定に関する件」 

・ 諮問庁が定期検査の周期を予測できる等により不開示を主張する情報について，これを公にしても定期的に

行われる検査についての実施間隔の傾向が分かるにすぎないなどとして，５条２号イ，６号柱書き及び同号イ

該当性を否定した例 

24-５ 答申２４（行情）５３１「「海上での普遍主義に基づく権限行使に関する研究」（平成２１年度ユニット）の不

開示決定に関する件」 

・ 海上保安大学校の元職員が職務上作成し，出版を予定している文書について，当該元職員は，職員として職

務上これを作成したものであり，「事業を営む個人」に該当しないことは明らかとして，５条２号イ該当性を否

定した例 

24-６ 答申２４（行情）５３７「岸和田労働基準監督署において特定会社に対して実施した調査等に関する監督復命

書の不開示決定に関する件」 

・ 廃業した事業場に係る文書について，５条２号イ該当性を否定した例 

24-７ 答申２４（行情）５３８「特定期間に尼崎労働基準監督署が特定会社の特定製品の製造作業に関して行った調

査に係る文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 昭和６２年以前の特定事業場における特定事業や労務管理に係る内容について，年代的に相当程度古い情報

であり，必ずしも，特定事業場が属する特定会社における現在の製造及び品質管理のためのノウハウ並びに内

部管理情報が推測できるものとまでは言えないとして，５条２号イ該当性を否定した例 

24-８ 答申２４（独情）４６号「過去５年間の受託研究に係る受託の相手方及び受託金額を記した文書の一部開示決

定に関する件」 

・ 受託研究名（開示されている）にカッコ書きでアルファベット及び数字により構成される記号が付されたも



のに係る企業等の名称について，当該記号部分は，当該研究の対象となる製品の型番について企業等が独自に

付したものであるため，型番の規則性等により企業等の名称を特定することは十分可能であると認められると

して，５条２号イ該当性を否定した例 

24-９ 答申２４（独情）５６号「旧簡易生命保険契約に基づく保険責任に係る再保険契約書等の一部開示決定に関す

る件」  

・ 処分庁と株式会社かんぽ生命保険（参加人）との間で締結された「旧簡易生命保険契約に基づく保険責任に

係る再保険契約書」等について，他の生命保険会社が参入することは事実上困難であると考えられるなどとし

て，５条２号イ該当性を否定した例 

25-10 答申２５（行情）７８「「食品中の放射性物質検査について」等の一部開示決定に関する件」 

・ 放射性物質検査結果における粉ミルクのブランド名について，検査対象の選択において必ずしも全ての製造

業者のブランドを等しく取り扱っているとは言い難い印象を与えると言わざるを得ないこと等から，５条２号

イに該当するとした例 

25-11 答申２５（行情）８５「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する

法律届出資料のうち再処理等積立金の積立額算定に関する資料等の一部開示決定に関する件」 

・ 特定会社の使用済燃料再処理等積立金に関する届出書の減損ウラン回収率，転換役務代等の数値について，

公にすれば取引業者・特定会社の実際のウランの取引価額及び役務代を算出することが可能となるとして，５

条２号イに該当するとした例 

25-12 答申２５（行情）８８「特定調査研究に係る総合評価方式による一般競争入札における「技術審査 評価（案）」

等の一部開示決定に関する件」 

・ 総合評価方式による一般競争入札における入札業者の評価に係る情報の一部について，公共調達方式におけ

る契約方式の特質，その透明化の要請の程度等を考慮し，公表済み，あるいは開示済みの部分との関係等具体

的な事実関係を踏まえ，５条２号イに該当しないとした例 

・ また，入札情報に関する従来の答申との関係に言及するとともに，参加事業者は，落札できた場合に技術的

評価が高まるなどの利益を受ける反面，低い評価を受けることによるリスクもある程度受忍すべきと指摘 

25-13 答申２５（行情）２９５「「中小企業向け為替デリバティブ取引状況（米ドル／円）に関する調査の結果につ

いて」に関して金融機関から提出を受けた調査表の一部開示決定に関する件」 

・ 為替デリバティブ取引状況に関する調査表の項目及びその注記について，金融庁があらかじめ作成したデー

タ部分であって，各調査表に共通する記載内容であることなどから，５条２号イに該当しないとした例 

25-14 答申２５（行情）４０９「福島県警戒区域内の被災ペットの保護及び飼育管理業務に関して落札業者が提出し

た企画書等の一部開示決定に関する件」 

・ 業務委託契約の入札に参加した業者が提出した企画書の一部について，既に開示された部分その他の記載等

から容易に推察可能であることなどを理由に，５条２号イに該当しないとした例 

25-15 答申２６（行情）１８「特定法人の法人税確定申告書に添付されている貸借対照表等の不開示決定に関する件」 

・ 特定法人が法人税の確定申告書に添付した貸借対照表等について，別途，民事訴訟手続において内容虚偽の

文書を証拠として提出したという特異な経緯を有することから，５条２号イに該当しないとした例 

26-６ 答申２６（行情）５９「平成２４年度公証事務検閲に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 登簿番号（公証人が作成した公正証書等の事件数に応じて付される一連の番号），集団嘱託人に関する情報に

ついて，公証人の能力等に関する情報と解されるおそれがあるとして，５条２号イに該当するとした例 

26-７ 答申２６（行情）１６４「「自衛隊の機動展開に関する調査研究 調査研究報告書」の一部開示決定に関する

件」 

・ 国から調査研究を受託した法人が，自らの判断でヒアリング対象者と不開示等の約束をしても直ちに情報公

開法上の不開示理由となるものではないが，本件は，その特殊性から特別な配慮を行う必要性・合理性が認め

られ，ヒアリング対象者から受けた情報や当該対象者を推知できる情報を公にすると受託法人とヒアリング対

象者等との信頼関係が損なわれ，ひいては受託法人の社会的信用の低下を招くおそれがあると認められるとし

て，５条２号イ該当性を認めた例 

26-８ 答申２６（行情）２０８「税理士業務の概況報告書の一部開示決定に関する件」 

・ 税理士業務の概況報告書（税務署ごとに人数を集計した一覧表）につき，対象者が推察されないこととなる



数値を一定の基準で特定できないことを理由として一律に不開示とすることは妥当でなく，本件においては，

対象文書の特性に鑑み，少なくとも二桁以上の場合であれば，当該税理士等を特定される可能性は極めて低い

などとし，開示・不開示の判断を行った例 

26-９ 答申２６（行情）３６７「企業再生支援機構から受け取った特定会社に関する文書等の一部開示決定に関する

件」 

・ 一部を除く文書の標題（文書名）については，機構や特定会社，処分庁の関係において，標題が示すような

文書が作成等されたとしても特段不自然ではなく，開示請求時点で再生支援が完了していたことを勘案すると，

５条２号イに該当しないとした例 

26-10 答申２６（行情）５７０「特定事業所に係るハローワークの紹介状況及び採用状況等の一部開示決定に関する

件」 

・ 特定事業所に対するハローワークの紹介状況等について，当該特定事業所が雇用保険適用事業所設置届等に

記載の本社所在地に既に存続していないことが実地調査の結果により確認されていることから，少なくとも諮

問の時点において事業活動を行っているとは認められず，５条２号イに該当しないとした例 

27-７ 答申２７（行情）４２８「特定会社に係る有線テレビジョン放送施設設置許可申請に関する文書の一部開示決

定に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 諮問庁が法５条２号イに該当するとして新たに不開示とすべきとする特定会社の定款の第２章以降の部分に

ついては，本件許可申請時（平成１０年），同社は上場しており，その定款は，旧証券取引法の規定に基づき，

同社の有価証券報告書の添付書類として，証券取引所等において公衆の縦覧に供しなければならないとされて

いたことから，同号イに該当せず開示すべきとした例 

27-８ 答申２７（独情）１４「私立大学等改革総合支援事業調査票等の一部開示決定に関する件」 

・  私立大学等改革総合支援事業調査票の不開示部分については，経営改革等への取組の実態を問うものであり，

大学等が自ら積極的に公表するような情報であって，特段秘匿すべき経営情報に係るものが含まれているとは

認められず，不開示部分を公にしたとしても特定大学にマイナス評価といった不利益が生じるとは認められな

いことなどから，法５条２号イに該当せず開示すべきと判断した例 

28-６ 答申２８（行情）３８８「特殊車両通行許可申請書類等の一部開示決定に関する件」 

・ 特定法人の代理人として特殊車両通行許可申請を行った特定の行政書士の①氏名，②事務所の所在地，③事

務所の電話番号及び④登録番号について，これらの情報を公にすると，原処分で当該特定法人の名称は開示さ

れているので，当該行政書士の顧客情報の一端が明らかとなり，当該行政書士が委任を受けてどのような業務

を行っているのかという個別業務の内容が明らかになるとしても，本件の行政書士が行っている業務は何ら特

殊なものではないなどとして，法５条２号イに該当しないと判断した例 

29-２ 答申２９（行情）４５０「特定宗教法人の規則変更認証申請に関する文書の不開示決定に関する件」 

・ 特定宗教法人の名称変更に係る規則変更の認証業務について，関係部署の文部科学大臣に対する当該変更に

係る経緯及び対応方針案の説明資料につき，公にすると，特定宗教法人の宗教活動に関連する公となっていな

い内部情報等を開示することとなり，これらがインターネット上で拡散される事態も想定されるとして，当該

宗教法人の権利・利益を害する旨の諮問庁の説明を否定し難いとし，法５条２号イに該当すると判断した例 

29-３ 答申２９（独情）５０「雇用契約書等の一部開示決定に関する件」 

・  顧問弁護士の氏名について，これを公にしても，当該弁護士の具体的な契約条件が明らかになる事情はなく，

他方，公的な会議への出席や一般的な弁護士業務の遂行方法等からは，その氏名を秘匿し続けることが可能で

あるとは認め難い等の現状等に鑑みれば，これを公にすると，弁護士としての価値観や信条等が公になり，営

業権等の正当な利益を害するおそれ等があるとは認められず，法５条２号イには該当しないと判断した例 

30-５ 答申３０（行情）８０「特定鉱山の坑内実測図の一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 特定法人が鉱業法に基づき処分庁に提出した坑内実測図につき，諮問庁が開示するとした部分のうち，鉱区

境界線の内側部分等については，当該鉱区内の採掘予定範囲等のおおよその位置及び規模という一般に公にさ

れていない当該法人の事業計画等に係る情報であることから，法５条２号イに該当し，不開示とすべきとした

例 

30-６ 答申３０（行情）３２６「会計検査院法２７条の規定による報告（特定日付け特定番号）の一部開示決定に関

する件」 



・ 不開示部分のうち，受託事業者名等に係る部分について，年度ごとの受託事業者名は法務局ホームページで

公表されており，記者クラブ宛の公表資料と照合することにより，被疑事実発生当時の受託事業者名は，自ず

と明らかになる情報であるから，開示すべきと判断した例 

１-４ 答申１（行情）４８５ないし４８７「特定労働基準監督署の監督復命書整理簿（特定年度分）の一部開示決定

に関する件」 

・ 本件対象文書のうち，「署長判決」及び「完結の有無」の各欄は，原処分で開示されているものの，いずれも

空欄であるため，不開示部分である「労働保険番号」及び「事業場名」（建設工事に係る発注者の氏名を除く）

を公にしても，特定監督署による監督を受けたという事実が分かるのみであり，当該事業場に対する監督の結

果が明らかになるとは認められないなどとして，従前の答申を変更し，５条２号イ及び６号ホに該当せず，開

示すべきとした例 

１-５ 答申１（独情）２８「「国立大学法人東京大学医学部附属病院外来患者等アメニティ設備整備・運営事業」に

関する定期建物賃貸借契約書の一部開示決定に関する件」 

・ 公共調達の適正化に係る財務大臣通達により公表の対象とされているのは国の支出の原因となる契約であっ

て，貸付料のような収入については公表の対象に含まれているとはいえないとして，特定企業が事業効果等を

見込んで提案・決定した（処分庁の収入となる）貸付料は，これを開示すると，当該企業等の経営体力や事業

ノウハウが競業他社に推測され，その事業活動や将来の受注に係る利益を害するおそれがあることから，法５

条２号イに該当するとした例 

３-１ 答申３（行情）３９４「「平成３１年度中間貯蔵等福島における環境再生に関する広報業務 報告書」の一部

開示決定に関する件」 

・ 環境再生に関する広報業務に係る報告書のうち，新聞記事等の部分が著作権法４２条１項の規定に基づき使

用が認められる範囲を超えるなどとして法５条２号イに該当するとされたことに対し，著作権法４２条の２に

よれば著作権を侵害することにはならず，開示すべきとした例 

３-２ 答申３（行情）５６２「法制執務業務支援システムに係る特定ソフトウェアアドインの不開示決定に関する件」 

・ 内容を参照できないプログラムファイル（本件対象文書）について，本件対象文書の内容に関する資料等の

記載及び競合法人等が本件対象文書を参照し研究することで法令執務業務の達成に必要な機能範囲に関する情

報等が明らかとなり，開発者である特定法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると

する旨の諮問庁からの説明を踏まえ，法５条２号イに該当するとした例 

５-６ 答申５（行情）７９１「特定記事に記載の訴訟に係る文書の一部開示決定に関する件」 

・ インターネット上の特定ウェブサイトに掲載された情報を印刷した書面について，当該情報に記載された法

人が，掲載内容の決定に関与していないことが明らかなインターネット上のウェブサイトに掲載されていた情

報であるにすぎず，そのような掲載者の独自判断に基づく情報がインターネット上で検索・閲覧可能な状態に

なることをもって，当該情報の内容が既に公にされているともいえないため，法５条２号イに該当し，不開示

としたことは妥当とした例 

６-５ 答申６（行情）３２２「自衛隊かつ大貨物積付標準」の一部開示決定に関する件 

  ・ 鉄道輸送に際し、「特大貨物」となる自衛隊装備品等の積付における積載後の寸法、積載に使用する機材に関

する情報及び積載に際しての注意事項等に関する情報が記載されている文書について、当該鉄道事業者が行う

事業活動に支障を及ぼすおそれ等があるとして、５条２号イに該当するとした例 

６-６ 答申６（行情）５２５ないし５２７「特定年度障害者総合福祉推進事業費補助金交付決定一部取消通知書の

一部開示決定に関する件」 

  ・ 補助金等適正化法１７条に基づいて出された補助金の返還命令書等に係る開示請求について、不開示部分に

は明らかに秘匿すべき法人等の内部情報は記載されておらず、予算執行等に係る情報の公表等に関する指針や

補助金等適正化法の目的に鑑みれば、返還命令を出した交付先名（法人等の名称）、既に交付された金額等は２

号イに該当せず、開示すべきと判断した例 

６-７ 答申６（行情）４０４「特定宗教法人の名称変更の申請を受理することを文部科学大臣へ報告を行った際の

資料等の不開示決定に関する件」 

  ・ 宗教法人からの認証申請に係る審査の結果及び過程が記録された資料について、公にすることにより当該法

人の自由な宗教活動を妨害するための材料として用いられる懸念があり、その権利、競争上の地位その他正当



な利益を害するおそれがあるとして、５条２号イに該当するとした例 

 

６-８ 答申６（行情）１０８４及び１０８５「特定工事に係る特別調査報告書の一部開示決定に関する件」 

  ・ 「設計単価一覧表」の、建設物価調査会の出版物による単価等を使用し作成している部分について、特定工

事の特定の作業工程に係る情報のみを抜粋し記載しているにすぎないから、同調査会等から提出された要望書

の内容にかかわらず、これを公にすることにより直ちに物価資料の販売に影響を与えるとまでは認め難い等と

して、法５条２号イには該当しないとした例 

 

【法５条２号ロ関係】 

92 答申１４（行情）１２３「原子力発電の経済性試算における設定単価の根拠の一部開示決定に関する件」 

・ 試算のために業界から提出された数値等について，諮問庁の要請を受け，公にしないとの条件で任意に提供

された情報であることを認めた上で，公にしないとの条件が現時点においても合理性を有するかについて詳細

に判断し，開示範囲を広げたもの 

・ 原子力発電の経済性試算が電力料金の決定に影響があるとしても，公益開示の必要性は認められないとした

もの 

・ 情報単位論と部分開示の範囲について述べたもの 

93 答申１４（行情）４８０「里道等（高知県高知市所在）の払い下げに関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 国有地の売却にあたって参考とされた「売買実例価格」につき，５条２号ロに該当しないとした例 

94 答申１４（行情）４８３「茨木労働基準監督署に提出された再発防止対策書の不開示決定に関する件」 

・ 再発防止対策書につき，事業主から自主的に提出されたものであることを認めつつも２号ロ該当を否定 

95 答申１５（行情）７２４「航空機衝突防止装置の作動時に提出する報告書（ＲＡレポート）の不開示決定に関

する件」  

・ 法５条２号ロにつき，提出するかどうか選択ができないような場合は「任意」の提出とは言えないとしたも

の 

28-７ 答申２８（行情）２４７「中央環境審議会大気・騒音振動部会水銀大気排出対策小委員会の非公開資料の一部

開示決定に関する件」 

・ 原則公開とされている委員会の会議において，委員限りとして配布された資料の一部について，法５条２号

ロに該当するとした例 

６-９ 答申６（行情）８６２「新型コロナウイルス感染症対策に係る「ミーティングにおける資料」等の一部開示

決定に関する件」 

  ・ 新型コロナワクチンの広報の検討のための情報について、特定法人の新型コロナウイルス感染症に関する調

査結果を推測し得る記載が存し、これは法人等において通例として公にしないこととされている情報であると

認められるから、その当時の状況及びその情報性質に照らし、公にしないとの条件を付することが合理的であ

るものと認められ、法５条２号ロに該当するとした例 

 

○ 国の安全等に関する情報 

【法５条３号（独法５条４号イ）関係】 

96 答申１３（行情）１６６「ＧＡＴＴウルグアイ・ラウンド等に関する資料の一部開示決定に関する件」 

・ 記者発表要旨と同様の内容が含まれているとしても，両国の最高責任者の率直な意見交換を記録した会議記

録は，法５条３号に該当 

97 答申１４（行情）１３５「河野−フルシチョフ会談（１９５６年１０月１６日～１８日）の議事録等の不開示

決定に関する件」  

・ 半世紀以前の会談記録であり，ロシアで公開された事実があることから，信頼関係が損なわれるおそれがあ

るとは認められないとしたもの 



・ しかし領土交渉がなお解決されていない点等をふまえると，交渉上不利益を被るおそれがあると諮問庁が認

めるに相当の理由があるとした例 

○［再掲］答申１４（行情）１８１「昭和天皇とマッカーサー最高司令官との会見録等の不開示決定に関する件」  

・ 会談の特異性，半世紀以上経過した国際情勢の変化に照らし，３号該当性を否定 

98 答申１５（行情）１３１「米海軍攻撃機「スカイホーク」海中転落事故に係る米国政府との協議の記録等の不

開示決定に関する件」  

・ 対象文書の記載内容，３０年以上経過していること等から，３号該当性を否定 

・ 公電に付された来電時刻，パターンコード等は暗号解読につながるとして３号該当性を認めたもの 

99 答申１５（行情）２２４，２２５ 

「平成９年６月の博覧会国際事務局総会に際しての愛知万博誘致に係る文書の一部開示決定に関する件」 

「平成９年６月の博覧会国際事務局総会に際し，愛知万博支持要請等に関する文書の不開示決定に関する件」 

・ 国際博覧会の投票行動に関する情報は３号に該当するとしたもの 

100 答申１５（行情）２７５～２８０「支出計算書の証拠書類（平成１０年４月分から１１年３月分までの報償費

の支出に係るもの）等の不開示決定に関する件」  

・ 内閣官房報償費の関係文書のうち債主官房長官，サミット関係は開示すべきとしたもの 

101 答申１５（行情）４３１「自衛隊統合防災演習の実施計画にかかわる全文書の一部開示決定に関する件」 

・ 日米共同訓練の統裁官及び訓練時期は，当時としては，公にすることにより，他国との信頼関係が損なわれ

るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当な理由があると認められるが，現時点においては，開

示を相当としたもの 

102 答申１５（行情）４４８「平成１２年度報償費支出関係書類の不開示決定に関する件」  

・ 内閣情報調査室の報償費支出関係書類のうち，報償費支払明細書の日付，使用目的を開示すべきとしたもの 

103 答申１５（行情）５４７～５６６「平成８年４月分から６月分までの報償費の支出のために作成された文書等

の不開示決定に関する件外１９件」  

・ 外務省報償費の支出計算書の証拠書類について，大規模レセプション等の５類型を開示すべきとしたもの 

104 答申１６（行情）７，８  

「特定個人の拉致事件に係る日韓両国政府で交わした文書の一部開示決定に関する件」 

「特定個人の拉致事件に係る昭和４８年に日韓両国政府で交わした文書の一部開示決定に関する件」 

・ ブリーファーの氏名・官職について国際的信頼関係が損なわれるおそれを認めなかったもの 

105 答申１６（行情）１２「特定外務公務員による報償費の事務処理に関する要領，手順等を記載した文書の不開

示決定に関する件」  

・ 外務省報償費について情報収集活動等の支障及び国際的信頼関係が損なわれるおそれの相当性を認めたもの 

106 答申１７（行情）３０３「第３回国防会議関係資料の不開示決定に関する件」  

・ 内閣総理大臣から国防会議に対して諮問があった事実を記載した文書については，３号該当性を認めなかっ

たもの 

107 答申１８（行情）３７５「「第１３回在日韓国人の法的地位及び待遇に関する日韓局長級協議」の一部開示決

定に関する件」  

・ 法５条３号の該当性を検討し，本件協議の議題並びに既に公知の事実を説明した発言や交渉の余地のない日

本側の立場を説明した発言部分については，同号該当性を認めず開示すべきであるとしたもの 

108 答申１８（独情）６６「コタパンジャン水力発電事業に関する詳細設計報告書の不開示決定に関する件」 

・ 本件対象文書はインドネシア政府から公にしないとの条件で任意に提供されたものであるとの諮問庁の説明

を認め，その大部分について法５条４号イ及びトの該当性を認めたもの 

109 答申１９（行情）１０７「特定新聞で報じられた処分の原因となった情報流出事件に関する調査にかかわる文

書の一部開示決定に関する件」 

・ 流出した情報の内容に関する記述については，特定ファイル共有（交換）ソフトを介した流出事案の特性を

踏まえて，法５条３号及び６号柱書き該当を妥当と認めたもの 

110 答申１９（行情）４４３「昭和３４年１０月２１日の藤山外相とマッカーサー米大使との会談録等の一部開示

決定に関する件」  



・ 「１０月２１日藤山大臣在京米大使会談録」につき，その一部を不開示とした決定は，妥当であるとしたも

の 

○［再掲］答申２１（行情）３「国家公務員倫理法第６条に基づく贈与等報告書（２万円以下：平成１２年度）の

一部開示決定に関する件」  

・ 贈与等報告書の記載から，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係によるものと認められるもの以外

は，①報告者及び公務員同席者の官職，氏名及び印影は外務省職員等の職務遂行情報であり，法５条１号ただ

し書ハ及びイに該当し開示すべき，②外国・国際機関等の名称，大使館等の住所，相手方の官職及び氏名等の

情報は法５条３号に該当し不開示が妥当，③報道機関の名称，報道機関の住所，相手方の役職及び氏名等の情

報は法５条２号イに該当し不開示が妥当であり，また，当該贈与等が単に儀礼的なもの，個人的な関係による

ものと認められるものは，上記①の情報は不開示が妥当，同②の情報は法５条３号に該当せず開示すべき，同

③の情報は法５条２号イに該当せず開示すべきと判断したもの 

○［再掲］答申２１（行情）５０「特定期間に在外公館あて発出された査証関係通達一覧の一部開示決定に関する

件」  

・ 査証発給手続きの変更や外務本省に対する経伺に関する具体的な情報を，法５条６号に該当すると認めたも

の 

111 答申２１（行情）２７７「「法翼」の一部開示決定に関する件」  

・ 国際赤十字委員会は，３号所定の国際機関に該当するとしたもの 

112 答申２２（行情）３６４「「日米防衛協力のための指針」関連１３の一部開示決定に関する件（総会審議分）」 

・ 総会の実施により，先例答申における不開示情報該当性の判断を変更した事例 

23-11 答申２４（行情）５１「日中首脳会談の会談記録の不開示決定に関する件」 

・ 日中首脳会談の会談記録の不開示部分について，記者会見での発言内容等はいずれも当該会談の内容を詳細

に明らかにしたものではなく，不開示部分については，日中間に存在する外交問題に係る機微な点を含む部分

が既に公表された情報を記録した部分と容易に区分し難い状態にあることが認められるとして，５条３号該当

性を認めた例 

24-10 答申２４（行情）７９「日米安保条約に基づく日米地位協定の民事裁判権に関する合意について記した文書等

の一部開示決定に関する件」  

・ 民事裁判管轄権に関する日米合同委員会合意に係る同委員会議事録につき，その一部は，協議の結果，日米

行政協定第１８条に関して両国間で合意された内容が記述されているにすぎないなどの理由から，公にしたと

しても，我が国と米国との信頼関係を損ない，今後，米側との間で忌たんのない協議を行えなくなるおそれが

あるとは言えないとして，５条３号該当性を否定した例 

24-11 答申２４（行情）３２９「アメリカ合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料等の一部開示決定に

関する件」  

・ 合衆国軍隊構成員等の犯した罪に対する刑事裁判権の行使に関し，これらの犯罪の捜査，公判を担当する検

察官の執務の参考に供するため，昭和４７年３月に作成された秘密指定がされた内部資料について，国会図書

館において一般の閲覧に供されている状況を踏まえると，国立国会図書館法が規定する国会図書館の設置目的

や社会的役割も考慮して，国会図書館が下した判断と，現実に閲覧が可能となっている状況が継続しているこ

とを重く受け止めるべきであって，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については，もはや，これを

開示しても，他国との信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長が認めるにつき相当の理由があると

は認め難いとして，５条３号該当性を否定した例 

25-16 答申２５（行情）３４「野田総理発韓国大統領宛親書の不開示決定に関する件」 

・  韓国大統領宛に発出された総理親書について，公にしないことを前提に外交上の問題を記載したものであり，

記載内容は一体不可分のものであるとして，５条３号に該当するとした例 

25-17 答申２５（行情）２６４「ＣＩＳＰＲにおいて電力搬送通信設備（ＰＬＴ）に関連して我が国が提出及び受領

した文書の不開示決定に関する件」 

・ ＩＥＣ（国際電波標準会議）に係る文書について，ＩＥＣは５条３号に規定する国際機関ではないことから，

同号に該当しないとしつつ，同条６号柱書きに該当するとした例 

26-11 答申２６（行情）３５９「第６回五大特許庁長官副長官会合合意議事録の一部開示決定に関する件」 



・ 五大特許庁長官副長官会合合意議事録について，公表しない旨を当該会合で決定等はしていないものの，各

国等は，慣行として公表しておらず，当該議事録の内容に基づき作成した概要を公表しているので，当該議事

録を開示することはできないとする諮問庁の説明を踏まえ，各国特許庁の各ホームページ等を事務局にて確認

し，本件議事録は公表されていないことが認められたので，５条３号に該当し，不開示妥当と判断した例 

26-12 答申２６（行情）３６５「航空自衛隊基地への米軍の探知レーダー配備について，米軍当局等との協議に際し

て使用又は作成した文書の不開示決定に関する件」 

・ 本件対象文書について，その件名，件数及び内容を公にすることにより，米国との協議の時期，回数及び内

容が明らかとなり，米国との信頼関係が損なわれるおそれ等があるとともに，自衛隊が米軍と共同して任務を

行う際の効果的な遂行に支障が生じるおそれがあり，ひいては我が国の安全が害されるおそれがあるとの諮問

庁の説明を是認できるとした例 

27-９ 答申２７（行情）８９８「在米日本国大使館で平成１３年度に支出された「報償費」に関する支出決裁文書の

不開示決定に関する件」 

・ 法５条３号及び６号により全てを不開示 とされた文書について，審査会として見分した結果，原処分におい

て部分開示された別の文書に類似するので，それに準じて部分開示すべきであるとした例 

28-８ 答申２８（行情）６１７「「合意に係る日米合同委員会議事録」の不開示決定に関する件」 

・ 先例答申（答申２４（行情）７９）においては，諮問庁による不開示理由の説明が不十分であったため開示

すべきとされたが，本件においては，諮問庁が新たに日米合同委員会の英文の議事録（本件対象文書の原文に

当たるとされる文書）を本件対象文書の該当箇所との対応関係を示しつつ提示するとともに，不開示部分の開

示には同意しないとする米側からのレター等が提出されたこと等を踏まえ，法５条３号の情報に該当するとし

た例 

29-４ 答申２９（行情）４０３「「河野談話作成過程等に関する検証チーム」に関連して作成・取得した文書等の一

部開示決定に関する件」 

・ 報道機関等から提起されることが当時想定された質問とそれに対する応答要領等については，法５条３号，

５号及び６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべき，また，原処分では不存在とされた文書について，請

求文言を合理的に解釈すれば本件請求対象に該当すると認められる文書が不開示とされた部分に含まれている

ことから，これにつき改めて特定の上，開示決定等をすべきとした例 

30-７ 答申３０（行情）５３９「「日米地位協定の考え方（改訂版）の表紙」の不開示決定に関する件」 

・ 審査請求人は，本件対象文書が資料の表紙にすぎないことから法の定める不開示情報には該当せず開示すべ

き旨主張するが，法３条に定める開示請求権は，あるがままの形で行政文書を開示することを求める権利であ

り，資料全体の特定部分を独立した文書のように扱い，当該資料全体と切り離して不開示情報該当性を判断す

ることは適当ではないとした上で，本件対象文書（表紙）は資料の一部であっても，公表されていない情報が

含まれており，法５条３号に該当し，不開示とすることが妥当とした例 

１-６ 答申１（行情）７３「行政文書ファイル「日米安全保障高級事務レベル協議（ＳＳＣ）（昭和４３年）」に含ま

れる文書の一部開示決定に関する件」 

・ 約５０年前の米軍基地及び沖縄返還問題に係る政府部内の検討状況及び米国との協議に向けた対処方針等の

一部につき，本件開示請求時点で沖縄返還から既に４０年以上が経過していることに鑑み，これを公にしても，

本件開示請求時点においてもなお，他国との交渉上不利益を被るおそれ等があると行政機関の長が認めること

につき相当の理由があるとは認められないなどとして，法５条３号及び５号のいずれにも該当せず，開示すべ

きとした例 

１-７ 答申１（行情）３０１「行政文書ファイル「平成２６年度資料丁」につづられた文書の不開示決定に関する件」 

・ 本件対象文書には，我が国の安全保障上想定される事態に際して政府機関が採るべき具体的措置等が詳細に

記載されており，その個々の文書の名称及び文書の件数を含めて，これを公にすることにより，国の安全が害

されるおそれがあるなどと行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるとして，法５条３

号に該当するとした例 

１-８ 答申１（行情）３６５ないし３８０「大臣官房の平成２１年９月分ないし平成２３年３月分の報償費の全ての

支出に係る支出計算書等の一部開示決定に関する件」 

・ 内閣官房報償費に係る不開示決定が争われた最高裁判決等も踏まえ，外務省において特定期間に支出された



報償費の金額並びに事案ごとの決裁書及び領収書等につき，これを公にすることにより，その当時の国際情勢

や国際的な問題等に関する情報等と照合することなどを通じて，報償費の個別具体的な使途や我が国の情報関

心等が推察される又は情報収集の相手方が特定される結果，情報収集活動等が困難になるなど，他国等との交

渉上不利益を被るおそれがあるなどと行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，

法５条３号に該当するとした例 

３-３ 答申３（行情）５９３「防衛大臣の日程表の一部開示決定に関する件」 

・ 防衛大臣の日程表につき，防衛大臣の職務の特殊性に鑑みれば，全体として防衛省・自衛隊の情報収集能力

や危機管理態勢について推察可能となる重要な情報であるとして，法５条３号に該当するとした例 

４-４ 答申４（行情）５３６「行政文書ファイル「令和２年度尖閣専従船関連」に含まれる文書の不開示決定に関す

る件」 

・ 巡視船の運用計画に関する文書及び巡視船が実施した訓練に関する文書について，その各記載内容に応じ，

いずれの文書もこれを公にすることにより，国の安全が害されるおそれがあるとともに，犯罪の予防，鎮圧等

の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明を認め，法５条３号及び４号に該当するとした

例 

 

○ 公共の安全等に関する情報 

【法５条４号（独法５条４号ロ）関係】 

113 答申１４（行情）４３４「接見指定２０講の不開示決定に関する件」  

・ 文書が公にされても，捜査及び公訴の維持等に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないとしたもの 

114 答申１５（行情）３９５「公安調査庁が１９９１年４月から２００１年３月までの間に作成した調査活動費に

関する内規の不開示決定に関する件」  

・ 内規を開示すべきとしたもの 

115 答申１６（行情）３「平成９年３月分の検察旅費請求書等の一部開示決定に関する件」  

・ 検察旅費に係る出張内容について捜査及び公訴の維持への支障を認めたもの 

116 答申１６（行情）７１，７２「最高検察庁における調査活動費に関する支払明細書の一部開示決定に関する件

外１件」 

・ 最高検の調査活動費に係る領収書等について捜査等への支障を認めたもの 

117 答申１６（行情）６３９「労働基準監督官必携平成１４年度版の一部開示決定に関する件」  

・ 司法処分及び行政処分の基準を定めた行政文書について，それぞれ法５条４号及び６号イ該当性を認めたも

の 

118 答申１８（行情）３７１「大阪拘置所の職員研修用出欠確認一覧表の一部開示決定に関する件」 

・ 印刷局職員録に登載されていない矯正職員の氏名等について，法５条４号該当性を認めたもの 

119 答申１８（行情）４３７「名古屋地方検察庁の特定職員に係る出勤簿の一部開示決定に関する件」 

・ 名古屋地検特捜部職員の氏名及び印影につき，法５条４号該当性を認めたもの 

120 答申１９（行情）２７６及び２７７「「違法情報に関する通知について」等の一部開示決定に関する件及びイ

ンターネット・ホットラインセンターから通報を受けた文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 違法情報がインターネット上のどこに存在するのかを示す，サイトの名称，ＵＲＬ等について，４号該当で

不開示相当としたもの 

121 答申１９（行情）４２４「特定会社に係る個人情報漏えい等に関する報告等の一部開示決定に関する件」 

・ 原処分で不開示とした漏えいした戸籍データに係る地方公共団体の名称について，開示しても，直ちに脅迫，

恐喝等の犯罪を誘発する等のおそれがあるとは言えないことから，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとは言えないとして法５条４号に規定する不

開示情報に該当しないので，開示すべきとしたもの 

122 答申２１（行情）６０３「「平成２０年度ＣＰＡ派遣報告書の提出について」の一部開示決定に関する件」 

・ 公務員の氏名等について，一定の範囲の者については，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ



ると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報と認められるとして法５条４号による不開示を認

めつつ，その範囲外の者については，氏名等に公表慣行があるとして，上記のおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があるとは言えないので開示すべきとしたもの 

・ ＤＶＤを部分開示する際には，開示部分のみをつなぎ合わせて開示すると不開示部分の場所が分かりにくい

ので，不開示部分が容易に判別できる方式を工夫するなど適切に処理するよう求めたもの 

123 答申２２（行情）１３３「本省指定職で自宅送迎をしている公用車の運転記録の一部開示決定に関する件」 

・ 公用車の運転記録のうち，使用者（役職名），部局課名，入出庫時間，運行管理時間，行先，運転区間を開示

すべきとしたもの 

124 答申２２（独情）２１「「下請業者届」の一部開示決定に関する件」  

・ 競馬の公正確保等に支障が生じるおそれがあるとして，下請業者の名称を不開示としたもの 

24-12 答申２４（行情）２１４「特定拘置所視察委員会意見書の一部開示決定に関する件」  

・ 特定死刑確定者のテレビ及びＤＶＤの視聴が認められていない理由等について，これが明らかにされたとし

ても，特定拘置所が被収容者（死刑確定者）の状況に係る事実等を正確に把握することが困難となるおそれが

あるとは考え難く，特定拘置所が誤った判断に基づき視聴を認めることにより，異常事態をじゃっ起させ，又

は，その発生の危険性を高めるおそれがあるとの諮問庁の説明は首肯できないなどとして，５条４号及び６号

柱書き該当性を否定した例 

24-13 答申２４（行情）５０５「平成２２年度水質汚濁防止法等の施行状況調査票等の一部開示決定に関する件」 

・ 水質汚濁防止法等の施行状況調査票等の中の，同法等に違反する行為の具体的内容及びこれに対する処罰の

内容が記載されている部分について，その全てを公にすると，どの程度の違反であれば処罰されるのかといっ

た傾向を事業者に類推されるおそれがあり，５条４号に該当するものの，違反に係る数値及び処罰の内容が公

にされないかぎり，違反行為の具体的内容が公にされても，前記のようなおそれはないと認められるとして，

数値を除く違反行為の具体的内容については，同号該当性を否定した例 

24-14 答申２４（行情）５１２「主計局長及びその任命権者の氏名及び経歴が分かる文書の不開示決定に関する件」 

・ 開示請求書に不穏当な文言が記載されているという個別的な事情を不開示処分の理由とすることは法の予定

するところではないとして，５条４号該当性を否定した例 

26-13 答申２６（行情）１３２「平成２３年度水質汚濁防止法等の施行状況調査票の一部開示決定に関する件」 

・ 水質汚濁防止法に基づく改善命令が発せられた事例の汚染状態の数値について，同種事例の継続的な把握に

より，改善命令を発動する実務上の目安を想定され，基準値を超えた排出水を排出しても直罰規定を適用され

ず，改善命令にとどまると受け取られ，違反行為を誘発するおそれがあるとして，５条４号該当性を認めた例 

26-14 答申２６（行情）３８９「特定領置番号特定符号に係る領置票の不開示決定に関する件」 

・ 領置票の様式部分について，公にしても，証拠品に関する記入欄全体を記入の有無にかかわらず不開示とす

れば，「符号の最大値」に至るまでの符号の取り方等が公になることはなく，また，領置票の枚数が明らかにな

ることは否定できないが，捜査の規模等の推測は概括的なものにとどまるものであることから，本件が捜査・

公判中であるなど考慮すべき特段の事情が認められない中では，５条４号に該当しないとした例 

27-10 答申２７（行情）８９６「依存性薬物検討会の資料一式の不開示決定に関する件」 

・ 依存性薬物検討会の配布資料のうち，依存性薬物の規制に係る基本的な考え方や判断の基準が記載された文

書（開示すべきと判断する部分及び検討会委員の氏名を除く。）について，公にすることにより人体に害をなす

物質が蔓延し，犯罪を惹起する可能性があるなどとする諮問庁の説明は，依存性薬物に起因する事件・事故が

多発している現在の社会状況を踏まえると一概に著しく不合理であるとして否定するには至らないことから，

法５条４号に基づき不開示妥当と判断した例 

30-８ 答申３０（行情）２２５「特定法人が特定日に提出した報告書の一部開示決定に関する件」 

・ 特定法人に係る個人情報流出事案に際して当該法人が処分庁に提出した報告書のうち，特定警察への相談に

係る不開示部分につき，既に当該事案に係る刑事手続が終了しており，捜査に支障を及ぼすおそれがあるとは

認められないことから，法５条４号に該当せず，開示すべきとした例 

１-９ 答申１（行情）６２５「実習実施者等から失踪した技能実習生に係る聴取票（特定期間分）の一部開示決定に

関する件」 

・ 失踪した外国人技能実習生に係る聴取票の記載内容は，法５条４号に該当するとして不開示とし，当該文書



が，国会の要請により国会議員に閲覧が認められたものであるとしても，情報公開法に基づく行政文書の開示

とは異なるとした例 

３-４ 答申３（独情）１６「平成３０年度経費予算見積（通知）書（文書局分）の一部開示決定に関する件」 

・ 日本銀行の一部局の平成３０年度予算を経費項目別に記載した一覧表につき，経理課との調整の開始・終了

の日付，日本銀行の支出対象項目の詳細及びその変化等を公にしたとしても，政策運営等に支障を来すとも，

犯罪の予防等に支障を及ぼすとも，契約等事務に関し財産上の利益等を不当に害するおそれがあるとも認めら

れず，開示すべきとした例 

○［再掲］答申４（行情）５３６「行政文書ファイル「令和２年度尖閣専従船関連」に含まれる文書の不開示決定

に関する件」 

・ 巡視船の運用計画に関する文書及び巡視船が実施した訓練に関する文書について，その各記載内容に応じ，

いずれの文書もこれを公にすることにより，国の安全が害されるおそれがあるとともに，犯罪の予防，鎮圧等

の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする諮問庁の説明を認め，法５条３号及び４号に該当するとした

例 

５-７ 答申５（行情）４９８ないし５０１「特定空港における旅客取扱施設利用料の上限認可申請に係る審査書類

の一部開示決定に関する件」 

・ 空港機能の維持に必要な重要情報であって保安上の観点から対外秘としている，空港関連施設に係る図面及

び電源設備に関する情報について，５条４号に該当するとした例 

 

○ 審議、検討等に関する情報 

【法５条５号（独法５条３号）関係】 

125 答申１３（行情）６「メチル水銀の環境クライテリアに係る調査報告書及び中央公害対策審議会水俣病問題専

門委員会議事録の一部開示決定に関する件」  

・ 研究者の氏名等につき，水俣病をめぐる事態の変化等により，現時点では法５条５号に該当しないとしたも

の 

126 答申１４（行情）４２６～４３０  

（４２８号）「平成１２年度教科用図書検定調査審議会第二部会，歴史小委員会及び公民小委員会における配付資

料の一部開示決定に関する件」 

（４２９号）「平成１２年度教科用図書検定調査審議会における申請図書の合格又は不合格の判定要領の不開示決

定に関する件」 

・ 教科書検定のための内部の判定要領について，５号を否定した例(４２９，４３０) 

・ 検定終了後において，採択期間中か期間後にかかわらず判断は異ならないとしたもの(４２８) 

127 答申１４（行情）４５３～４５７「平成１４年１月１１日に実施された法曹養成検討会の内容を記録した録音

テープの不開示決定に関する件外２件」  

・ 録音テープと議事録の違いを踏まえつつも，構成メンバー，会議の性格等により１号イの慣行として公にさ

れるべきものと認定 

・ また全体としての５号該当も否定。ただし，議事の公開等について議論した部分については，今後率直な意

見の交換が不当に損なわれるおそれがあると５号該当を認めたもの 

128 答申１５（行情）３８「入札参加業者に対する勧告についての新聞発表想定問答等を作成するために職務上取

得した一切の資料の不開示決定に関する件」  

・ 公正取引委員会の勧告書（案）が５号に該当するとされたもの 

・ 委員会議事録についても，審議・検討に関する情報であるとして，５号該当が認められたもの 

129 答申１５（行情）４１０「国際人権Ｂ規約の第一選択議定書の締結問題に関する政府の方針等に関する文書の

一部開示決定に関する件」  

・ 政府の方針に関する各省庁の意見につき，文書の個別具体的性質に応じて法５条５号該当性を判断したもの 

130 答申１６（行情）１７４「対イラク攻撃に関する大使意見具申電の不開示決定に関する件」  



・ 意見具申電について意見交換が損なわれるおそれ及び外交事務に支障を及ぼすおそれを認めなかったもの 

131 答申１６（独情）２４「「金融政策決定会合議事録の公表に関する件」の一部開示決定に関する件」 

・ 日本銀行政策委員会議事録について意見交換が損なわれるおそれを認めなかったもの 

132 答申１７（行情）３９１，３９３「火工品安全性評価申請書等の一部開示決定に関する件外１件」 

・ パブリックコメントの実施を含めた全体の審査が終わっていないため，５号に該当し，不開示が相当とした

もの 

133 答申１７（独情）２５「香椎副都心土地区画整理事業に関する各係数決定図書等の一部開示決定に関する件」 

・ 路線価指数等につき，独情法５条３号該当性を認めなかった例 

134 答申１８（行情）４５４，４５５「委員会議事録で「著作物再販制」に関し言及されているものの不開示決定

に関する件」  

・ 著作物再販制度の存廃をめぐる議論の法５条５号該当性について，一律に判断せず,一部のみ該当性を認めた

もの 

23-12 答申２３（行情）１７５「「人権教育・啓発に関する基本計画」の見直しに係る文書の一部開示決定に関する

件」 

・ 審議，検討又は協議に関する情報については，一律に意思決定前の情報を全て不開示とすることは，政府が

その諸活動を説明する責任を全うするという観点から適当でなく，個別具体的に不開示情報の範囲が画される

とした上で，閣議決定前の各省庁の意見について，５条５号該当性を否定した例 

24-15 答申２４（行情）３６２，３６６，３６８，３７１「災害廃棄物安全評価検討会第７回及び第８回議事録等の

不開示決定に関する件」等  

・ 災害廃棄物安全評価検討会の録音データについて，当該録音データの内容は，多少の言い回しや表現振りな

どの違いはあるものの，本件各議事録の記載内容とほぼ同一であるなどの理由から，これが公になると，委員

による率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び処理方針に基づく市町村等

による災害廃棄物の処理事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないとして，５条５号及

び６号柱書き該当性を否定した例 

24-16 答申２４（行情）４１９「「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」の委員名が分かる文書の不開示

決定に関する件」  

・ 文部科学大臣の諮問機関として設置された検討会議の委員名が分かる文書について，当該検討会議における

議論は，既に取りまとめられ，報告書として公表されているため，当該検討会議の検討作業は終了していると

見るべきであり，また，今後，検討会議の委員が審査会の委員に委嘱される可能性があるとしても，検討会議

と審査会は法的に全く別個の組織，制度であること等を考慮すると，協議検討の途上の情報と認められないと

して，５条５号該当性を否定した例 

25-18 答申２５（行情）３２９「平和のフロンティア部会議事録等の一部開示決定に関する件」 

・ 有識者会議議事録に記載された発言委員の姓について，出席委員の姓及び発言内容は全て開示されているこ

と等から，５条５号及び６号柱書きに該当しないとした例 

○［再掲］答申２７（行情）８９６「依存性薬物検討会の資料一式の不開示決定に関する件」 

・ 依存性薬物検討会委員の氏名については，明らかになると外部からの妨害等により率直な意見交換等が不当

に損なわれるおそれがあるとして，法５条５号に基づき不開示妥当と判断した例 

27-11 答申２７（独情）７６「科学技術文献情報提供事業に係る提供業務の事業者公募に関する文書の一部開示決定

に関する件」 

・ 科学技術文献情報提供事業の民間事業者への事業移管に伴う事業者公募の選定における「必須要件及び加点

評価の評価方法の審査基準」の不開示部分について，次回調達の審査基準が全く同一になるとは考えにくく，

当該不開示部分に記載されている内容は，公募する事業等について諮問庁が求める条件やより高く評価するポ

イント等を具体的に示すものであって，これを明らかにすることにより，諮問庁が今後行う事業者公募の事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生ずることは想定し難いことから，法５条３号及び４号柱書き

のいずれにも該当せず開示すべきと判断した例 

○［再掲］答申２９（行情）４０３「「河野談話作成過程等に関する検証チーム」に関連して作成・取得した文書

等の一部開示決定に関する件」 



・ 報道機関等から提起されることが当時想定された質問とそれに対する応答要領等については，法５条３号，

５号及び６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべき，また，原処分では不存在とされた文書について，請

求文言を合理的に解釈すれば本件請求対象に該当すると認められる文書が不開示とされた部分に含まれている

ことから，これにつき改めて特定の上，開示決定等をすべきとした例 

１-10 答申１（行情）３０６「「平成２８年度生活保護担当指導職員ブロック会議における研究・協議資料」一部開

示決定に関する件」 

・ 厚生労働省が毎年開催する生活保護担当指導職員ブロック会議資料中，意見を述べた自治体名について，①

既に会議の協議内容を踏まえた制度改正が行われていること，②個別具体の生活保護事案に関することや機微

にわたることが記載されているとは認められないことから，法５条５号該当性を認めず，開示すべきとした例 

１-11 答申１（行情）４３６「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法

律案の法令審査に関する文書の不開示決定に関する件」 

・ 未成立の法案に対する法案審査等に係る情報につき，検討過程の情報を公にした場合，その内容が必ずしも

正確でない形で国民に伝えられ，今後の検討の方向性について憶測や混乱を招く等，率直な意見の交換等が不

当に損なわれるおそれがあり，また，本件法案は，一体・不可分を成し，今後，法案全体の取扱いを含めて再

検討する可能性もあるので，部分開示を行うことはできないとして，当該文書全体を法５条５号に該当すると

した例 

４-５ 答申４（行情）１９５「特定地域道路網調査業務の業務成果品の一部開示決定に関する件」 

・ 特定地域を対象とした幹線道路網における将来の交通量に係る推計情報等について，これを公にすると近隣

用地の評価に影響を与える可能性があり，利害関係者等から事業計画の修正を迫られる等の干渉を受けるおそ

れがあることから，今後の該当の各事業につき，率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それがあるとする諮問庁の説明を認め，法５条５号に該当するとした例 

５-８ 答申５（行情）２２２「特定番号に係る起案文書の一部開示決定に関する件」 

・ 別件の開示請求に対する対応方針を本省と地方支分部局との間で相談した際のメール及び参考資料等につい

て，具体的な対応方針に関する内容等は６号柱書きにより不開示とする一方，公にしても事務的な支障が認め

られない部分については，別件の開示請求に対する決定が本件の開示決定時点で既に行われていたことも踏ま

え，６号柱書きのみならず５号該当性も認めず開示すべきと判断した例 

５-９ 答申６（行情）３２「特定の想定問答の協議に当たって行政文書ファイル等につづられた文書の一部開示決

定に関する件 

・ ［主管官庁：外務省，協議先：防衛省］である国会答弁書が一部不開示決定とされた事案につき，協議先で

ある防衛省で保有する答弁書は最終的な意思決定となったものではなく協議中のものであるから，これを公に

すると関係省庁間において検討していた担当部局における未成熟な検討内容が明らかとなり，国の機関内部に

おける率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため，法５条５号に該当し，

不開示としたことは妥当とした例 

６-10 答申６（行情）１９５「輸入木質ペレットに関する認証偽装問題に係る文書の不開示決定に関する件」 

  ・ 資源エネルギー庁と林野庁の間で、いまだ協議途中であり、引き続き情報の収集及び内容の精査等を行って

いるところであって、本件対象文書に記載された内容は、未成熟な情報であると認められるとして、法５条５

号該当性を認めた例 

 

○ 事務又は事業に関する情報 

【法５条６号（独法５条４号）柱書き関係】 

135 答申１４（行情）２７「京都大学医学部附属病院医療事故調査検討委員会の議事録等の一部開示決定に関する

件」 

・ 事故調査委員会の指示及び事故実情調書については６号に該当するとして不開示としたもの 

136 答申１４（行情）４５１「大滝ダム建設に伴う損失補償基準の一部開示決定に関する件」 

・ 補償基準は，補償額が推測されるものではなく，また広範囲に配布されていることから，公にしても地権者



との信頼関係を損なうことにはならないとされたもの 

・ また他のダムへの補償交渉への支障も否定し，６号に該当せず開示すべきとしたもの 

○［再掲］答申１５（行情）２７５～２８０「支出計算書の証拠書類（平成１０年４月分から１１年３月分までの

報償費の支出に係るもの）等の不開示決定に関する件」 

・ 内閣官房報償の関係文書のうち公にすることにより，具体的使途が明らかになるとは認められず，その内容

を公にしたとしても諮問庁の主張する内閣官房報償費の目的を損なうおそれが殊更惹起されるとは考え難い部

分は開示すべきとしたもの 

○［再掲］答申１５（行情）３９５「公安調査庁が１９９１年４月から２００１年３月までの間に作成した調査活

動費に関する内規の不開示決定に関する件」  

・ 内規を開示すべきとしたもの 

137 答申１５（行情）４０５｢特定の病院で行われた脳死判定・臓器提供に関し，公衆衛生審議会が同病院から提

出を受けた治療経過の文書等の一部開示決定に関する件｣  

・ 同一の脳死判定等に係る公表された報告書と一部内容が重なっているとしても公表されていない作業班資料

の法５条６号該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１５（行情）４４８「平成１２年度報償費支出関係書類の不開示決定に関する件」 

・ 内閣情報調査室の報償費支出関係書類のうち，報償費支払明細書の日付，使用目的を開示すべきとしたもの 

138 答申１５（行情）５０６「平成１４年諮問第５１０号に係る答申書案の不開示決定に関する件」 

・ 情報公開審査会の答申書案について，法５条６号該当性を認めたもの 

139 答申１５（行情）５４１「教育基本法の改正に関する資料の不開示決定に関する件」 

・ 教育基本法改正検討資料について法５条６号該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１５（行情）５４７～５６６「平成８年４月分から６月分までの報償費の支出のために作成された

文書等の不開示決定に関する件外１９件」 

・ 外務省報償費の支出計算書の証拠書類について，大規模レセプション等の５類型を開示すべきとしたもの 

○［再掲］答申１５（行情）６１７「特定会社が特定製剤の納入に関して提出した文書の一部開示決定に関する件」 

・ 法５条２号ただし書の公益開示をすべきとしたもの 

・ 法５条６号の国の機関等の事業の適正な遂行への支障は，公益性を比較考慮の上で判断すべきことを明らか

にしたもの 

140 答申１５（行情）６９９「公安調査官調査活動費の支出に関する見積書及び請求書等の不開示決定に関する件」 

・ 調査活動費支払明細書のうち日付，使用目的欄，表題，取扱責任者の表示並びに前日繰越額，本月受入額，

本月支払額及び翌日繰越額の各金額を開示すべきとしたもの 

141 答申１５（行情）７２６「在オーストラリア大使館における公金流用疑惑に係る調査結果報告書等の一部開示

決定に関する件」 

・ 関係者への事情聴取内容が詳細かつ克明に記録されていることから，法５条６号該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１６（行情）１２「特定外務公務員による報償費の事務処理に関する要領，手順等を記載した文書

の不開示決定に関する件」 

・ 外務省報償費について情報収集活動等の支障及び国際的信頼関係が損なわれるおそれの相当性を認めたもの 

142 答申１６（行情）４９「「平衡操作関係」ファイル中の為替介入に係る実施金額の銀行別内訳の記載部分の不

開示決定に関する件」 

・ 為替介入実施の銀行別内訳について事務支障を認めたもの 

○［再掲］答申１６（行情）１７４「対イラク攻撃に関する大使意見具申電の不開示決定に関する件」 

・ 意見具申電について意見交換が損なわれるおそれ及び外交事務に支障を及ぼすおそれを認めなかったもの 

143 答申１６（行情）１７９，１８０「特定日の社会資本整備審議会公共用地部会の速記録等の不開示決定に関す

る件」 

・ 社会資本整備審議会公共用地部会の議事録における委員の意見等に係る部分について事務支障を認めたもの 

○［再掲］答申１６（独情）２０，２１「新潟県社会保険診療報酬支払基金審査委員会名簿の不開示決定に関する

件外１件」 

・ 社保審査委員の名簿は，公にすることが予定されている情報に該当し，その公開の審査業務への支障を認め



なかったもの 

144 答申１７（行情）５３３「司法試験出願者データの不開示決定に関する件」 

・ 科目別得点について，公にすると，答案のパターン化等に拍車がかかり，試験の選抜機能が損なわれるとし

て，事務支障を認めたもの 

145 答申１７（独情）３４「浜松市滝沢町に係る標準地価格総括表等の一部開示決定に関する件」 

・ 取引及び公示（基準）時点並びに取引及び公示（基準）価格につき，独情法５条４号柱書き該当性を認めた

例 

146 答申１８（行情）４５～４７「府中刑務所に係る出勤簿の一部開示決定に関する件外２件」 

・ 行刑施設に勤務する医師の氏名について，６号柱書きに該当し，不開示妥当としたもの 

147 答申１８（行情）５０８「査証事務の手引きの一部開示決定に関する件」  

・ 不開示部分のうち，査証事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない一般的な記述を除

き，法５条６号の該当性を認めたもの 

148 答申１８（独情）１６「「「前期日程第一段階選抜成績分布図」（平成１６年度理科三類）」等の不開示決定に関

する件」 

・ 成績分布図等について，法５条４号柱書きに該当しないとしたもの 

・ 成績分布図等について，法５条４号ハに該当しないとしたもの 

149 答申１９（行情）６４「平成１７年公認会計士第２次試験の合否決定に関する文書の一部開示決定に関する件」  

・ 記述問題等の解答例について，これを公にすると答案のパターン化に一層拍車がかかり，受験者の能力等を

総合的に評価することが困難となるなどとして，法５条６号柱書き該当性を認めたが，このうち計算問題等の

解答例については，答案のパターン化に拍車がかかるとは考え難いなどとして，同号柱書き該当性を認めなか

ったもの 

○［再掲］答申１９（行情）１０７「特定新聞で報じられた処分の原因となった情報流出事件に関する調査にかか

わる文書の一部開示決定に関する件」 

・ 流出した情報の内容に関する記述については，特定ファイル共有（交換）ソフトを介した流出事案の特性を

踏まえて，法５条３号及び６号柱書き該当を妥当と認めたもの 

150 答申１９（行情）３２９「「不法残留者等の削減のための厳格な上陸審査等の実施について」の不開示決定に

関する件」 

・ 厳格な上陸審査を実施するに当たっての目標，審査項目，不法残留の現状並びに国籍別不法残留者の発生状

況を分析する手法及び当該分析の結果と法務省入国管理局が地方支分部局に示した不法残留者を削減するため

の上陸審査の具体的な方策及び留意点について，法５条６号柱書き該当性を認めたもの 

151 答申１９（行情）３３５「戦没者遺骨を千鳥ヶ淵戦没者墓苑に納骨するに先立って焼骨を行う火葬場との間で

交わした契約書等の一部開示決定に関する件」  

・ 焼骨作業等を請け負った業者名や火葬場名について，これを公にすると当該業者への妨害行為等により請負

契約が締結できなくなるなどとして，異議申立人の主張及び提出資料等を勘案し，厚生労働省の事務支障を認

めたもの 

152 答申１９（行情）４２８「医師国家試験について，いわゆる禁忌肢が含まれる問題の分かる文書等の不開示決

定に関する件」  

・ 禁忌肢が含まれている問題及び禁忌肢である旨の記載について，６号柱書きに該当し，不開示妥当としたも

の 

153 答申１９（行情）４９５「立太子礼成年式関係会議要録の一部開示決定に関する件」 

・ 非公務員である者の氏名及び当該者からの質問の要旨とそれに対する宮内庁次長及び課長の答えの部分につ

いて，６号柱書きに該当し，不開示妥当としたもの 

154 答申２０（独情）７０「保険料及び特別保険料領収書等の一部開示決定に関する件」 

・ 朝銀近畿信用組合の預金保険料額等について，預金保険法の規定により金融機関は預金保険料を支払う義務

を負っており，同機構の事務及び事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは言えない等の理由から開

示すべきとしたもの 

○［再掲］答申２０（行情）３２８「外務省所管の特定法人に関する文書の一部開示決定に関する件」 



・ 法的有効性が確定していない法人の文書であっても，有効な文書として行政機関に提出された以上，開示に

より法人の正当な利益を害するおそれがあるとは認められないとしたもの 

155 答申２１（行情）２４「「文化大革命の近況に関する内話」等の一部開示決定に関する件」 

・ 情報提供者を示すアルファベットを，法５条６号柱書きの不開示情報に該当すると認めたもの 

156 答申２１（行情）５０「特定期間に在外交館あて発出された査証関係通達一覧の一部開示決定に関する件」 

・ 査証発給手続きの変更や外務本省に対する経伺に関する具体的な情報を，法５条６号に該当すると認めたも

の 

○［再掲］答申２１（行情）６４１「特定国道改築工事に伴う特定区間における用地買収に関する文書の一部開示

決定に関する件」  

・ 公共事業に伴い，国が個人地権者から買収した起業地の土地代金等については，一般人であればおおよその

見当をつけることができる客観的な価格なので法５条１号の不開示情報に該当せず開示すべきであるが，借地

権等が設定されている土地の買収価格や代替地の価格の売買価格は推定が困難なため不開示が妥当としたもの 

○［再掲］答申２２（行情）１３３「本省指定職で自宅送迎をしている公用車の運転記録の一部開示決定に関する

件」 

・ 公用車の運転記録のうち，使用者（役職名），部局課名，入出庫時間，運行管理時間，行先，運転区間を開示

すべきとしたもの 

157 答申２２（行情）６０４，６０５，６０７，６０８「燃料施設新設土木その他工事に係る積算価格内訳明細書

の一部開示決定に関する件外３件」 

・ 公共工事の予定価格及び積算内訳等について，開示すべきとしたもの 

23-13 答申２３（行情）３２７「神奈川労働局に提出された熱中症に係る災害調査復命書の一部開示決定に関する件」  

・ 熱中症に係る災害調査復命書のうち，災害の原因や再発防止策の一部について，５条６号柱書き該当性を否

定した例 

23-14 答申２３（行情）５１４「裁決書の一部開示決定に関する件」  

・ 更正処分に係る裁決書の名宛人情報について，適時開示規則という制度に従って，既に広く公にされている

ものであることからすれば，その限りにおいて，国税不服審判所における審理の非公開原則が一定程度制約さ

れることは，制度上当然のこととして予定されているものというべきであり，開示したとしても国税関係審査

請求を行っている法人や国民（納税者）全般からの信用を失うといった事態が生じるおそれがあるとは認めら

れないとして，５条６号柱書き該当性を否定した例 

24-17 答申２４（行情）１３７「平成２１年８月開催の医道審議会あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師及び

柔道整復師分科会資料の一部開示決定に関する件」  

・ 都道府県が養成施設設置計画書を厚生労働大臣に進達するに当たり付した意見について，法令上求められて

いるものではなく，また，養成施設の設置に関しては，関係者の利害が対立することが予想されるところ，都

道府県の意見は，これを公にすると，今後，その率直な意見が得られなくなり，養成施設の認定事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから，５条６号柱書き該当性を認めた例 

○［再掲］答申２４（行情）２１４「特定拘置所視察委員会意見書の一部開示決定に関する件」  

・ 特定死刑確定者のテレビ及びＤＶＤの視聴が認められていない理由等について，これが明らかにされたとし

ても，特定拘置所が被収容者（死刑確定者）の状況に係る事実等を正確に把握することが困難となるおそれが

あるとは考え難く，特定拘置所が誤った判断に基づき視聴を認めることにより，異常事態をじゃっ起させ，又

は，その発生の危険性を高めるおそれがあるとの諮問庁の説明は首肯できないなどとして，５条４号及び６号

柱書き該当性を否定した例 

○［再掲］答申２４（行情）４７８「「特定会社に係る債権管理回収業に関する特別措置法に基づく営業の許可に

ついて」等の一部開示決定に関する件」  

・ 諮問庁が定期検査の周期を予測できる等により不開示を主張する情報について，これを公にしても定期的に

行われる検査についての実施間隔の傾向が分かるにすぎないなどとして，５条２号イ，６号柱書き及び同号イ

該当性を否定した例 

24-18 答申２４（行情）５１５「平成２１年度指導対象保険医療機関数等に係る文書の一部開示決定に関する件」 

・ 指導を予定している保険医療機関等の年間の対象件数等の表中の個別指導対象機関数欄の情報について，保



険医療の指導・監査業務の流れを踏まえると，個別指導を行い，その結果により監査等に移行した案件等につ

いて監査が終了するまでに３年度間程度かかる案件が存在し，その間に当該情報が開示されると，保険医療機

関等に対する指導・監査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとした上で，本件については，諮問庁

が主張する上記期限を超えているとして，５条６号柱書き該当性を否定した例 

○［再掲］答申２５（行情）８８「特定調査研究に係る総合評価方式による一般競争入札における「技術審査評価

（案）」等の一部開示決定に関する件」 

・ 総合評価方式による一般競争入札における入札業者に係る担当課による評価の情報について，総合評価基準

が評価項目ごとに明確にされ，かつ，事前に公表されている状況では，担当者いかんで評価結果に大きな差異

が生じるとは考え難い等として，５条６号柱書きに該当しないとした例 

・ また，入札情報に関する従来の答申との関係にも言及 

25-19 答申２５（行情）１５４「平成２０年度第２回選定委員会議事録等の一部開示決定に関する件」 

・ 保険医療機関等の個別指導の選定理由欄について，情報提供を選定理由とする個別指導は存在しないことか

ら，個別指導事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれは認められないとして，５条６号柱書きに該当しないと

した例 

○［再掲］答申２５（行情）２６４「ＣＩＳＰＲにおいて電力搬送通信設備（ＰＬＴ）に関連して我が国が提出及

び受領した文書の不開示決定に関する件」 

・ ＩＥＣ（国際電波標準会議）に係る文書について，ＩＥＣは５条３号に規定する国際機関ではないことから，

同号に該当しないとしつつ同条６号柱書きに該当するとした例 

○［再掲］答申２５（行情）３２９「平和のフロンティア部会議事録等の一部開示決定に関する件」 

・ 有識者会議議事録に記載された発言委員の姓について，出席委員の姓及び発言内容は全て開示されているこ

と等から，５条５号及び６号柱書きに該当しないとした例 

25-20 答申２５（行情）４２０「特定鉄道事故に係る口述聴取に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 鉄道事故に係る運転士口述聴取記録のうち，特定運転士の口述聴取記録が何回目のものなのかを明示するこ

とは，既に開示等されている情報から具体の口述内容の部分を開示することと同様の結果を生じさせるとして，

５条６号に該当するとした例 

○［再掲］答申２６（行情）１８「特定法人の法人税確定申告書に添付されている貸借対照表等の不開示決定に関

する件」 

・ 特定法人が法人税の確定申告書に添付した貸借対照表等について，別途，民事訴訟手続において内容虚偽の

文書を証拠として提出したという特異な経緯を有することから，これを公にしても，じ後，法人が適正な申告

書類の提出をちゅうちょすることになるとはいえないなどとして，５条６号柱書きに該当しないとした例 

26-15 答申２６（行情）９５「平成２４年度保険医療機関等の指導及び監査の実施状況報告書等の一部開示決定に関

する件」 

・ 本件不開示部分である選定機関等及び実施機関等数について，別の開示請求において開示されており，それ

による具体的な支障について諮問庁が把握していない事実に照らせば，情報提供者に様々な不利益が生じる等

保険医療機関等の指導事務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生じる，あるいは高まるとは認められない

として５条６号柱書きに該当せず開示すべきとした例 

26-16 答申２６（行情）１９５「医療指導監査業務等実施要領（監査編）の一部開示決定に関する件」 

・ 医療指導監査マニュアルに関して，様式例，記載例，一般的な標題・留意事項・設問内容等については個別

指導の対象となる保険医療機関等の選定方法，監査の事前調査に当たっての着眼点等を端的に示す具体的な記

載ではないことから，５条６号柱書き及びイに該当せず開示すべきとした例 

26-17 答申２６（行情）３８２「男女雇用機会均等関係業務取扱要領（平成２５年４月）の一部開示決定に関する件」 

・  不開示情報該当性についての説明を類型化した上で，それぞれの該当部分を別表に整理し，その余の部分は，

雇用均等行政機関が行う事務についての一般的な記載や法令等で明らかにされている部分などであるから，５

条６号に該当しないとした例 

○［再掲］答申２６（行情）４５６「特定保険薬局に対する個別指導に係る全資料の一部開示決定に関する    

件」 

・  特定保険薬局に係る個別指導による返還金額について，その情報は，特定保険薬局が本件個別指導において，



指摘された不正・不当な診療報酬の請求に係るものであり，本件請求に限定された情報で，個別指導における

指摘事項は，事例ごとに様々であることから５条６号柱書きに該当するとの諮問庁の主張を是認できないとし

た例 

26-18 答申２６（独情）５３「もんじゅの炉内中継装置の落下に係る損害賠償請求に関する民事調停において，申立

人，相手方及び裁判所が発出した文書の不開示決定に関する件」 

・ 民事調停において提出等された文書について，これを公にすると，機構が行う民事調停に関する事務の適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして，全体として５条４号柱書きに該当するとした例 

○［再掲］答申２７（独情）７６「科学技術文献情報提供事業に係る提供業務の事業者公募に関する文書の一部開

示決定に関する件」 

・ 科学技術文献情報提供事業の民間事業者への事業移管に伴う事業者公募の選定における「必須要件及び加点

評価の評価方法の審査基準」の不開示部分について，次回調達の審査基準と全く同一になるとは考えにくく，

当該不開示部分に記載されている内容は，公募する事業等について諮問庁が求める条件，より高く評価するポ

イント等を具体的に示すものであって，これを明らかにすることにより，諮問庁が今後行う事業者公募の事務

又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが生ずることは想定し難いことから，法５条３号及び４号柱書き

のいずれにも該当せず開示すべきと判断した例 

28-９ 答申２８（独情）７１「「年金相談マニュアル」の一部開示決定に関する件」 

・ 年金相談マニュアル全編の開示請求に対し，法律上保護されるべき特定被保険者等については，法律の趣旨

等から推認できる内容のものは，法５条１号及び４号柱書きに該当せず，開示すべきであるが，当該特定被保

険者等を保護するための手法の内容等は，同号柱書きに該当することから不開示妥当とし，また，日本年金機

構の業務上の必要性により取扱いを区別している特定被保険者等については，区別の手法の内容のみならず，

機構の業務の必要性により取扱いを区別していること自体の情報も，これを公にすると，当該特定被保険者等

が無用な興味の対象となり，又は差別や偏見の一因になるおそれがあるとして，同号柱書きに該当することか

ら不開示妥当とした例 

28-10 答申２８（独情）９０「「言語機能の障害に関する対応案及び高次脳機能障害の障害認定に係る意見照会（指

示・依頼）」等の不開示決定に関する件」 

・ 成案となる前の段階の文書について，障害認定基準そのものの具体的な案の部分については，これを公にす

ると，障害年金請求者等から，決定された障害認定基準と比較して，十分な検討や議論が尽くされていないの

ではないかといった誤解や，認定要件の記述内容が変化している事実のみを捉え，それをとりわけ問題視し，

障害認定基準の適切性について疑問を抱くような誤った印象を与えることがあり得ると考えられ，障害認定基

準に対する信頼性を失わせるおそれがあると認められるため，法５条４号柱書きに該当することから不開示妥

当とする一方，言語機能の障害の有無に応じて必要となる窓口案内や，診断書等に係る一般的な対応に係る案

など，公にしても外部からの働きかけや無用の混乱が生じる事態が想定し難い部分については，法５条３号及

び４号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきとした例 

29-５ 答申３０（独情）２「職業能力開発総合大学校旧相模原校の土地及び建物に係る特定法人との間の売買契約書

等の一部開示決定に関する件」 

・ 法務局（法人登記部門）に登録されている独立行政法人（諮問庁）の印影について，通常の契約書や通知文

書において使用するものではなく，不動産売買契約等の権利移転が生じる重要な案件においてのみ使用するも

のであり，これを公にすると，文書の偽造等に悪用された場合は，機構の業務の遂行に支障が生じるおそれが

あると認められることから，法５条４号柱書きに該当するとした例 

29-６ 答申２９（行情）１９１「財務省配席図の不開示決定に関する件」 

・ 財務省の配置図について，その業務の内容を踏まえ，執務室の配置や形状，配席等を公にすると事務又は事

業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして法５条６号柱書きに該当すると判断した例 

○［再掲］答申２９（行情）４０３「「河野談話作成過程等に関する検証チーム」に関連して作成・取得した文書

等の一部開示決定に関する件」 

・ 報道機関等から提起されることが当時想定された質問とそれに対する応答要領等については，法５条３号，

５号及び６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべき，また，原処分では不存在とされた文書について，請

求文言を合理的に解釈すれば本件請求対象に該当すると認められる文書が不開示とされた部分に含まれている



ことから，これにつき改めて特定の上，開示決定等をすべきとした例 

29-７ 答申２９（独情）３９「「「配偶者暴力（ＤＶ）被害者への対応手順書」にかかる取扱い（指示・依頼）」の不

開示決定に関する件」 

・ 日本年金機構が行う被害者を保護するための手法の内容等は，これを公にすると，被害者の安全の確保及び

秘密の保持に支障を及ぼすとともに，これにより加害者が被害者に係る情報を入手する事案が生じた場合は，

多数の個人情報を扱う機構の事業に対する信頼が大きく損なわれると同時に更なる情報秘匿措置の検討が必要

になる等，機構が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとの諮問庁の説明を認め，法５

条４号柱書きに該当するとした例 

30-９ 答申３０（行情）２５３「特定会社の「特定商取引に関する法律」２３条１項の規定に基づく電話勧誘販売に

関する業務の停止に係る文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 特定法人に対する業務停止命令の決定に関与した処分庁職員の氏名及び所属等につき，当該事案の特殊性に

鑑み，これを公にすることにより，当該職員が当該法人の関係者から嫌がらせや攻撃の対象とされるなどの結

果，特商法に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして，法５条６号柱書きに該当し，不開示

とすることが妥当とした例 

１-12 答申１（行情）２０７「行政文書開示請求に対する開示実施と各々の職員の分担について記録した文書の一部

開示決定に関する件」 

・ 職務分掌表に記載された公務員の官職と氏名について，法５条６号柱書きに該当するとして不開示とすべき

と判断した例 

２-１ 答申２（行情）４２９「「沖縄防衛局（２９）資材価格等調査」に関する各事業者への見積依頼文書等の不開

示決定に関する件」 

・ 沖縄防衛局が発注した資材価格等調査において，これを受注した調査会社が調査を行った相手方事業者との

間で交わした見積依頼文書と見積書について，同調査と同種の調査業務は，沖縄防衛局において入札参加者を

増やす努力を鋭意続けているものの，一向に入札参加者は増えていない状況にあるとの諮問庁の説明を踏まえ

ると，当該文書を公にすると，調査会社の調査手法及び内容並びに調査会社に対する事業者からの回答内容等

が明らかとなり，今後，本件調査と同種の契約に際して，本件の調査会社も含めた一般の事業者が，調査手法

等の情報を公にされることを恐れて，同局との契約をちゅうちょするような事態も想定され，その結果，同局

において必要な情報を得ることができず，国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れるので，法５条６号柱書きに該当し，同条２号ロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

あるとした例 

３-５ 答申３（行情）３３６「普天間飛行場代替施設建設工事に係る施工体系図の一部開示決定に関する件」 

・ 普天間飛行場代替施設建設工事に係る施工体系図に記載の下請企業名について，建設業法上は施工体系図を

掲示することとされているものの，当該建設工事場所の特殊性等個別事情を踏まえると，既に公になっている

情報，または，公にすることを前提として作成された情報であるとまではいえず，過去に国と契約を行った企

業が妨害行為等を受けた事例を踏まえれば，本件不開示部分を公にすると，国の事務及び事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれなどがあるとする諮問庁の説明は首肯できることから，法５条６号柱書きに該当するとし

た例 

３-６ 答申３（行情）４６９ないし４７５ 

「平成３０年度及び令和元年度の過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業（中学，高等学校等への講師派

遣支援事業）に係る契約書等の一部開示決定に関する件」 

「平成２７年度及び平成２８年度の過労死等防止対策推進シンポジウム事業に係る契約書等の一部開示決定に

関する件」 

「平成２９年度ないし令和元年度の過労死等防止対策推進シンポジウム及び過労死遺児交流会事業に係る契約

書等の一部開示決定に関する件」 

・ 総合評価落札方式による契約伺いに添付された技術評価点を開示すると，評価委員が入札参加事業者からの

批判を恐れて恣意的に画一的な評価を行うこととなるなどのおそれがある旨の諮問庁の説明について，当該部

分は，各評価委員による評価点の平均点又は平均点の合計であるにすぎないこと等を踏まえると，これを公に

しても，法５条６号柱書き及びロのいずれにも該当せず，開示すべきであると判断した例 



○［再掲］答申３（独情）１６「平成３０年度経費予算見積（通知）書（文書局分）の一部開示決定に関する件」 

・ 日本銀行の一部局の平成３０年度予算を経費項目別に記載した一覧表につき，要望段階の計数，国際協力の

ための経費及び重要物件の輸送事務に関する情報が記載されている一部を除き，政策運営等に支障を来すとも，

犯罪の予防等に支障を及ぼすとも，契約等事務に関し財産上の利益等を不当に害するおそれがあるとも認めら

れず，開示すべきとした例 

４-６ 答申４（行情）１６７「特定文書番号の文書に係る決裁文書の一部開示決定に関する件」 

・ 法人から国に情報提供時点における暫定的な情報として提供された情報について，公にすることにより，今

後，同様の事案が発生した際に，国等が行う建築基準法違反に係る調査並びに是正の事務のために行う情報収

集及び情報共有が迅速かつ円滑に行われず，当該事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとする諮問庁

の説明を認め，法５条６号柱書きに該当するとした例 

○［再掲］答申４（行情）５５４「特定基地における移転措置に伴う土地の買入れに係る土地売買契約書の一部開

示決定に関する件」 

・ 特定基地における移転措置に伴う土地売買契約書における土地の所在地，地目及び面積について，法５条１

号及び６号の不開示情報に該当するとした諮問庁に対し，当該部分は特定の個人を識別することが可能である

が，不動産登記簿等により何人でも知ることが可能なものであり，また，今後の国による土地等の購入業務の

円滑な遂行に支障を及ぼす相当の蓋然性までは認められないとして，開示すべきとした例 

５-10 答申５（行情）６２９「令和４年度総括業務新任者研修 研修資料」の一部開示決定に関する件」 

・ 研修資料に記載された国会業務関係の記載の一部＜※＞を不開示とした事案につき，当該不開示部分の一端

でも公にすると，国会議員との信頼関係が損なわれ，今後の国会質問等の行政事務に必要な情報の入手が困難

となるおそれがあるなどの理由から，国会質問等の行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認め

られるため，法５条６号柱書きに該当し，不開示としたことを妥当とした例 

＜※＞ 

①質疑通告や説明（レク）要求の内容等が記された文書の画像データ 

②説明（レク）要求及び資料提出要求に係る対応手順及び資料名 

５-11 答申５（独情）８７「「改選時における国会議員又は地方公共団体の議会の議員の事務処理の見直し」におい

て指示された特定の事項が記載されたメール等の一部開示決定に関する件」 

・ 国会議員に老齢厚生年金の在職支給停止届等の届出義務があり，議会事務局等から年金事務所への議員情報

の提供等は補完的に行われているにすぎず，議会事務局等の同意なく公にしたとしても，年金事務所と議会事

務局等との協力関係が失われることになるとまでは認められないことなどの理由で，独法５条４号柱書き該当

性を否定し，開示すべきとした例 

○［再掲］ 答申５（行情）２２２「特定番号に係る起案文書の一部開示決定に関する件」 

・ 別件の開示請求に対する対応方針を本省と地方支分部局との間で相談した際のメール及び参考資料等につい

て，具体的な対応方針に関する内容等は６号柱書きにより不開示とする一方，公にしても事務的な支障が認め

られない部分については，別件の開示請求に対する決定が本件の開示決定時点で既に行われていたことも踏ま

え，６号柱書きのみならず５号該当性も認めず開示すべきと判断した例 

６-11 答申６（行情）５０７「「動物愛護法ＰＴ」等の一部開示決定に関する件」 

  ・ 環境省が公にしている文書があることを考慮しても、議員連盟が本件不開示部分を公にすることとしている

とは認められないのであって、これを開示すると、環境省と議員連盟やその所属国会議員との関係が損なわれ、

環境省がこれらの問題意識等を把握するのが困難となるおそれがあるとして、法５条６号柱書き該当性を認め

た例 

６- 12 答申６（行情）７０６「「人権擁護委員等に対する人権擁護局長表彰規程（内規）の施行について」の一部

開示決定に関する件」 

  ・ 人権擁護委員等に対する人権擁護局長表彰規程（内規）の開示請求に対する一部不開示決定について、局長

表彰被表彰者の要件、基準等に関する具体的かつ詳細な情報である不開示部分の内容が公になれば、今後の局

長表彰の授与審査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法５条６号柱書きに該当す

るとした例 

 



【法５条６号イ（独法５条４号ハ）関係】 

158 答申１６（行情）１１８「特定日付けの独占禁止法違反の不当廉売に係る通知書の調査資料等の不開示決定（存

否応答拒否）に関する件」  

・ 不当廉売に係る調査資料等について存否応答拒否を妥当としたもの 

○［再掲］答申１６（行情）６３９「労働基準監督官必携平成１４年度版の一部開示決定に関する件」 

・ 司法処分及び行政処分の基準を定めた行政文書について，それぞれ法５条４号及び６号イ該当性を認めたも

の 

○［再掲］答申２０（行情）５８「「社会保険労務士試験委員の選任に関する届出について」等の一部開示決定に

関する件」  

・ 社会保険労務士試験委員氏名の開示が５条６号イ等に該当しないとしたもの 

23-15 答申２３（行情）４０７「監督指導による賃金不払残業の是正結果に係る起案文書等の一部開示決定に関する

件」  

・ 賃金不払残業是正結果一覧に記載されている企業名のうち，法５条２号において法人その他の団体から除か

れている国，独立行政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人について，５条４号並びに６号イ及びホ該

当性を否定した例 

24-19 答申２４（行情）９９ 「職業性疾病予防のための特別監督指導計画についての一部開示決定に関する件」 

・ 昭和５１年当時の措置基準に関する通達の不開示部分について，当該不開示部分が現行の通達に引き継がれ

ていること等が認められ，当該部分を公にすると検査事務という性格を持つ監督指導業務に関し，正確な事実

の把握を困難にするおそれがあるとして，５条６号イ該当性を認めた例 

○［再掲］答申２４（行情）４７８「「特定会社に係る債権管理回収業に関する特別措置法に基づく営業の許可に

ついて」等の一部開示決定に関する件」  

・ 諮問庁が定期検査の周期を予測できる等により不開示を主張する情報について，これを公にしても定期的に

行われる検査についての実施間隔の傾向が分かるにすぎないなどとして，５条２号イ，６号柱書き及び同号イ

該当性を否定した例 

24-20 答申２４（独情）３８「特定日に特定ポリテクセンターにおいて行われた筆記試験の模範解答等の一部開示決

定に関する件」  

・ 特定ポリテクセンターにおいて行われた特定筆記試験の問題について，各施設が使用する試験問題は，内容・

レベルの標準化を図るとともに，問題作成に係る事務を効率化するため，原則として，筆記問題事例集に記載

されている問題を組み合わせて各施設において作成し，問題の種類に限りがあることから，これを開示すると，

訓練受講希望者の能力の把握が困難になること等により，入所選考事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとして，独法５条４号ハ該当性を認めた例 

○［再掲］答申２６（行情）１３２「平成２３年度水質汚濁防止法等の施行状況調査票の一部開示決定に関する件」  

・ 水質汚濁防止法に基づく改善命令が発せられた事例の汚染状態の数値について，改善命令が発せられない違

反の程度を事業者が想定して，それに達しない程度の違反を誘発するなどとして，同条６号イ該当性を認めた

例 

○［再掲］答申２６（行情）１９５「医療指導監査業務等実施要領（監査編）の一部開示決定に関する件」  

・ 医療指導監査マニュアルに関して，様式例，記載例，一般的な標題・留意事項・設問内容等については個別

指導の対象となる保険医療機関等の選定方法，監査の事前調査に当たっての着眼点等を端的に示す具体的な記

載ではないことから，５条６号柱書き及びイに該当せず開示すべきとした例 

○［再掲］答申２６（行情）２０８「税理士業務の概況報告書の一部開示決定に関する件」  

・ 税理士業務の概況報告書（税務署ごとに人数を集計した一覧表）につき，対象者が推察されないこととなる

数値を一定の基準で特定できないことを理由として一律に不開示とすることは妥当でなく，本件においては，

対象文書の特性に鑑み，少なくとも二桁以上の場合であれば，当該税理士等を特定される可能性は極めて低い

などとし，開示・不開示の判断を行った例 

26-19 答申２６（行情）５８５「特定会社に対する景品表示法に基づく措置命令に係る鑑定書等の不開示決定に関す

る件」  



・ 調査報告書等について，一部でも公になると，調査の検討回数等や調査過程における着眼点が明らかになる

など，違反事実の発覚を免れようとする者にその対策を講じる余地を与えるおそれは否定できず，５条６号イ

に該当するとした例 

１-13 答申１（行情）３８９「特定地裁特定日判決（社会保険労務士の懲戒処分取消請求事件）の一部開示決定に関

する件」 

・ 判決文の別紙として添付されている厚生労働省の定めた「社会保険労務士の懲戒処分に係る量定の基準」の

不開示部分については，原処分において開示されている量定の基準と同種の情報であると認められるなどとし

て，法５条６号イに該当しないとした例 

１-14 答申１（行情）５３８「特定会社に対する行政処分に係る事実関係が分かる文書の一部開示決定に関する件」 

・  消費者庁が特定会社に対して行った行政処分に係る消費者庁内部の検討資料について，これを公にした場合，

今後の事件調査において正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若し

くはその発見を困難にするおそれがあるとして不開示とした例 

５-12 答申５（行情）７５８「特定日に特定労働基準監督署から特定事業場に出された指導票の不開示決定に関す

る件」 

・ 特定労働基準監督署から特定事業場に出された労災事故に係る指導票について，当該事業場及び特定地方公

共団体が，自らのウェブサイトで，主な指導内容や指導を踏まえた再発防止対策等を具体的に公表しているこ

とを踏まえ，指導票に記載された特定事業場に対する指導事項等を公にしても，特定事業場と特定労働基準監

督署との信頼関係が失われるとは認められず，監督指導業務に支障は生じない等として開示すべきと判断した

例 

６-13 答申６（行情）５３８「船員労務官司法処分要領の一部開示決定に関する件」 

  ・ 船員法等に基づく船員の労働保護等に関する監査に係る情報、運航労務監理官（船員労務官）が司法処分に

付すべき事案の類型等、運航労務監理官の司法警察権限の行使に関する情報について、これを公にすると監督

指導務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして、法５条６号イに該当するとした例 

 

【法５条６号ロ（独法５条４号ニ）関係】 

159 答申１３（行情）１５５「中央労働委員会労働者委員任命処分取消訴訟の際の部内検討資料の不開示決定に関

する件」  

・ 法５条６号ロの「争訟」には，将来提起される蓋然性が高い場合も含まれるものとして，不開示を認めたも

の 

160 答申１４（行情）２３１「特定の産業廃棄物処分業者が産業廃棄物処理施設の設置不許可を不服として厚生大

臣に行った審査請求にかかわる一切の公文書の一部開示決定に関する件」  

・ 行政処分が行われる過程において，当該処分の適正を保持するために作成・取得された文書は，後日当該行

政処分に対する争訟において証拠として提出されることがあり得るとしても，法５条６号ロに該当しないとし

たもの 

○［再掲］答申１５（行情）４１「特定訴訟に係る国側訴訟代理人弁護士と国との間の訴訟代理等に関する文書の

不開示決定に関する件」  

・ 選任弁護士の報酬額について，法５条６号ロ該当性を否定 

161 答申１５（行情）３２７「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の適用に関する応接録の不開示決定に関す

る件」  

・ 法務省訟務部門の法律意見照会に対する回答の法５条６号該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１８（独情）２６「大阪医療センターに係る院内清掃に関する契約書等の一部開示決定に関する件」  

・ 契約金額について，法５条２号イに該当しないとしたもの 

・ 契約金額について，法５条４号ニに該当しないとしたもの 

162 答申２０（行情）３２５「平成１５年度予定価格調書の一部開示決定に関する件」  

・ 刑務所が購入した物品の予定価格の積算方法を確認したところ，入札における予定価格について，これを開

示することにより今後の入札における予定価格を推測することは困難であり，国の財産上の利益を不当に害す



るおそれがあるとは認められないとして，法５条６号ロの不開示情報に該当せず，開示すべきと判断したもの 

163 答申２１（行情）５３「特定工事に係る工事設計書等の一部開示決定に関する件」  

・ 公共工事の当初入札における予定価格を積算するために用いた単価等について，これを開示することにより

契約変更時の予定価格が推測されたとしても，国と工事請負業者との関係を考慮すると，工事請負業者の見積

努力が著しく損なわれるとまで言うことはできず，法５条６号ロの不開示情報に該当しないと判断したもの 

164 答申２１（行情）１２３「国民年金保険料の電話による納付督励業務に係る契約書等の一部開示決定に関する 

件」  

・ 役務に係る契約における，入札書比較価格，最低入札額との差額及び基準相当価格について，将来における

同種又は類似の契約の予定価格を類推させるおそれがあるとして，法５条６号該当性を認めたもの 

○［再掲］２２（行情）１６２「国道二次改築工事に係る用地買収に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 国道二次改築工事に係る用地買収に関し，特定神社に係る補償金額等につき，開示すべきとしたもの 

165 答申２２（独情）２８「「仮設店舗配置計画案」の不開示決定に関する件」  

・ 原処分後の事情の変化を踏まえると，現時点においては法５条２号イ，３号及び４号ニに該当しないとした

もの 

24-21 答申２４（行情）２５２「Ｂ型肝炎訴訟の和解協議入りに向けて作成した国の費用負担に係る検討資料等の不

開示決定に関する件」  

・ Ｂ型肝炎訴訟の和解協議入りに向けて作成した国の費用負担に係る検討資料等について，その一部について

は，和解手続は現在も進められているところ，これを公にすると，今後の和解における国の当事者としての地

位を不当に害するおそれがあるものと認められるとして，５条６号ロ該当性を認めるとともに，一部について

は，かかるおそれは認められないとして，同号ロ該当性を否定した例 

25-21 答申２５（行情）２８６「大阪・泉南地域のアスベスト被害に係る国家賠償請求訴訟に関して法務省が保有す

る文書の一部開示決定に関する件（総会審議分）」 

・ 総会の開催により，先例答申（５条６号ロに該当し不開示が妥当）における不開示情報該当性の判断を変更

した例 

○［再掲］答申２５（行情）４０９「福島県警戒区域内の被災ペットの保護及び飼育管理業務に関して落札業者が

提出した企画書等の一部開示決定に関する件」 

・ 入札の予定価格調書等の予算額等について，毎年同じ仕様により定型的・継続的に行っている契約ではない

ことから，今後の同種業務に係る予定価格が類推されるおそれはないとして，５条６号ロに該当しないとした

例 

26-20 答申２６（独情）２５「エレベーター工事に係る予定価格内訳書等の一部開示決定に関する件」 

・ エレベーター新設工事入札案件に係る下見積書，予定価格算出内訳明細書，入札一覧表及び特記仕様書につ

いては，先例答申において５条４号による不開示を妥当としていたが，エレベーター設備工事に係る価格算定

方法等を巡る環境の変化が起きていること等を踏まえ，もはや諮問庁が説明するようなおそれが生ずるとは認

められないとして，５条４号には該当せず，開示すべきとした例 

30-10 答申３０（行情）４６０「「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」改訂に向けて注意すべき点」の一

部開示決定に関する件」 

・ 本件対象文書は，国立国会図書館ウェブサイトに掲載され，何人も閲覧が可能な状況であるほか，旧原子力

安全・保安院が過去に別件開示請求を受けて全部開示しており，本件開示請求時点でその一部を改めて不開示

とすべき事情の変化も認められないことから，原処分で不開示とされた部分は法５条６号ロに該当せず，開示

すべきとした例 

１-15 答申１（独情）１７「保証人の分別の利益を認めるに当たり作成した決裁済原議書の一部開示決定に関する件」 

・ 諮問庁が提起した訴訟の判決書につき，その一部を当事者としての地位を不当に害するとして不開示とした

ことについて，当該部分は，機構の内部情報ではなく，被告の主張及び裁判所の判断が記載されている部分で

あって，当該裁判が公開の法廷で行われていることも考え併せると，これを公にしても，機構の当事者として

の地位を不当に害するおそれがあるとは認め難く，法５条４号ニには該当しないとした例 

２-２ 答申３（行情）３「「裁判の事件記録（不妊手術をされた人が原告になったもの）」の不開示決定に関する件」

答申３（行情）４「「強制不妊手術に関する裁判記録」の不開示決定に関する件」 



答申３（行情）５「「裁判書類一式（強制不妊手術をされた人が原告になったもの）」の不開示決定に関する件」 

・ 裁判において，民事訴訟法９２条１項に基づき，原告から裁判記録の全ての部分について閲覧制限の申立て

が行われていた期間中に行われた原処分において，法５条６号ロ該当を理由に本件対象文書の全部を不開示と

したことについて，行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求は，民事訴訟法の訴訟記録

の閲覧等とは仕組みが異なるものであり，原処分は妥当とは認められないとした例 

○［再掲］答申３（独情）４６９ないし４７５ 

「平成３０年度及び令和元年度の過労死等防止対策等労働条件に関する啓発事業（中学，高等学校等への講師派

遣支援事業）に係る契約書等の一部開示決定に関する件」 

「平成２７年度及び平成２８年度の過労死等防止対策推進シンポジウム事業に係る契約書等の一部開示決定に

関する件」 

「平成２９年度ないし令和元年度の過労死等防止対策推進シンポジウム及び過労死遺児交流会事業に係る契約

書等の一部開示決定に関する件」 

・ 総合評価落札方式による契約伺いに添付された技術評価点を開示すると，評価委員が入札参加事業者からの

批判を恐れて恣意的に画一的な評価を行うこととなるなどのおそれがある旨の諮問庁の説明について，当該部

分は，各評価委員による評価点の平均点又は平均点の合計であるにすぎないこと等を踏まえると，これを公に

しても，法５条６号柱書き及びロのいずれにも該当せず，開示すべきであると判断した例 

○［再掲］答申３（独情）１６「平成３０年度経費予算見積（通知）書（文書局分）の一部開示決定に関する件」 

・ 日本銀行の一部局の平成３０年度予算を経費項目別に記載した一覧表につき，要望段階の計数，国際協力の

ための経費及び重要物件の輸送事務に関する情報が記載されている一部を除き，政策運営等に支障を来すとも，

犯罪の予防等に支障を及ぼすとも，契約等事務に関し財産上の利益等を不当に害するおそれがあるとも認めら

れず，開示すべきとした例 

５-13 答申５（行情）６０２「新任局付・部付協議会に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 法務省において新任局付・部付検事を対象に開催した協議会で配布した以下の資料＜※＞の一部を不開示と

した事案について，一般的な訟務業務に係る事項に関する記載等は開示すべきであるが，訟務部局における訴

訟処理方針に対する基本的な姿勢や考え方，訴訟処理上の留意事項等が具体的に記載されていると認められる

記載については，これを公にすると，実際の事件における国の応訴体制及び当該事件に対して国がどの程度重

要視しているかが推認され，国の当事者としての地位が不当に害されるおそれがあるため，法５条６号ロに該

当し，不開示としたことを妥当とした例 

＜※＞ 

（１）訟務局長訓示について 

（２）訟務時報第５４２号記事について 

（３）「部付・局付の役割について」と題する文書について 

（４）協議問題について 

６-14 答申６（独情）５２「北陸新幹線金沢・敦賀間事業費総額のうち特定の項目に係るデータの一部開示決定に

関する件」 

  ・ 特定会議で示された契約見込額、目標額、リスク対応額につて、機構のウェブサイトに掲載されているグラ

フからおよその金額は類推できるものの、具体的な金額については、これを公にすると予定価格が類推され公

正な競争による適正な契約が困難となるおそれ、交渉に係る事務が難航するというおそれがあり、法５条４号

ニに該当するとした例 

 

【法５条６号ハ関係】 

166 答申１４（行情）５７「東北大学医学系研究科付属動物実験施設における動物実験計画審査願等の一部開示決

定に関する件」 

・ 研究課題，実験目的のうち，研究者の優先権・プライオリティーに相当する部分は，法５条６号ハに該当 

・ 実験用動物を納入する民間業者のうち，業者名開示に支障がないとしている業者名は法５条２号イに該当し

ないとしたもの 



 

【法５条６号ニ（独法５条４号ヘ）関係】 

167 答申１４（行情）３５２「平成１０年度分の職員の職責に関する内議書等の一部開示決定に関する件」 

・ 懲戒処分に当たって担当者が検討した内容等が，法５条６号ニの人事管理に係る事務に関する情報に当たる

とした例 

168 答申１５（行情）３２６「特定会社の盗伐事件に係る関係者の懲戒処分に関する文書の不開示決定に関する件」 

・ 懲戒関係文書について法５条６号ニ該当性を判断したもの 

169 答申１６（独情）１０「特定日の薬学部教授会記録（録音テープ）の不開示決定に関する件」  

・ 教授会録音テープについて公正，円滑な人事の確保に対する支障を認め，独情法５条４号ヘの不開示情報に

該当するとしたもの 

30-11 答申３０（行情）３５０「中部地方整備局管内における特定期間の人事評価結果の所属別内訳の一部開示決定

に関する件」 

・ 人事評価の結果を取りまとめた文書の開示請求につき，各部署における評価ごとの人数について，人が人を

適切に評価することが困難を伴う作業であることは経験則上明らかであり，評価ごとの人数の配分率が明らか

になると，評価者が一般的な基準を欲するあまり，これを参照する危険性が相当程度あり，その結果，絶対評

価として行われるべき人事評価の正確性，公平性が害されるおそれがあるとして，法５条６号ニに該当すると

判断した例 

４-７ 答申４（独情）１３「給与額一覧（臨時出張所７か所）の一部開示決定に関する件」 

・ 法テラスの臨時出張所７か所の職員の人数について，これを公表することで職員の人数のみに拘泥した意見

が寄せられることがあるとしても，それが直ちにセンターの人事管理に係る事務に関する外部からの不当な干

渉であるとまではいえないとして法５条４号ヘに該当性しないとした例 

 

【法５条６号ホ（独法５条４号ト）関係】 

○［再掲］答申１５（行情）３１１「平成１３年９月１日から３０日までに東京中央労働基準監督署が収受した時

間外労働・休日労働に関する協定届の一部開示決定に関する件」  

・ 公的企業と民間企業について，法５条６号ホ及び同条２号イ該当性の判断基準を区別したもの 

○［再掲］答申２３（行情）４０７「監督指導による賃金不払残業の是正結果に係る起案文書等の一部開示決定に

関する件」  

・ 賃金不払残業是正結果の企業名のうち，法５条２号において法人その他の団体から除かれている国，独立行

政法人等，地方公共団体及び地方独立行政法人について，５条４号並びに６号イ及びホ該当性を否定した例 

25-22 答申２５（行情）１９５「独立行政法人都市再生機構資産評価委員会配布資料の一部開示決定に関する件」 

・ 都市再生機構は，独立行政法人ではあるが，民間の不動産取扱業者に比して機構のみ個々の資産の評価額等

を明らかにすることは，機構が企業経営上不利益を被るおそれがあるとして，機構の個々の資産評価額等につ

いては，５条６号ホに該当するとした例 

・ ただし，①他の開示部分から自明なもの，②他の情報と照合しても評価額等が判明しないもの等については，

これを公にしても機構に不利益を生じさせるおそれはないとして，同条６号ロ及びホに該当しないとした。 

25-23 答申２５（独情）７０「平成23年度財産台帳（総括）の一部開示決定に関する件」 

・ 都市再生機構の保有する財産台帳における国庫補助金，寄付金等の額については，民間業者と条件が異なる

ものであって，民間事業者において秘匿される経営情報と同等に取り扱われるものとは言い難いとして，５条

４号トに該当しないとした例 

○［再掲］答申１（行情）４８５ないし４８７「特定労働基準監督署の監督復命書整理簿（特定年度分）の一部開

示決定に関する件」  

・ 本件対象文書のうち，「署長判決」及び「完結の有無」の各欄は，原処分で開示されているものの，いずれも

空欄であるため，不開示部分である「労働保険番号」及び「事業場名」（建設工事に係る発注者の氏名を除く）

を公にしても，特定監督署による監督を受けたという事実が分かるのみであり，当該事業場に対する監督の結



果が明らかになるとは認められないなどとして，従前の答申を変更し，５条２号イ及び６号ホに該当せず，開

示すべきとした例 

５-14 答申５（行情）４４４及び４４６「特定労働基準監督署の監督復命書（特定期間分）の表面等の一部開示決 

定に関する件」 

・ 労働基準監督官が臨検監督指導を行った結果を取りまとめた監督復命書について，地方公共団体については

地方公務員法により職員の法令遵守義務等が定められており，地方公共団体に対する指導に係る情報の一部を

公にしても，労働基準行政機関が行う監督指導に関し，違法・不当な行為の発見を困難にするおそれ等が生じ

るとは認められず，開示すべきと判断した例 

 

○ 部分開示 

【法６条１項関係】 

170 答申１９（行情）２３２「特定年の標本事業所名簿の不開示決定に関する件」  

・ 特定年の標本事業所名簿中の特定の市町村を名指しした開示請求に対し，当該市町村に，標本事業所の母集

団となる事業所が多数のときは部分開示し，１ないし少数のときは部分開示しないこととすると，結果として，

部分開示しない場合，処分庁自らが，当該市町村に，標本事業所の母集団となる事業所が１ないし少数である

ことを認めることとなり，調査対象事業所名が特定され，あるいは推測されるおそれを生じさせるとしたもの 

171 答申２１（行情）５４７「平成２０年度（行情）答申第４８号の答申書に記載された「件名等のその余の記載

部分」に該当する文書の不開示決定に関する件」  

・ 件名等その余の記載部分について,開示決定及び補充理由説明書により明らかにされていることから，有意な

情報とはいえないとしたもの 

25-24 答申２５（行情）４５１「尖閣上陸事件に関して海上保安庁が撮影したビデオの不開示決定に関する件」 

・ 海上保安庁巡視船等から撮影したビデオについて，当該ビデオを編集して広報用のビデオが作成されている

ものの，広報用ビデオは一部を単に抽出したものでなく，音声の一部を消去したり，被覆を施す等して作成さ

れたものであり，容易に区分することは難しい状況にあること等から，部分開示を否定した例 

27-12 答申２７（行情）８６０「特定法人の法人税確定申告書に添付されている仮払金等の内訳書等の一部開示決定

に関する件」 

・ 個人名については氏名のうち「名」のみ，法人名については「（株）」を除いた部分の５０パーセントの開示

を求める本件開示請求について，部分開示を定める法６条１項は，法人名等の１つの固有名詞につき，行政機

関の長に対し，これを更に細分化して開示することまで求めるものとは解されず，開示請求者も，かかる方法

による部分開示を請求することはできないとした例 

 

【法６条２項関係】 

172 答申１６（独情）３６「医師の名義貸し等に関する調査票」等の不開示決定に関する件」  

・ 一定の事実の有無に対する回答欄の記載について法６条２項の権利利益侵害のおそれを認めなかったもの 

○［再掲］答申２５（行情）２８８「平成２１年（行情）諮問第４３１号に係る理由説明書の「「過去事例」とは，

これらの事例を指すものであり」という言い回しを誰が考えたのか等が分かる文書の一部開示決定に関する件」 

・ 異議申立人の代理人の氏名，住所等について，開示すれば，異議申立人の知人等一定の範囲の者には，異議

申立人が誰であるかを特定する手掛かりとなる可能性が高く，異議申立人の権利利益が害されるおそれがある

として，６条２項による部分開示ができないとした例 

○［再掲］答申２５（行情）４７１「医師法及び歯科医師法上の行政処分事案に関し特定日に開催された医道審議

会医道分科会の議事録等の一部開示決定に関する件」 

・ 医道審議会分科会資料のうち，類似事案の前例の各項目に記載された医師等被処分者の処分に係る情報につ

いて，項目ごとに個人識別性を検討し，６条２項の部分開示の可否を判断した例 

○［再掲］答申２７（行情）６９１「住宅事情調査に係る調査結果ファイルの一部開示決定に関する件」 



・ 国家公務員に対する住宅事情調査に係る調査結果ファイルから職員の居住地が広島市内であるものを抽出し

た文書の一部を法５条１号により不開示としたことの妥当性は，同号本文前段に該当する職員とその余の職員

のいずれについても，同号本文前段に該当する職員の個人識別部分を除き，公にすることによる当該個人の権

利利益を害するおそれの有無によって判断されることとなるため，同号本文前段に該当する職員の情報の法６

条２項による部分開示の可否と，その余の職員の情報の同号本文後段該当性について，一括して判断した例 

29-８ 答申２９（行情）４９「平成２７年度に愛知県より受理した「使用者による障害者虐待について（報告）」文

書一式の一部開示決定に関する件」 

・ 障害の種類，障害の程度区分及び心身の状況については，通常人に知られたくない機微な情報であり，関係

者にとっては被虐待者が特定される可能性があり，これらを公にすると，特定の個人の権利利益を害するおそ

れがないとは認められないとし，法６条２項による部分開示ができないとした例 

29-９ 答申２９（行情）２８２「特定地番の土地建物等賃貸借契約書の一部開示決定に関する件」 

・ 特定地番の土地建物等賃貸借契約書に係る賃貸借契約の対象となる土地の地番，地目，面積及び登記番号等

の情報のうち，駐留軍提供地が所在する地方自治体名については，これを公にしても，他の情報と照合するこ

とにより本件賃貸借契約の対象となる土地の所有者として登記されている個人を特定することはできず，個人

の権利利益を害するおそれはないと認められ，法６条２項の部分開示が可能であるとした例 

30-12 答申３０（行情）４３３「特定機関特定課に係る「タクシー（１８ｆｙ）検査」の一部開示決定に関する件」 

・ 帰宅のためにタクシー券を使用した場合の降車地について，先例答申を変更し，これを公にした場合，個人

の権利利益を害するおそれがないとはいえず，部分開示できないと判断した例 

１-16 答申１（行情）１２「「懲戒処分説明書の写し（特定年度分）」の一部開示決定に関する件」 

・ 処分権者から被処分者に対して交付した公務員の懲戒処分説明書の写しのうち，処分の理由に係る不開示部

分の一部につき，その情報の性質に照らし，被処分者や関係者個人の権利利益を害するおそれはないものと認

められるとして，法５条１号に該当せず，法６条２項により部分開示すべきとした例 

３-７ 答申３（行情）４０５「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特

定個人に関する「特定個人に係る文書（特定年月日付け）」の一部開示決定に関する件」 

・ 特定個人の情報について，法５条１号の個人に関する情報に該当するとして不開示とした原処分に対し，当

該情報が同号に該当するとした上で，当該情報の一部については個人の権利利益が害されるおそれがないため，

法６条２項に基づく部分開示ができるとした例 

５-15 答申５（行情）８０３「特定職員が特定期間に送受信した電子メールの一部開示決定に関する件」 

・ 職員の人事異動情報について，個人識別部分である氏名を除いたとしても，当該人事異動情報が２名分と少

数であることから，一定範囲の者には当該職員を特定する手掛かりとなり得るものであり，法６条２項による

部分開示ができないとした例 

 

○ 公益上の理由による裁量的開示 

【法７条関係】 

173 答申１３（行情）１２「特定個人に係る前科等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」  

・ 特定個人の前科等の有無に関する情報を開示することにつき，７条該当性を否定した例 

174 答申１３（行情）７１「平成９年の死刑執行報告書の不開示決定に関する件」  

・ 死刑執行に関する情報の取扱について７条該当性を認めなかったことを裁量権の逸脱ないし濫用としなかっ

た例 

175 答申２２（行情）５５９「特定日に提出された特定会社による特定不動産の鑑定評価書の一部開示決定に関す

る件（第三者不服申立て）」  

・ 特定会社による特定不動産の鑑定評価書につき，法７条による公益上の理由による裁量的開示をすべきであ

るとの諮問庁の主張を妥当としたもの 

30-13 答申３０（行情）３７６及び３７７「特定個人が特定少年施設で受けた医療的措置等に関する文書の不開示決

定（存否応答拒否）に関する件」 



・ 本件対象文書につき，その存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべきと認められる本件においては，法

７条（裁量的開示）は適用できないと判断した例 

 

○ 行政文書の存否応答拒否 

【法８条関係】 

○［再掲］答申１３（行情）９「明治３９年検務事件簿中の特定個人に係る記載部分の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」  

・ 犯罪歴であっても，実際の公表状況等を踏まえ，詳細に判断し法５条１号ただし書イに該当するとしたもの 

176 答申１４（行情）８４「司法試験出願者データ等の不開示決定に関する件」 

・ 情報公開法が本人開示を認めないものであることを明らかにした例 

○［再掲］答申１４（行情）４５９「特定の法人が提出した法人税に係る法人設立届出書等の不開示決定(存否応

答拒否)に関する件」 

・ 情報公開法と税務職員の守秘義務の関係について整理 

177 答申１５（行情）９８「特定バイクの盗難の有無に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ ４号に該当する不開示情報について，存否応答拒否を認めた例 

178 答申１５（行情）２３７「日本の核政策に関する基礎的研究の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ ３号及び６号による存否応答拒否の主張を認めなかったもの 

○［再掲］答申１５（行情）３１４「特定会社に対し横浜税関が実施した事後調査の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

・ 税関による事後調査の事実の有無を明らかにした場合の法５条２号イ該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１６（行情）１１８「特定日付けの独占禁止法違反の不当廉売に係る通知書の調査資料等の不開示

決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 不当廉売に係る調査資料等について存否応答拒否を妥当としたもの 

179 答申１７（行情）３９２，３９４「特定市契約室が提出した「公正取引委員会への通知書」及び「事情聴取調

書」の不開示決定（存否応答拒否）に関する件外１件」 

・ 存否情報を通知者が議会で明らかにしているとの審査請求人の主張を考慮しても，６号イの不開示情報を開

示することとなるとして，存否応答拒否を妥当としたもの 

180 答申１８（行情）１９０「特定事件の訴状及び答弁書等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定個人が国家賠償訴訟を提起した旨の存否事実について法５条ただし書イの「公にすることが予定されて

いる情報」に該当するとして，存否応答拒否を認めなかったもの 

181 答申１８（独情）２３「特定学部教授会議事録のうち特定時期の特定学部教官によるセクシャルハラスメント

事件に関して記述されているもの等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ セクシャルハラスメント事件に係る「教授会議事録」の開示請求について，当該事件の有無にかかわらず，

およそ教授会議事録そのものが作成されていない場合には，存否応答拒否ができないとしたもの 

・ 上記事件に係る「教授会案内」の開示請求について，文書の存否を明らかにすると，教官に係る法５条１号

本文後段の不開示情報を開示することになるとして，存否応答拒否を認めたもの 

182 答申１９（独情）８５「特定教授にかかわる研究疑惑に関して作成又は取得された文書の不開示決定（存否応

答拒否）に関する件」 

・ 特定教授にかかわる研究疑惑に関する調査等の存否事実について，開示決定時点においては，法５条１号の

不開示情報に該当するので本件決定は妥当であるが，現時点においては，同号の不開示情報には該当しないと

言うべきであり，改めて開示決定等をすることが相当としたもの 

183 答申２０（行情）５７３「特定日付けの「土地家屋調査士の懲戒処分について」に係る関係書類の不開示決定

（存否応答拒否）に関する件」 

・ 土地家屋調査士の懲戒処分の通知に係る関係書類につき，本件通知の起案・決裁文書及び懲戒を求めたとき

の申請文書については，その存否を明らかにすべきであるが，上記文書を除く関係書類については，存否応答



拒否を認めたもの 

184 答申２１（行情）１５８「特定個人に対する特定日付け勧告が発せられるまでに作成・取得した文書の不開示

決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定人権侵犯事件につき，例外的にであれ，勧告及び当該勧告に至るまでに調査が行われたこと等が公表さ

れ，当該公表から１年以内に開示請求された本件対象文書については，当該人権侵犯事件処理結果の公表に係

る情報は，原則として，法５条１号ただし書イの慣行として公にされている情報に該当するとして，その存否

を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は，取り消すべきとしたもの 

185 答申２１（行情）２８５「愛知労働局に法令違反の申告書が提出された特定会社に係る労働者派遣事業関係指

導監督記録の不開示決定に関する件」 

・ 特定会社に係る労働者派遣事業関係指導監督記録について，その存否を答えることは法令違反の有無を明ら

かにするものであり，当該会社に係る法５条２号イの不開示情報を開示することになるとして，存否応答拒否

を認めたもの 

186 答申２２（行情）３４９「特定事業所における偽装請負について特定会社に対し是正指導したことに関する文

書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定会社に対する是正指導は，厚生労働大臣会見等により公になっており，存否応答拒否すべき場合には当

たらないとして，改めて開示決定等すべきとしたもの 

23-16 答申２３（行情）１０６ないし１０９「特定職員に係る通勤届出の不開示決定に関する件」等  

・ 個人を特定して，当該個人に係る通勤手当及び住居手当に関する文書の開示を求めた開示請求について，存

否情報は５条１号に該当するとして存否応答拒否を認めた例 

23-17 答申２３（行情）３１８「医療機関に対する立入監査に関連した資料の不開示決定に関する件」 

・ 病気腎移植及び臓器売買に関連する医療機関に対する監査は，行政上の措置が行われるまでの間は非公表と

されるべきものであるとして，当該監査に関連した文書の開示請求に対する存否応答拒否を認めた例 

23-18 答申２４（行情）１９「特定保険医療機関が不正請求を行ったとの公益通報の後に実施された調査に係る文書

等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定医療機関に対する厚生局による調査・指導の有無について，当該存否情報は５条２号イに該当しないと

して，存否応答拒否を否定した例 

23-19 答申２３（独情）５８「特定日付け特定新聞掲載の投稿について特定学部長が行った懲戒申請に関する文書等

の一部開示決定に関する件」 

・ 特定日付け特定新聞の特定投稿欄に掲載された記事に係る開示請求について，当該欄には特定個人以外から

の投稿記事は掲載されておらず，結果的に特定の者を名指ししていることになる等として，存否情報の５条１

号に該当性を認めた例 

24-22 答申２４（行情）３５２「宮城労働局需給調整室に特定会社Ａと特定会社Ｂが契約したとされる書類を含め特

定個人が提出した書類一式の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 個人の姓を特定して，当該姓を有する個人が宮城労働局需給調整室に特定会社Ａと特定会社Ｂが契約したと

される書類を含め提出した書類一式の開示を求めた開示請求について，存否情報は５条１号に該当するとして，

存否応答拒否を認めた例 

24-23 答申２４（行情）３７６「特定個人の所得税の確定申告書等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定個人の所得税確定申告書及び事業廃止届出書の開示を求めた開示請求について，所得税確定申告書に係

る存否情報は法５条１号に，事業廃止届出書に係る存否情報は法５条２号イにそれぞれ該当するとして，存否

応答拒否を認めた例 

24-24 答申２４（行情）５０９「特定宗教法人等の財産目録等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」  

・ 特定宗教法人の財産目録，収支計算書，貸借対照表及び当該書類より作成された各団体の収入や保有資産額

の状況が分かる資料の開示を求めた開示請求について，当該書類の提出に係る存否情報は，それが明らかにな

ることによって，事務所備付け書類提出制度の運用にも，不活動宗教法人対策にも，支障を及ぼすおそれがあ

るとは言えないから，５条６号柱書きに該当するとは認められないとして，存否応答拒否を否定した例 

24-25 答申２５（行情）１３「特定管理組合と特定会社との間で締結された業務委託契約書の不開示決定に関する件」 

・ 特定会社と特定管理組合とが締結した特定住宅に係る業務委託契約書の開示を求めた開示請求について，当



該契約書に係る存否情報は，これを明らかにすると，近畿地方整備局において，マンション管理業の適正な運

営を確保する必要があるとして，マンション管理適正化法に基づき，特定会社に対し契約書の提出を要求した

事実の有無を明らかにするものであって，同社が同法に違反する行為を行ったのではないかとの憶測を呼ぶな

ど，特定会社の事業活動に支障を及ぼし，特定会社の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あり，５条２号イに該当するとして，存否応答拒否を認めた例 

25-25 答申２５（行情）１０１「最高裁に係属していた特定刑事裁判に関して作成された文書の不開示決定（存否応

答拒否）関する件」 

・ 特定刑事事件に係る事件報告について，関連法の改正契機となった著名な事件であること等から，報告規程

に基づく報告がなかったとは考えにくいとして，存否応答拒否を否定した例 

25-26 答申２５（行情）３００「横浜地方裁判所特定事件番号損害賠償請求事件について関係機関から受けた文書の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定事件番号の損害賠償請求訴訟に係る資料等について，開示請求が判決日の約２週間後であって，新聞報

道等により当該訴訟があったことは公知の事実であるとして，存否応答拒否を否定した例 

26-21 答申２６（行情）５０５「憲法第１６条に基づく請願を処理した際の行政文書の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

・ 開示請求書に添付した請願書を処理した際の一切の行政文書に係る開示請求について，開示請求書に添付し

た当該請願書の差出人は黒塗りされているが，特定の刑事事件の事件番号等の記載があるため，当該請願に係

る関係者には差出人の特定がある程度可能で，また，請願書の内容は特定の刑事事件に関する請願であること

から，本件存否情報は，５条１号本文後段の，特定の個人を識別することはできないが，なお個人の権利利益

を害するおそれがある情報に該当し，存否応答拒否を認めた例 

28-11 答申２９（行情）１８「特定日の特定個人の事件に関係する文書等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 平成２０年の特定個人の事件に関する文書を求める開示請求に対して存否応答拒否をした原処分が争われた

事件につき，本件対象文書の存否を明らかにすれば，特定の個人が平成２０年に発生した事件に関与したとい

う事実の有無（本件存否情報）が明らかとなり，仮に，平成２０年に特定個人が関与した事件があり同事件に

ついて公表されていたとしても，既に相当程度の期間が経過していることを踏まえると，本件存否情報はもは

や現に法５条１号イの「公にされている情報」とも「公にすることが予定されている情報」とも認められない

として存否応答拒否は妥当であると判断した例 

28-12 答申２８（行情）１５０ないし１５２「特定日の特定個人の農林水産省の建物への出入データの不開示決定（存

否応答拒否）に関する件」 

・ 特定個人が特定日に特定省庁の建物に出入りした事実の有無に係る情報は，特定個人が特定省庁で勤務する

者であったとしても，法５条１号ただし書ハに該当せず，当該出入りに係るデータの存否を答えることは，同

号の不開示情報を開示することとなるため，法８条により存否応答拒否とした原処分を妥当とした例 

28-13 答申２８（行情）７６５「「関係省庁間で協力し，情報の収集・分析に万全を期すこと」（平成２８年２月３日

総理指示）の主管部局が総理指示に従って行政文書ファイル等につづった文書の不開示決定（存否応答拒否）に

関する件」 

・ 本件対象文書の存否を答えるだけで法５条３号及び６号の不開示情報を開示することになるとして存否応答

拒否とした原処分について，本件総理指示がなされたことは既に明らかになっており，また，本件開示請求は

当該総理指示が発出されてから一定期間が経過してからなされたものであることを踏まえると，本件対象文書

の存否を公にしても，内閣の重要政策に関する情報の収集・調査に関する事務をつかさどる処分庁（内閣情報

調査室）が，総理指示に従って一定期間内に情報の収集・分析に従事して何らかの文書を作成・取得した事実

の有無が明らかになるだけであって，法５条３号及び６号の不開示情報を開示することにはならないとして原

処分は取り消されるべきであると判断した例 

28-14 答申２８（行情）７７７「特定地番の除染作業の日報等の一部開示決定に関する件」 

・ 特定個人が所有する特定の土地等についての除染等の措置が実施された事実の有無という情報については，

①特定の土地等についての除染等の措置の実施に関する個別の情報は公表されていない上，除染特別地域内の

土地等であっても当然に除染等の措置が講じられるとはいえないことから，法５条１号ただし書イに該当せず，

また，②除染特別地域内の地権者等であっても正当な理由に基づき除染等の措置の実施に応じないこともあり



得るところ，特定の土地等に係る除染等の措置の実施状況に関する情報を公にすると，他者から非難が加えら

れるなどの深刻な不利益を与えかねない一方，放射線による人体への影響という観点からは土地等に沈着した

放射性物質から放出される放射線量に係る情報の方が重要であり，特定地域の住民等が当該地域内の放射線量

に係る情報を得る手段も複数存在することから，同号ただし書ロにも該当しないなどとして，本来，存否応答

拒否すべきであったと判断した例 

28-15 答申２８（行情）８３３「特定の道路改良工事に伴う特定地番の土地売買登記に関する書類の一部開示決定に

関する件」 

・ 「特定の道路改良工事に伴う特定地番の土地売買に関する不在者財産管理人選任申立書（写），不在者財産管

理人選任に関する許可審判書（写）及び権限外行為許可に関する審判書（写）」の開示請求に対し，対象文書を

特定し一部開示した決定について，開示請求書では特定個人の氏名は明示されていないが，不動産登記簿によ

って審査請求人が示す特定地番から土地所有者である個人が容易に判明するとした上で，このような開示請求

に対し該当する文書の存否を答えることは，公表慣行のない「特定地番の土地売買に関し，不在者財産管理人

の選任を行い，特定河川国道事務所に不動産の売却を行うため権限外行為許可の審判を得たという事実の有無」

（法５条１号の不開示情報に該当）を明らかにすることになるので，本来は存否応答拒否をすべきであったと

判断した例 

29-10 答申３０（行情）３４「特定契約の解除の理由等が分かる文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 同一の契約件名による入札公告が２回なされたことにつき，１回目の契約の解除の理由及び契約書上の適用

条項が分かる文書の開示請求に対し，存否応答拒否とした原処分につき，２回の入札公告の役務は同じ内容で

あること，特定業務に係る契約期間は１年間とされている一方で，２回目の入札公告は，特定業務に係る契約

期間の開始日から約３か月後に行われたが，両方の入札公告に係る契約の終了日は同一日であることなどが認

められることから，特定事業者と中国経済産業局との間で締結された契約が，何らかの理由により，当該契約

の期間中に終了したとの事実は，何人によっても容易に推認することができ，既に公知となっていることから

すれば，本件存否情報は法５条２号イに該当するとは認められないので，本件対象文書の存否を明らかにして，

改めて開示決定等をすべきとした例 

29-11 答申３０（行情）３５及び３７「特定商取引に関する法律に基づく特定会社からの申出に関する文書の不開示

決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特商法に基づく申出がなされたという事実の有無を明らかにすると，特商法違反の行為を行っている疑いの

ある事業者等に調査活動への対策を講じる機会を与え，正確な事実の発見を困難ならしめる，又は，申出を行

った者が探索されることをおそれて申出をちゅうちょする結果，情報収集が妨げられるなど，行政機関の業務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められることから，本件存否情報は法５条６号イに該当するとした例 

29-12 答申２９（行情）１７４「特定地方裁判所に正式に提出された国有林査定全図等の一部開示決定に関する件」 

・ 開示請求書に判決書（氏名等はマスキング）が添付されており，開示請求に係る文書の存否を答えると，特

定の者が訴訟を提起された事実の有無が明らかになるところ，判決書の内容から，関係者等一定範囲の者には

被告が特定個人であることが特定できる可能性があり，その権利利益を害するおそれがあるとして，存否情報

が法５条１号本文後段に該当し，本来，存否応答拒否すべきであったと判断した例 

29-13 答申２９（行情）２３６「特定労働基準監督署が特定事業場の労働者過半数代表者選出に関する指導等に当た

って交付等を行った指導票等の控え等の不開示決定に関する件」 

・ 特定事業場に対して労働基準監督機関から労働基準関係法令に関する行政指導が行われたという事実の有無

（本件存否情報）について，行政指導には，労働基準関係法令違反が認められた場合にされる是正勧告（是正

勧告書の交付）のみならず，そのような法令違反が認められない場合にされる改善指導（指導票の交付）も含

まれるため，本件存否情報は，必ずしも法令違反の有無を示すものではないとし，本件存否情報は，法５条２

号イ，４号及び６号イのいずれにも該当せず，存否応答拒否すべきであったとは認められないとした例 

29-14 答申２９（行情）２３７「厚生労働省からパワーハラスメントに関して助言等がなされたか否かが分かる文書

（特定事業場）の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 本件対象文書は，特定事業場が都道府県労働局又は厚生労働省からパワーハラスメントに関する助言やあっ

せん等の指導がなされたか否かが分かる文書であり，助言やあっせん等の指導をしたか否かが分かる文書の存

否を明らかにしたとしても，都道府県労働局又は厚生労働省が特定事業場に対してパワーハラスメントがあっ



たことを前提とする助言やあっせん等の指導をしたという事実の有無までを示すことにはならないことから，

当該文書の存否を答えるだけで法５条２号イ及び６号柱書きの不開示情報を開示することとなるとは認められ

ず，存否応答拒否した原処分を取り消すべきであるとした例 

29-15 答申２９（行情）４３７「諫早湾干拓事業の開門をめぐる和解協議の交渉過程において特定期間に特定漁協等

の関係者に提示等した文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

答申２９（行情）４３８「諫早湾干拓事業の開門をめぐる和解協議に関連して作成した全２０項目の問答集の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 同一の和解協議に関する文書の存否応答拒否につき，開示を求められた文書の存否を答えた場合に明らかに

なる事実を詳細に検討し，存否応答拒否の妥当性について異なる判断をした例 

29-16 答申２９（行情）４９４「特定事件について特定物件が独占禁止法違反行為の対象物件であることを示す文書

等の不開示決定に関する件」 

・  審査請求人発注物件が納入予定メーカーの決定等に係る合意に基づいて納入された事実の有無に係る情報は，

法５条６号イに該当するとして，存否応答拒否とした原処分を妥当とした例 

29-17 答申２９（独情）２９「特定法人の厚生年金保険料の納付状況を示す書類等の不開示決定（存否応答拒否）に

関する件」 

・ 文書が存在しないことを明らかにすると特定法人の利益を害することになることから，存否情報が法５条２

号イに該当するとした例 

29-18 答申２９（独情）７４「特定事案に係る「職員に対する懲戒処分について」の一部開示決定に関する件」 

・ 特定年月日に特定事件で職員が逮捕された件についての文書に係る開示請求につき，一部不開示とした原処

分は，本来存否応答拒否とすべきであったとして，原処分は結論において妥当と判断した例 

30-14 答申３０（行情）５９「特定記事に記載の自殺（未遂）事件の概要が分かる文書の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

・ 開示請求の内容は，公表している事案に関して，その概要が分かる文書の開示を求めるものであると解する

余地が十分にあったといえることから，処分庁は，まずもって，原処分前に，審査請求人に対し，当該事案に

ついて情報提供し，開示を求める文書の名称等について意思確認又は補正を求めるといった措置を講じた上で，

開示決定等をすべきであったものであり，そのような情報提供等を行わないまま，直ちに存否応答拒否とした

ことは相当とは認められないと判断した例 

30-15 答申３０（行情）１０２「福岡国税局査察部が作成した特定法人に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

答申３０（行情）２５９「特定法人が提出した特定事件に関する不祥事件等届出書等の不開示決定（存否応答

拒否）に関する件」 

・ 新聞報道の内容と，開示を求められた文書の存否を答えた場合に明らかになる事実を詳細に検討し，存否情

報が法５条２号イに該当しないとした例 

30-16 答申３０（行情）１２１「特定市が提出した特定物件に係る違反建築物等処理簿の一部開示決定に関する件」 

・ 審査請求人所有の建築物（飲食店）について特定市から特定地方整備局に提出された報告書等の開示請求に

つき，当該報告は違法行為等に関する情報を特定行政庁が国土交通大臣に提供する場合に行われるものであり，

当該報告書等の存否を明らかにすることは，審査請求人所有の建物が違反建築物であるという事実の有無を明

らかにするものであり，法５条１号又は２号イに該当し，本来は存否応答拒否すべきものであったと判断した

例 

30-17 答申３０（行情）３５３「特定太陽光発電プラントの認可場所に違法廃棄物があることが分かって提出された

改善計画書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 関係法令に基づく改善命令は，違法な状態があり，指導及び助言があってもなお，事業者が当該指導及び助

言に従わない場合に発令されるものであることから，事業者が改善命令を受けたことを前提に提出される文書

の有無を明らかにしないことが，法５条２号イに規定する法人の正当な利益に該当するとは認められず，原処

分は取り消すべきであると判断した例 

１-17 答申１（独情）５１「製薬企業や臨床検査企業，医療機器メーカーから特定教授への資金提供に関する文書の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 



・ 事件名の文書の開示請求に対し，当該情報は大学教員の兼業情報に当たり法５条１号に該当し，その存否を

答えると当該教員が兼業申請を行ったという事実の有無が明らかになるとして開示請求を拒否したことにつき，

当該情報は，日本製薬工業協会のガイドラインにおいて，資金提供を行った製薬企業等が公開することとされ

ており，同号ただし書イに該当すると認められることから，存否を明らかにして改めて開示決定等をすべきと

した例 

２-３ 答申２（行情）７８「「日米共同で作成した作戦計画（特定記号）」の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 開示請求書に記載のある「日米共同で作成した作戦計画」の存在自体は明らかになっているものの，その具

体的な名称，内容等については公表していないため，具体的な名称等を特定した形での開示請求に対し，文書

の存否を明らかにすることは米国との信頼関係を損なうおそれがある旨の諮問庁の説明は否定し難いとして，

本件対象文書の存否応答拒否が妥当とされた例 

２-４ 答申２（行情）３３８「環境省が特定学会に特定症状をめぐる見解を出すことを依頼した文書等（特定症状に

係る知見に関する意見照会及び回答を除く）の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 対象文書を特定して全部不開示とした前回処分が理由の提示に不備があるとして取り消された後，同一の文

書につき存否応答拒否で不開示とした処分について，合理的な理由が認められないなどとして，取り消すべき

とした例 

３-８ 答申３（行情）１４６「特定検察官が辞職した結果，業務の継続的遂行に生じる障害について分析した文書等

の不開示決定に関する件」 

・ 刑事訴訟法５３条の２第１項の「訴訟に関する書類」は，その保有の有無にかかわらず法の適用除外とされ

るべきものであるとして，原処分において法８条の規定により不開示とした部分のうち「訴訟に関する書類」

について，結論において妥当であるとした例 

３-９ 答申３（行情）３４０「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者として捜査・調査されている特

定個人に関する文書（特定文書を除く）の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 複数の文書を特定し，具体的な文書の名称等を明らかにしないまま一部開示とした上で，そのほかの文書に

ついては法５条６号柱書きに該当するとして存否応答拒否とした原処分に対し，特定された文書を同号柱書き

により一部を不開示としたことに鑑みれば，仮に文書の存否が明らかとなっても諮問庁がいう業務の適正な遂

行に支障が生じるおそれがあるとは認められず，改めて開示決定等をすべきであるとした例 

４-８ 答申４（行情）２４４「内閣総理大臣の健康状態等が分かる文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 「特定個人内閣総理大臣の健康状態およびその推移についてすべてが分かる一切の文書」の存否を答えるだ

けで，特定個人の健康状態に関して，医師による診察が行われた等の事実の有無を明らかにすることと同様の

結果を生じさせると認められるとした上で，当該内閣総理大臣の外遊に関連して受検した新型コロナウイルス

感染症に関する検査の結果の情報については，内閣官房長官の記者会見において説明をされていたことから，

法５条１号ただし書イに該当するとして，存否応答拒否を認めなかった事例 

４-９ 答申４（行情）４５２「死刑執行命令の取消し等に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 死刑執行の取消命令や停止命令の発出に関する文書につき，対象期間を特定しない請求であったとしても，

定期的に同様の情報公開請求が繰り返されることにより，不存在以外の回答があった時点で，特定の時期に死

刑執行命令の取消し等があったことを推知させることとなるとの諮問庁の説明を認め，最終的に，存否応答拒

否した決定は妥当とした例 

○［再掲］答申４（行情）５１９「ゲーム依存症等に関する特定国会議員とのやり取りが分かる文書の不開示決定

（存否応答拒否）に関する件」 

・ 「特定国会議員に対して，厚生労働省が行ったレクチャー，資料提供等のやり取りがわかる一切の文書」に

係る開示請求について，当該国会議員が自らの特定ウェブサイトチャンネルにレクの模様を詳細に話した動画

を投稿していることを踏まえ，当該動画に公表慣行がある等として存否応答拒否を認めなかった例 

５-16 答申５（行情）７０８「特定文書番号の裁決書に対象審査請求を特定する情報に誤った記載があることを報

告した文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定年月日付けの裁決書の誤った情報が記載されていることを報告した書面について，存否応答拒否をした

原処分は，そこで明らかとなる裁決書の作成年月日と文書番号自体，あるいはそれと他の情報を照合すること

により，当該裁決を受けた審査請求人である特定個人を識別可能になるとは認めがたいとして，改めて開示決



定等をすべきとした例 

５-17 答申５（行情）８８９及び８９０「特定被疑事件に関し特定地方検察庁等に任意提出した文書の不開示決定（存

否応答拒否）に関する件」 

・ 捜査機関に任意提出した文書の開示請求について，法５条４号を理由に存否応答拒否をした原処分について，

取り消すべきとした例 

５-18 答申６（行情）１２「特定期間に係る特定職員の出張に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する

件」 

・ 情報収集調査に関する事務の内容及び性質並びに対象期間の長さ等に鑑み，内閣情報官が特定時期に出張し

た事実が明らかになる本件対象文書の存否は，法５条６号柱書きの不開示情報に該当するとして，存否応答拒

否をした原処分を妥当とした例 

６-15 答申６（行情）１３８ないし１４１「「平成２１年度 審理１課（陳情・照会）」の不開示決定に関する件」 

  ・ 本件請求文書の存否を答えることによって、首席監察官に対して特定日に「平成２１年度 審理１課（陳情・

照会）」等と題する各文書により公益通報がされた事実、あるいは首席監察官に対して公益通報がされたのに伴

って当該各文書が取得された事実の有無が明らかになるが、具体的な公益通報の内容や本件請求文書の内容を

特定することはできず、法５条１号並びに６号柱書き、イ及びニのいずれにも該当しないとして、存否応答拒

否の妥当性を否定した例 

６-16 答申６（行情）３０３及び３０４「特定被疑事件の捜査において特定地検に提出した文書の不開示決定（存 

否応答拒否）に関する件」 

  ・ 本件対象文書の存否を開示し、「何らかの」文書を任意提出した事実が明らかになる場合であっても、当該文

書の通数や分量こそ明らかになるものの、その名称、作成者や内容は必ずしも明らかにならないと考えられ、

それによって捜査機関の手の内情報が明らかになるとはいえないこと、本件の主要な複数の被疑事件について

は既に不起訴処分とされていることなどを理由に、法５条４号に該当するとは認められないとして、存否応答

拒否の妥当性を否定した例 

６-17 答申６（行情）４２５「特定期間において特定職員が特定事項について議員に説明を行った訪問リスト等の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

  ・ 審議会の取りまとめ結果を基に、処分庁が国会議員に対して法改正の必要性に係る説明を行ったことに関す

る訪問リスト及び説明資料等の開示請求について、取りまとめを踏まえた法改正の方向性は既に公表されてお

り、当該訪問リスト等の存否を明らかにするだけでは関係者は明らかにならず、不当な圧力は生じないとして、

法５条５号及び６号柱書き該当性を認めず、存否応答拒否を取り消すべきとした例 

６-18 答申６（行情）１０１８「特定日特定時間帯に路上喫煙をしていた職員とされる個人が当該時間帯において

職務専念義務がなかったことが分かる文書の不開示決定に関する件」 

  ・ 開示請求書添付の写真から識別可能な特定の個人に関し、①特定庁舎に勤務する職員である事実及び②特定

日特定時間帯に路上喫煙をしていた事実が存在することを前提として、職務専念義務がかったことが分かる文

書の開示を求める請求について、開示請求に行政文書の不特定という形式上の不備があるとは認められないが、

開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで、特定の個人に関する上記①及び②の各事実の有無という法５

条１号の不開示情報を開示することとなるため、存否応答拒否すべきであったとした例 

 

○ 第三者不服申立て(逆ＦＯＩＡ) 

187 答申１６（行情）１０２，１０３，１０４「日本郵政公社に対する会計監査人監査に関する企画書の一部開示

決定に関する件外２件」 

・ 逆ＦＯＩＡにおいては，諮問庁が原処分を維持して開示を妥当とする部分だけでなく，諮問庁が原処分を変

更して不開示としようとする部分についても，諮問の範囲に含まれるので，審査する必要があるとして，審査

したもの 

○［再掲］答申１６（行情）１１２「特定会社の採掘権に係る施業案認可申請書及び認可書の一部開示決定に関す

る件」 

・ 逆ＦＯＩＡにおいて，諮問庁が原処分を変更して不開示とすべきであるとしている部分について，参加人で



ある開示請求者が不開示を支持している場合には，審査の対象にならないとした上で，施業案認可申請書記載

の鉱床の規模等について法５条２号イ該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１９（行情）１９２「保安規程変更届出書の一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 逆ＦＯＩＡにおいて，資源エネルギー庁が開示するとした部分について，審査請求人独自のノウハウとして

不開示を認めたもの 

○［再掲］答申２２（行情）５５９「特定日に提出された特定会社による特定不動産の鑑定評価書の一部開示決定

に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 特定会社による特定不動産の鑑定評価書につき，法７条による公益上の理由による裁量的開示をすべきであ

るとの諮問庁の主張を妥当としたもの 

○［再掲］答申２３（行情）１１２ないし１２２「有線ラジオ放送業務の正常化につき特定会社が提出した文書の

一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）」  

・ 審査請求人（第三者不服申立人）が有線ラジオ放送法３条等に違反して営業している地域が明らかになり，

そのような事実が参加人（開示請求者）により顧客の勧誘等の営業活動上利用されるおそれがあるとしても，

そのことは真実の指摘であるから，開示請求によって得られた情報を用いる参加人の営業活動が審査請求人に

不利益を生じさせるおそれがあるとしても，審査請求人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言

えず，審査請求人としてはこれを受忍すべきとして，５条２号イ該当性を否定した例 

28-16 答申２８（独情）２２「受託研究契約書の一部開示決定に関する件（第三者不服申立て）」 

・ 異議申立人（特定報道機関）からの受託研究の契約書の一部を開示した原処分につき，当該契約書の存否を

答えるだけで，特定報道機関の取材内容等に係るノウハウが明らかになり，法５条２号イの不開示情報を開示

することになるため，本来，存否応答拒否をすべきであったとした上で，開示の実施が停止されていることを

踏まえ，原処分を取り消し，その全部を不開示とすべきとした例 

２-５ 答申２（行情）５０６「特定会社から提出のあった特定事案に係る報告書の一部開示決定に関する件（第三者

不服申立て）」 

・ 国土交通省が航空法に基づき審査請求人である特定会社に報告を求め提出された報告書について，開示され

た部分のうち，処分庁による報道発表と同等の内容が記載された部分を除く部分は，報道発表の記載内容にと

どまらない詳細かつ広範囲な特定会社の内部情報であると認められ，特定会社のノウハウや内部管理情報とみ

られる情報等が混然一体となって記載されていることから，法５条２号イに該当し，不開示とすべきとした例 

４-10 答申４（行情）２４６「特定医療機器に係る医療機器製造販売承認事項一部変更承認申請書等の一部開示決定

に関する件（第三者不服申立て）」 

・ １回目・２回目の開示請求で，第三者（審査請求人）の意見を踏まえ不開示としたが，３回目の開示請求の

際に，処分庁と審査請求人の間で意思疎通の齟齬があり，審査請求人が開示に同意してしまった情報について，

４回目の開示請求に係る審査請求において，開示することにより審査請求人に実質的な不利益が生ずるおそれ

があること等を理由に，審査請求人の主張を認めて不開示とすべきと判断した例 

 

○ 理由の提示等 

188 答申１４（行情）７５～８０，８５～９０ 

（８５号）「国家公務員法第１０３条関係審査状況等（林野庁分）の一部開示決定に関する件」 

・ ８５～８８につき，理由付記の違法を認定した例 

189 答申２１（独情）３７「医学部附属病院が保有する「平成１８年度奨学寄附金受入一覧」等の一部開示決定に

関する件」 

・ 処分庁が不開示理由において，根拠条文のみを示し，当該条文を適用する具体的根拠を示さなかった点につ

き，行政手続法８条の趣旨に照らし不備があるとしたもの 

190 答申２２（行情）５３８「「平成１７年度航空安全会議資料」の一部開示決定に関する件」 

・ 対象文書の原本，開示実施文書及びインカメラ文書との間に看過できない相違点があり，原処分における成

立過程に重大な瑕疵があるなどとして，原処分を取り消すべきとしたもの 

191 答申２２（独情）３１「特定学校が特定月以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件」 



・ 法人文書の開示請求に対し，文書名やページ数について何ら明らかにしないまま全部不開示とした決定につ

き，理由付記に不備があるとして取り消すべきとしたもの 

192 答申２２（独情）３２「雇用・能力開発機構が裁判所に提出した準備書面における「職業訓練の受講に関する

契約」が何を示すのかが分かる文書等の不開示決定に関する件」 

・ 文書名やページ数を明らかにしないで全部不開示とした原処分につき，理由付記の要件を欠くとして，取り

消した上，特定の法人文書を対象として改めて開示決定等すべきとしたもの 

26-22 答申２６（行情）２６２「日本政府が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）とやり取りした際のＩＡＥＡ女川ミッショ

ンに係る公電等の一部開示決定に関する件」 

・ 原処分から不開示部分と不開示理由の対応関係を正確に把握できず，処分庁が本件対象文書のどの部分をど

のような根拠をもって不開示としたかが開示請求者に明らかとならず，理由の提示の要件を欠くと言わざるを

得ず，法９条１項及び２項の趣旨並びに行政手続法８条に照らし違法であり，取り消すべきであるとした例 

27-13 答申２７（行情）２４７「環境対応車普及促進事業補助金に係る質問・照会の内容・件数が分かる文書等の一

部開示決定に関する件」 

・ 行政文書開示決定通知書では，請求文書と特定された文書の対応関係及び特定された文書の不開示部分が明

確に記載されていないことから，原処分には，当該通知書の記載から処分の内容が把握できないという重大な

瑕疵があり，違法であるので，取り消すべきであるとした例 

27-14 答申２７（行情）２５１「労働安全衛生法に基づく特定共同住宅の建設工事計画届の一部開示決定に関する件」 

・ 不開示部分について，処分庁がどのような行政文書のどの部分をどのような根拠をもって不開示としたかが

開示請求者に明らかにされているとはいい難く，また，不服申立て後の段階で原処分における理由を諮問庁が

変更しても原処分における理由の提示の不備が遡って治癒されるものではないことから，理由の提示の要件を

欠くとして，法９条１項及び２項の趣旨並びに行政手続法８条に照らして違法であるので，原処分を取り消す

べきと判断した例 

27-15 答申２７（行情）５８１「原子力損害賠償紛争和解仲介室長が在職中に送受信した電子メール等の不開示決定

（行政文書非該当）に関する件」 

・ 退職した特定職員が使用していたＰＣ内に保存されている電子メールを前提に行政文書非該当を理由に不開

示とした原処分について，特定職員が「文部科学省の職員ではなくなった」ことのみをもって「組織的」に用

いるものとして保有されているものではないとはいえず，十分な説明がされているとは認められないことなど

から，理由の提示の要件を欠くと判断した例 

27-16 答申２７（行情）７９９，８００「東京地方裁判所特定事件に係る確定証明申請書の一部開示決定に関する件」

外１件 

・ 法１１条を適用した原処分は，開示決定通知においてその旨の教示がなく，残りの行政文書に係る記載もな

いため，違法である等の審査請求人の主張について，原処分前に審査請求人に通知した特例延長通知において，

その旨が明記されていることなどから，理由の提示等に違法があると認めることはできないと判断した例 

27-17 答申２７（行情）９２４「政府事故調（福島第一原発事故）の中間報告及び最終報告書を作成する上で集めた

文書の一覧表の不開示決定に関する件」 

・ 原処分及び２度にわたる変更決定において，開示又は不開示とした部分及び不開示部分に対応する不開示理

由は記載されておらず，理由の提示の要件を欠くといわざるを得ないことから，法９条１項及び２項の趣旨並

びに行政手続法８条に照らして違法であるので取り消すべきであると判断した例 

27-18 答申２７（独情）３７「日本・ブラジル・モザンビーク合同ミッション全参加者一覧等の一部開示決定に関す

る件」 

・ 開示決定通知書では，複数の不開示理由により不開示としているものの，不開示理由に該当する根拠が示さ

れていない上，各不開示部分を具体的に特定する記載はなく，文書の種類，性質等とあいまって異議申立人が

不開示部分を特定することも困難であり，不開示部分と不開示理由との対応関係を正確に把握できない状況で

あるので，処分庁が本件対象文書のどの部分をどのような根拠をもって不開示としたかが開示請求者に明らか

とならず，理由の提示の要件を欠くといわざるを得ず，法９条１項及び２項の趣旨並びに行政手続法８条に照

らし違法であり，取り消すべきであるとした例 

30-18 答申３０（行情）３４６「「平成２５年度 準備及び結果に関する文書６」につづられている文書等の不開示



決定に関する件」 

・ 原処分の「不開示決定した行政文書の名称」の項の記載は，「先の決定により開示決定された文書以外の文書」

という極めて漠然としたものであるのみならず，先の決定に該当する文書自体も，どのような文書を指すのか

具体的に明示されているとはいえないから，結局，原処分においては，具体的にどのような文書が特定された

のかが一切不明であるというほかはないなどとして，原処分は，違法であり，取り消すべきと判断した例 

１-18 答申１（行情）２７「特定文書の原本の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 行政文書不開示決定通知書には，対象文書の存否を答えるだけで開示することとなる情報が法５条各号に規

定するいずれの不開示事由に該当するのか，また，当該事由に該当すると判断した具体的な理由について明示

されているとは認められないことから，原処分は，理由の提示の要件を欠くといわざるを得ず，法９条２項の

趣旨及び行政手続法８条１項に照らして違法であるので，取り消すべきであるとした例 

１-19 答申１（行情）２５３「「平成」改元に係る事務手続の経緯等関係資料」の一部開示決定に関する件」 

・ 「元号「平成」の選定過程に関する文書」の全部を不開示とした決定について，当該文書には複数の文書が

含まれているにもかかわらず，不開示理由は当該文書の一部の情報についてしか記載されておらず文書全体を

不開示とする理由にはなっていないことなどから，各文書に記載された情報に応じて個々に不開示情報該当性

について検討し，改めて開示決定等をすべきとした例 

３-10 答申３（独情）４４「医療法に基づき，事故等事案について，日本医療機能評価機構へ報告した事案の件数等

が記載されている文書の不開示決定に関する件」 

・ 「報告した事案の件数」と「（報告した）事案の報告内容」という別々の内容の文書の開示請求に対し，不開

示決定通知書に決定の対象とした文書が具体的に何であるかという情報を全く示すことなく，諮問庁が該当す

ると判断した不開示条項のみを記載し，その全部を不開示とした決定は，理由の提示の要件を欠き違法なもの

であるとした例 

５-19 答申５（行情）３５１「特定事業場に対する臨検監督指導に係る監督復命書の不開示決定に関する件」 

・ 行政文書不開示決定通知書の「不開示とした理由」欄の内容が，法５条各号の条文がほぼそのまま引用され

た内容であり，処分庁が対象文書のどの部分をどのような理由や根拠によって不開示としたかについて開示請

求者が了知し得るものになっていないことから，理由の提示の要件を欠くといわざるを得ず，法９条２項の趣

旨及び行政手続法８条１項の趣旨に照らして違法であり取り消すべきと判断した例 

５-20 答申５（行情）５１９「デジタル改革関連法案ＷＧ議事録の一部開示決定に関する件」 

・ デジタルの日を設立することに至った経緯がわかる文章に関する開示請求について一部不開示決定を行った

原処分について，不開示理由としては該当する条文の文言が記載されているのみであり，開示請求者（審査請

求人）にとって，どのような理由によって不開示となるのかを十分に了知できず，審査請求を行うに当たって，

具体的，効果的な主張をすることを困難にさせているものであるから，理由の提示の要件を欠くといわざるを

得ず，法９条１項の趣旨及び行政手続法８条１項に照らして違法であるので，原処分は取り消されるべきであ

ると判断した例 

５-21 答申５（行情）５２６「特定事件について特定期間に特定元職員が作成した文書に係る一部開示決定に関する

件」 

・ 行政文書開示決定通知書の「不開示とした理由」が，法５条１号の条文がほぼそのまま引用されているにと

どとどまり，不開示とした部分も「記載内容」と表記するのみであって，いかなる部分につきいずれの「個人」

に関する情報であるとして不開示と判断したのか及び当該判断の具体的根拠は，何ら示されていないことから，

理由提示の不備を理由に取り消すべきとした例 

 

○ 文書の不存在 

193 答申１３（行情）１４５「水俣病認定検討会の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 現地調査により不存在を覆したもの 

・ 文書管理について付言 

○［再掲］答申１４（行情）９９ ｢特定の病院で行われた脳死判定に関し，厚生省が同病院等から報告を受けた内

容を示す記録等の不開示決定(不存在)に関する件｣  



・ 文書の廃棄時期を確定することは出来ず，かつ，廃棄処分が適正であったとは言えず，不存在を理由に不開

示としたことは妥当ではなかったが，現時点においては，不存在であると認定 

194 答申１８（独情）５６「ライヌラー河洪水予警報案件に係る積算時の３社比較表等の不開示決定（不存在）に

関する件」  

・ 外部のコンサルタントが保管中の本件対象文書については，諮問庁は事実上の支配をしているので，諮問庁

は右文書を保有していると認められる旨判断したもの 

195 答申１９（行情）５０９ 「労災保険行政一般に関する手引通達類の一覧表の不開示決定（不存在）に関する

件」 

・ 通達の一覧表について，不存在を覆し，主要な通達が掲載されている通達集の目次部分を特定すべきとした

もの 

196 答申２０（行情）１６６「後方（ロジスティクス）通信教育基本テキストの不開示決定（不存在）に関する件」  

・ 開示対象文書の特定ワープロソフトで使用できる電子ファイル化されたものについて，本件開示請求時点に

おける当該文書はその内容についても大幅に修正されており，両文書が同一のものとは認められないことから，

これを保有していないとして不開示を妥当としたもの 

197 答申２０（行情）５６７「外国人芸能人の在留資格認定証明書交付申請に係る文書の一部開示決定に関する件」  

・ 外国人芸能人の在留に関する統計を作成するための基礎データがコンピューターに入力されていない，又は

基礎データはコンピューターに入力されていても統計データとして集計し出力するためのプログラムが開発さ

れておらず，いずれも統計を作成することは不可能であるとして，法務省においてこれらの統計データが記載

された文書を保有しているとは認められないと判断したもの 

198 答申２０（独情）８４「特定センターの職員のセクハラ行為の有無に関する調査等の記録等の不開示決定（不

存在）に関する件」  

・ 開示請求文書を狭く捉えており改めて開示決定等すべきと判断したもの 

23-20 答申２３（行情）２８９「省内メールの閲覧申請等に係る文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 省内メールの閲覧申請等に係る文書の開示請求につき，本人の承諾なしにメールを開封するためには，本人

が設定したパスワードの初期化（強制変更）を行わなければならず，初期化が行われたことを異議申立人が認

識することとなる等から文書不存在とする諮問庁の説明を是認した例 

23-21 答申２４（独情）４「平成２３年度筑波大学入学試験（前期）特定学群特定学類における全受験者及び合格者

の科目別平均点が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 法に基づく開示請求権は，あるがままの形で法人文書を開示することを求める権利であり，処分庁には，新

たに法人文書を作成又は加工する義務はないものと解されるが，コンピュータから出力される帳票について，

当該帳票を出力するためのプログラムとデータが共に保存されていることから，実質的には電子データとして

文書が保存されていると判断すべきとした例 

23-22 答申２４（行情）３４「第１７回個人通報制度関係省庁研究会に係る文書の不開示決定（不存在）に関する件」  

・ 研究会に係る文書について，研究会を開催する必要が薄れたため開催されておらず保有していないとする諮

問庁に対し，研究会開催の必要性はあったと指摘しつつ，諮問庁の説明は是認せざるを得ないとした例 

25-27 答申２５（行情）１４０「安倍首相（当時）が集団的自衛権の行使について新たな解釈の検討を指示したこと

を受けて行政文書ファイル等につづられた文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 首相の指示を受けて，作成・保有した文書の開示請求について，首相が国会でそのような指示はしていない

旨の答弁をしていることなどから，保有しているとは認められないとした例 

28-17 答申２９（行情）１６「「国家安全保障会議 総理指示」のうち「北朝鮮の動向等に関し，情報収集・分析の

徹底を期すこと」の主管部局が総理指示に従って行政文書ファイル等につづった文書の不開示決定（不存在）に

関する件」 

・ 開示請求者が，開示請求書に開示請求先の記入をせず，内閣官房の受付先において，開示請求先（請求文言

の「主管部局」に相当する組織）を記入することを依頼したところ，内閣官房内部での調整の結果，国家安全

保障局が本件開示請求を受理して担当することとなったが，同局は，情報の収集・分析を担当せず，請求文言

でいう「主管部局」ではないとして不開示（不存在）とした原処分について，同局が自ら情報の収集・分析を

行う機関でないとしても，同局が本件開示請求を受理したという経緯に鑑みて，請求文言を解釈して文書の保



有の有無を判断した例 

28-18 答申２８（行情）４６３「行政不服審査法２５条に基づく審理に関して定めた規則の不開示決定（不存在）に

関する件」 

・ 開示請求書の不明確な記載に関する処分庁の解釈について，開示請求の趣旨を合理的に解釈するもので，妥

当でないとはいえないとした例 

30-19 答申３０（行情）２５２「特定年の文書管理状況点検において不適切な文書管理をしたとされた海上自衛隊の

文書管理者等に対する被疑事実通知書等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 本件対象文書につき，関係者に手交又は送付したが，本件開示請求時点において所在が不明であり，その保

存期間や行政文書ファイル管理簿への登録状況も判然とせず，もはやその保有さえ確認できないとする諮問庁

の説明は，当該文書の保存期間が標準文書保存期間基準において最も短い分類である１年であったとしても，

本件開示請求時点では保存期間を満了していないことに鑑みると，実際には当初から当該文書を作成又は取得

していなかったとの疑いを抱かざるを得ないものの，いずれにしても当該文書を保有していないとする説明を

覆すに足りる事情も見いだせないとして，不存在不開示とした原処分を妥当とした例 

30-20 答申３０（行情）２９７「特定の開示決定で開示された文書が何という名称の行政文書ファイルとして電子政

府の行政文書ファイル管理簿に登録されているか分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 本件開示請求の趣旨は，別件開示決定で特定された文書がつづられている行政文書ファイルの名称が分かる

文書を求めるものと解され，処分庁において，当該決定で特定された文書が元々つづられていた各行政文書フ

ァイルを保有していると推認されるので，これを探索し，改めて開示決定等をすべきであると判断した例 

30-21 答申３０（行情）５４５「「人件費システムの給与予算額（新規分・振替分）入力票Ａと給与予算額（定削分）

入力票Ａ（特定年度作成分），人件費システムの使用方法がわかるもの」の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 行政文書を「保有している」とは，当該文書を事実上支配している状態にあることをいい，当該文書の作成，

保存，閲覧・提供，移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を有している状態にあることと解されるところ，財

務省所管の「予算編成支援システム」に掲載されている人件費システムのマニュアル（財務省作成）について，

「職員が，これを端末の画面に映し出して利用する場合があるが，「予算編成支援システム」に掲載されている

同マニュアル自体は，厚生労働省では変更・削除等する権限がなく，同省において事実上支配している状態に

あるとはいえない」とする諮問庁の説明は，不自然，不合理であるとは認められず，これを覆すに足りる事情

も認められないとした例 

１-20 答申１（行情）５１「特定団体代表者宛て「個人投資家における株価指数等連動債の償還時及び譲渡時の税務

上の取扱いについて（平１３．１２．１４付照会に対する回答）」と題する書面等の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

・ 仮に文書が作成・取得されたとしても，保存期間満了により廃棄済みであることから，不存在不開示とすべ

きであったとして，請求された文書を存否応答拒否とすべきであるかどうかを検討せずに原処分を結論におい

て妥当と判断した例 

１-21 答申１（行情）７６「「特定日現在で外務省が保有するワインのリストの最新版」の不開示決定（不存在）に

関する件」 

・ 消耗品であるワインの異動を記録する帳簿の作成は法令上義務付けられておらず，保管しているワインの銘

柄及び数量等を網羅的に記載したリストがなくとも実務上の支障はなく，当該リストは作成も取得もしていな

いなどとする諮問庁の説明を是認し，不存在不開示とした原処分を妥当とした例 

１-22 答申１（行情）２８４「特定日までに特定室が送付した「防人服第８０９号（２０．１．２８）」にいう「審

理の意義や懲戒手続の内容を記載した書面」の原議等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 懲戒関連文書の保存期間をおおむね５年を標準として設定しているとの諮問庁の説明及び本件開示請求が書

面を送付したとされる特定日から約１年半後に行われたことに鑑みれば，諮問庁が当該書面の電磁的記録の保

有すら確認できないとしていることは首肯し難く，実際には当該電磁的記録を廃棄した，又は，当初から当該

書面を作成若しくは取得していなかったとの疑いを抱かざるを得ないとしつつも，いずれにしても当該書面を

保有していないとする諮問庁の説明を覆すに足りる事情も認められないとして，原処分妥当とした例 

４-11 答申４（行情）４３５「特定営林署が作成した特定期間の収穫実行簿の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 原本は廃棄済みであるが，一部が訴訟の証拠資料として保有されている事例について，文書管理規則に基づ



く分類上の収穫実行簿として保存されている文書に限定して開示を求めるものと解することができないことか

らすると，訴訟に関する書類として保存されていたものであっても対象文書として特定すべきであるとした例 

５-22 答申５（行情）２１３「平成２８年度決算から令和２年度決算までにおける「旧税」の内訳の不開示決定（不

存在）に関する件」 

・ システムから抽出可能であることを理由に，不存在不開示とした原処分は妥当でないとした例 

５-23 答申５（行情）５９０「「新型コロナウイルスの存在が科学的に証明されている論文（クローン化に成功して

いるもの）」の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 審査請求人が特定のテーマの論文の開示を求め，処分庁が異なる内容の論文の開示決定を行い，審査請求人

が文書の特定に異議を唱え，求める論文が存在しないならばその旨の決定を行ってほしいと主張した事案につ

いて，本来は不存在を理由に不開示とすべきであったが，本件対象文書の外に特定すべき文書を保有していな

いという意味で，原処分は結論において妥当であると判断した例 

５-24 答申５（行情）７６８「特定の開示決定等に当たり第三者に意見書提出の機会を付与した決裁文書等の一部

開示決定に関する件」 

・ 第三者宛ての開示決定の通知書の保有の有無について，処分庁が第三者が開示に反対する部分の全てが不開

示であれば，１３条３項における通知は不要であるとの解釈の下で，特定法人に対する通知を行わなかったた

め，当該通知書は保有していないとの説明に対して，処分庁がその責任において，法１３条３項の通知が不要

であると解釈し，当該通知を行わなかった旨の説明は不自然，不合理であるとまではいえず，当該通知書を保

有しているとは認められないとした例 

５-25 答申６（行情）１１「特定空港事務所特定課職員のメール送受信記録の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 開示請求文書を狭く捉えた原処分の妥当性を否定し，文書の不特定という形式上の不備とならないよう適切

に情報提供及び求補正を行った上で改めて開示決定等をすべきと判断した例 

６-19 答申６（行情）４９「外務省領事局旅券課が保有している全ての行政文書についての目録の不開示決定（不

存在）に関する件」 

  ・ 処分庁は、行政文書の名称が記載された文書（「目録」）に限定せず、行政文書ファイルの名称が記載された

文書を含めて特定するなど、開示請求者の利益になるよう解釈すべきであったとして不存在を認めなかった例 

６-20 答申６（行情）６１３「特定期間において特定刑事施設の職員食堂で提供されている食事に関するメニュー

の不開示決定（不存在）に関する件」 

  ・ 審査請求人による開示請求の内容を補正する趣旨で行われた意思表示の存在を考慮することなく、開示を求

める文書は開示請求書に記載の文言のとおりであるとして不存在により不開示とした原処分を行ったことは不

当であるといわざるを得ないとして、取り消すべきであるとした例 

６-21 答申６（行情）１１１９「特定刑事施設保有の専用のアプリケーションに入力されている被収容者向け献立

の熱量及び塩分が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

  ・ 専用のアプリケーションに入力されている被収容者向け献立(レシピ)の熱量及び塩分が分かる文書について、

過去の時点のデータについて開示請求がされた場合、当該時点における当該レシピのデータが存在しないので

あれば、開示決定時点で存在する最新時点の当該レシピのデータを開示すれば足りることから、当該文書を作

成又は取得し、保有していると認められるとした例 

 

６-22 答申６（行情）１１２８「ＭＵＬＴＩＮＡＴＩＯＮＡＬ ＦＯＲＣＥ ＳＴＡＮＤＩＮＧ ＯＰＥＲＡＴＩＮＧ 

ＰＲＯＣＥＤＵＲＥＳ」に関して行政文書ファイル等につづられた文書の不開示決定（不存在）に関する件 

  ・開示請求書に記載されている請求内容が特定文言のとおりであて、バージョンを限定しているものではなく、

また、引用を含め添付文書に関する記載が何ら存しないことからすれば、添付文書は参考として添付されたの

に止まり、本件において開示請求の対象となるのは、特定文言と題する文書であって、そのバージョンを問わ

ないものと解すべきであるとして、別のバージョンの特定文言と題する文書を保有していながら不存在とした

原処分を取り消し、改めて開示決定等をすべきであるとした例 

 

○ 文書の特定 



199 答申１５（行情）３２８「不開示決定に対する異議申立ての取扱いにかかわる全文書の一部開示決定に関する

件」  

・ 開示請求時に保有せず原処分時に保有していた文書の特定の要否について当該事案の事実経過に即して判断

したもの 

200 答申１６（行情）１０５「行刑施設の居房内の照明器具の標準的な仕様を記載した図面の一部開示決定に関す

る件」  

・ 単一の文書の一部のみを開示決定等の対象としたのは妥当でないとしたもの 

201 答申１７（行情）２３７「｢日米合同委員会開催日｣の開示決定に関する件（文書の特定）」  

・ 異議申立人の主張について，文書の特定をしているのではなく，開示を求める情報の特定をしているとして，

法の趣旨，目的に沿ったものではないと判断したもの 

202 答申１８（行情）２３５「「領空侵犯に対する措置に関する訓令」等の一部開示決定に関する件」  

・ 上位の法規範のある条項を指定したことにより直ちにそれにかかわる下位の法規範のすべてが特定されるわ

けではなく，諮問庁が本件対象文書を特定したことを妥当と認めたもの 

203 答申１９（独情）１１「ハラスメント問題について被害学生等に対応した教員として，特定個人の授業等以外

の場で起きたゼミ学生間のハラスメントに関する学部等の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 処分庁が独自の解釈により開示請求文書の特定範囲を狭めたことを指摘するとともに，対象文書を特定した

上で，改めて開示・不開示の決定を行うべきとしたもの 

204 答申２０（行情）３０８「警察関係に係る平成１１年度総理府一般会計証明書類の不開示決定に関する件」 

・ 文書特定の概念は，開示請求制度の適正かつ円滑な運用のための機能的概念であり，本件のような包括的大

量請求は，請求権行使の要件としての文書特定が不十分であるとして，不開示を妥当としたもの 

・ １つの行政文書ファイルについての開示請求につき，文書特定が不十分としたもの 

205 答申２１（行情）３０４「平成２０年度第２回海賊対策官民連携訓練実施概要」等の一部開示決定に関する件

（文書の特定）」 

・ 原処分において特定すべき文書を特定しなかった場合，原処分後に同一の開示請求者からなされた別途の開

示請求に対して当該文書の開示決定をしたことをもって，原処分における文書の特定漏れがさかのぼって妥当

となるものではないとしたもの 

206 答申２１（行情）６１７「平成１８年度中に仮釈放又は仮退院した発達障害等を有する人の保護観察事件記録

の不開示決定に関する件」 

・ 本件対象文書につき，任意の１件を特定し，その全部を不開示とした決定について，これを取り消し，審査

請求人に対し，開示請求する文書の範囲等について補正を求め，改めて文書の特定を行い，開示決定等をすべ

きであるとしたもの 

207 答申２３（行情）８５「特定商取引法違反の事案について行政処分に至る事実関係をまとめた報告書の不開示

決定に関する件」 

・ 文書に記載のうちの一部のみを対象文書として特定したことは，法の解釈適用に誤りがあるとして，原処分

を取り消すべきであるとしたもの 

23-23 答申２３（行情）２３１「口蹄疫・現地対策本部（日報）を作成及び閲覧した職員の人事記録の一部開示決定

に関する件」 

・ 日報を閲覧した職員の人事記録について，閲覧した職員を特定できないとして不開示としたことにつき，特

定可能であり，改めて開示決定等すべきとした例 

23-24 答申２３（行情）５５９「特定事件の担当検察官の氏名及び経歴が分かる文書の不開示決定に関する件」 

・ 文書特定を行わずに５条１号及び４号に該当するとして不開示としたことは，第２章の趣旨に反し違法とし

た例 

23-25 答申２４（行情）３７「特定宗教法人等の財産目録等の不開示決定に関する件」  

・ 文書特定を行わずに５条２号に該当するとして不開示としたことは，第２章の趣旨に反し違法とした例 

25-28 答申２５（行情）８３「特定アイドルグループを「平成２４年度個人向け復興応援国債」に起用した経緯が分

かる文書の一部開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 開示請求の対象文書に該当する行政文書の特定に当たっては，当該行政文書の一部のみを対象とすることが



明確に示されていない限り，当該行政文書全体を対象として特定すべきである等として，改めて開示決定等を

すべきとした例 

25-29 答申２５（行情）１９６「特定ダム工事の発注方法等につき検討した文書の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ ホームページで公表されている文書であることを開示請求者に説明したことをもって，当該文書を開示請求

対象文書から除いたことについて，適当でないとした例 

25-30 答申２５（行情）３３０「原子力規制庁の職員名簿の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 開示請求者の求める文書の範囲等が必ずしも明確でないにもかかわらず，開示請求書の記載内容のみから一

方的に求める文書を判断していることについて，不当であるとした例 

26-23 答申２６（独情）４７「特定部署が保有する時間外勤務手当の決裁文書の一部開示決定に関する件（文書の特

定）」 

・ １１条適用事案の「相当の部分」に係る開示決定等に対する文書特定の疑義について，「相当の部分」として

特定すべき文書の範囲が明らかであり，その対象として特定されるべき文書が特定されていないとの主張は，

許されるとした例 

27-19 答申２７（行情）１６５「「家計調査 事務要領」等の一部開示決定に関する件」 

・ 本件請求事項が含まれる行政文書全体を対象とした上で，異議申立人の開示請求の趣旨を考慮し，本件請求

事項に該当する箇所を含むページのみを，何ら手を加えることなく，本件対象文書として特定したことは，適

法とした例 

27-20 答申２７（行情）５９２「特定事件番号の答申に記載の「各科ごとに設定されているパソコン内のフォルダ」

に保存されている文書の不開示決定に関する件」 

・ 開示請求書に記載すべき「行政文書を特定するに足りる事項」（法４条１項２号）については，原則として，

開示を求める文書の保存場所等の範囲を示すだけでは不十分であり，開示を求める文書自体を識別し得る事項

を明らかにする必要があるとした例 

28-19 答申２８（行情）５２０「「一般事故調査委員会の設置の一部変更について（通知）」等の一部開示決定に関す

る件（文書の特定）」 

・ 本件開示請求は，約８年前の時点で行政文書であったものの開示を求めるものであるが，本件開示請求時点

では，いずれの文書が約８年前の時点で確実に行政文書であったか確定できず，補正後の請求文言をもってし

ても処分庁が請求文言に該当する文書を特定することは困難であり，本件開示請求には，文書の不特定という

形式上の不備が認められることから，本来は，形式上の不備により不開示とすべきであったとした上で，本件

における補正の手続は不十分であり，処分庁としては，異議申立人に対して請求する文書の名称等の補正を求

める等の必要があると判断した例 

28-20 答申２８（行情）６８６「特定議員が取り上げた「イラン情勢（ホルムズ海峡をめぐる動き）」と同様な内容

を含んだ資料の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 特定国会議員が国会で取り上げた特定文書と「同様な内容」を含んだ資料の開示請求に関して文書の特定が

争われた事件につき，何をもって請求文言の「同様な内容」というのかは明らかでなく，「同様な内容」という

請求文言だけでは，処分庁が同請求文言に該当する文書を特定することは困難であって，本件開示請求には，

文書の不特定という形式上の不備が認められ，処分庁としては，審査請求人に対し，本件開示請求の趣旨に沿

う文書を特定するために，請求文書の補正を求めた上で，本件対象文書以外の補正された請求文言に該当する

文書があれば，これを特定し，改めて開示決定等を行う必要があると判断した例 

29-19 答申２９（行情）２１８「特定文書が編てつされている行政文書ファイル内の特定文書を除く文書（特定刑事

施設）の不開示決定に関する件」 

・ 行政文書ファイル管理簿上の行政ファイル名の引用による特定の仕方でも，文書の特定として不十分とはい

えず，本件対象文書の量（２万枚程度）を理由として，開示請求に形式上の不備があるとして不開示とするこ

とは許されないと判断した例 

○［再掲］答申２９（行情）４０３「「河野談話作成過程等に関する検証チーム」に関連して作成・取得した文書

等の一部開示決定に関する件」 

・ 報道機関等から提起されることが当時想定された質問とそれに対する応答要領等については，法５条３号，

５号及び６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべき，また，原処分では不存在とされた文書について，請



求文言を合理的に解釈すれば本件請求対象に該当すると認められる文書が不開示とされた部分に含まれている

ことから，これにつき改めて特定の上，開示決定等をすべきとした例 

29-20 答申２９（行情）４３０「平成２６年度及び２７年度に開催された薬価算定組織に係る議事概要等の一部開示

決定に関する件（文書の特定）」 

・ 審査請求人は，薬価算定組織の議事録の開示請求を行ったところ，薬価算定組織は非公開であり，議事録を

作成することとされていない状況においては，開示請求の趣旨を踏まえた上で文書を特定すべきであることか

ら，本件対象文書として議事概要を特定したことを妥当であるとした例 

30-22 答申３０（行情）１９６「「平成２８年度パワハラアンケートの結果について」の開示決定に関する件（文書

の特定）」 

・ パワー・ハラスメントの調査に係る「設問及び調査結果」の開示を求める請求に対し，「設問」のみが記載さ

れた文書については，「設問及び調査結果」が記載された本件対象文書と内容が重複することから特定の必要は

ないと諮問庁は説明するものの，審査請求人は必ずしも「設問」と「調査結果」の双方が記載された文書のみ

の開示を求めていると解することはできないとして，「設問」に係る文書を特定し，調査の上，更に本件請求文

書に該当するものがあれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべきであるとした例 

30-23 答申３０（行情）２８５「「総務課長が有する職務権限と法的効果が明記されている文書」の開示決定に関す

る件（文書の特定）」 

・ 諮問庁が諮問に当たり追加して特定すべきとしている文書について，審査請求人に対し，補正の参考となる

情報を提供するなどして開示を請求する文書の名称等について補正を求め，改めて文書の特定を行い，開示決

定等をすべきであるとした例 

30-24 答申３０（行情）３３１「「特定一般社団法人の申告がありましたか」の不開示決定に関する件」 

・ 請求文書に該当する文書を複数保有している可能性があると見込まれる場合に，開示請求者が該当する全て

の文書を求めているとは考え難いことから，そのうちの一文書のみを特定すべきであるとする諮問庁の説明を

是認した例 

30-25 答申３０（行情）４７３「特定課が保有する裁判結果報告の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 諮問庁が諮問に当たり新たに特定すべきとしている文書について，諮問庁は，一部開示決定をすることが妥

当であるとして，その不開示部分の不開示理由についても説明するが，①本件対象文書が約５０件の報告から

成り，約７０件の判決書が含まれるなど，比較的文書量が多いこと，②原処分は不存在を理由とする不開示決

定であり，現時点においては，諮問庁が一部開示決定の意向を示したにすぎず，審査請求人も諮問庁がどのよ

うな記載を不開示とすべきとしているかを含め，文書自体を確認していない段階であることなどを勘案して，

諮問庁が不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性については判断せず，特定の妥当性についてのみ

判断した例 

30-26 答申３０（行情）５３４「「そうび」の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 請求文書に該当する文書については，法１１条の規定を適用した上で行われた請求文書の相当部分に係る先

行開示決定である原処分で特定された文書の外にないとは限らず，相当の期間内に２回目の開示決定等での開

示・不開示が決定されることは明らかであるから，先行開示決定である原処分に対して文書の特定を争うこと

は，理由がないとした例 

30-27 答申３０（独情）３「特定年度前期試験判定資料一覧等の一部開示決定に関する件」 

・ 大学入学試験の合格者最低点が分かる文書等の開示請求に対し，試験判定資料一覧のうち合格者最低点が記

載されている頁のみを特定したことにつき，法に基づく開示請求権の対象は情報ではなく文書であり，文書の

名称等により他の文書と識別できる程度に特定されたものが一つの文書であると解されることから，当該一覧

全体を特定すべきと判断した例 

１-23 答申２（行情）１０「「一般国際法上，駐留を認められた外国軍隊には，特別の取決めがない限り接受国の法

令は適用されない」と判断する根拠となっている文書等の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 特定文言とほぼ同じ趣旨の国会答弁が遅くとも昭和４７年には行われていたなどとする審査請求人の主張に

も鑑みれば，特定文言に係る政府の立場について検討又は整理したような文書を含め，平成１４年５月に作成

された本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書の保有は確認できなかったなどとする諮問庁の説明は

疑問なしとしないが，改めて探索を行ったものの，本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文書の保有を



確認できなかったなどとする諮問庁の説明を覆すに足りる事情も認められないことから，本件対象文書の外に

本件請求文書に該当する文書を保有していないと認めざるを得ないとした例 

１-24 答申１（行情）１３０「「特定課で作成されたマニュアル，手引，要綱」の不開示決定（不存在）に関する件」

答申１（行情）１３１「「特定課で作成された事務取扱要領と事務取扱規程」の不開示決定（不存在）に関す

る件」 

・ 「厚生労働省大臣官房地方課で作成されたマニュアル，手引き，要綱」の開示請求につき，諮問庁が，文書

の表題に「マニュアル」，「手引き」，「要綱」と記載された文書について追加して特定し，開示すべきとしてい

ることについて，開示請求者が開示を求める文書は，単に表題に「マニュアル」等の文言が用いられているも

のに限定されず，内容に照らしてマニュアル等に相当する文書も該当するのであり，開示請求者に請求の意図

を確認する必要があったとして，原処分を取消し，開示を請求する名称等について補正を求めた上で，改めて

文書の特定を行い，開示決定等をすべきであるとした例 

１-25 答申１（独情）６８「レーザー科学研究所が保有する平成２２年度の給与支給内訳書の一部開示決定に関する

件」 

・ 事件名の文書の開示請求につき，当該文書は研究所と大学本部がそれぞれ保有していたところ，当該年度の

９月分以降は研究所での保有をやめ，大学本部のみで保有することになったにもかかわらず，開示請求書の記

載を，研究所のみが保有する文書に限定するような補正をしており，このことを審査請求人が認識していたと

は認められないことから，大学本部が保有する９月分以降のものも特定し，改めて開示決定等をすべきとした

例 

２-６ 答申２（行情）２９５「特定年度に行った名古屋入国管理局管内の職員研修に関する案内・研修資料の不開示

決定に関する件（文書の特定）」 

・ 処分庁が，一の開示請求に対して，開示できる文書と開示できない文書を分けて開示決定等を行い，後者の

文書に係る原処分について特定誤りがあるとして審査請求がされたところ，当該文書の特定誤りを認めた上で，

他に特定すべき文書は，既に前者の文書に係る処分で特定されていたことから，外に特定すべき文書を保有し

ていないという意味で，結論において妥当とされた例 

２-７ 答申２（行情）３１８「特定日付け通達及びこれと行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令１３条

２項の規定の適用上１件の行政文書と観念されるべき文書の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 文書特定の概念は，開示請求制度の適切かつ円滑な運用のための機能的概念であるところ，本件開示請求の

趣旨は明確ではなく，処分庁が，本件請求文書に該当する文書を特定することは困難であると認められ，処分

庁としては，審査請求人に対し，本件開示請求の趣旨に沿う文書を特定するために必要な情報提供を行い，請

求文書の補正を求めた上で，本件対象文書以外の対象文書を特定し，改めて開示決定等を行う必要があるとし

た例 

２-８ 答申２（行情）３５２「国が都道府県等に示した発達障害者支援法上の定義・判断基準が記載された文書の開

示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 開示請求書の記載では開示請求者が何の開示を求めているか明示されていないにもかかわらず，処分庁は，

開示請求者の意図を確認しないまま，別件の開示請求内容をもって本件開示請求内容を狭く解して文書を特定

し，さらに同様の考えに基づき追加で文書を特定するとしていることに対し，審査請求人に対して，必要な情

報提供をするなどして，開示を請求する文書の名称等について補正を求めた上で，改めて文書の特定を行うべ

きとした例 

２-９ 答申２（行情）４７３「特定刑事施設の組織図の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 処分庁が，開示請求者に対し，開示請求の趣旨に合致する文書が存在しないと説明した上で，別の文書を対

象とする請求に補正させ，原処分を行ったものの，当審査会からの照会を受け諮問庁が再確認を行った結果，

当初の開示請求の趣旨に合致する文書の存在が判明したことから，処分庁の求補正手続を不適切とした上で，

当該文書を開示すべきとした例 

３-11 答申３（行情）２２２「不正受給関係疑義解釈集の一部開示決定に関する件」 

・ 処分庁が，ある文書全体が開示請求の対象に該当するとしつつも，その内容の大半は不開示情報に該当する

との理由により，当該文書の一部のみを開示決定の対象として特定したことについて，開示請求の対象となる

文書の特定の問題と不開示情報該当性の判断に混同がみられるとして，改めて開示決定等をすべきとした例 



５-26 答申５（行情）４７９及び４８０「特定の出張の報告に係る文書の不開示決定に関する件」 

・ 同旨の開示請求に対し，異なる文書を特定し，開示決定及び不開示決定した各原処分について，それぞれ文

書の特定漏れを認め，処分庁の原処分における文書の特定についての検討が不十分及び諮問庁の審査請求に対

する対応が不十分かつ一貫性に欠けると付言した例 

５-27 答申５（行情）６２５「日米安全保障協議委員会に関して行政文書ファイルにつづられた文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 

・ 開示請求時点において，行政文書ファイルを作成・取得していなかったことを理由に文書不存在とした決定

に対し，開示請求者が明示的に示さない限り，行政文書ファイルにつづられた文書に限定せず，行政文書ファ

イルにまとめられる前段階において，単独で管理している行政文書も含めて特定すべきであるとした例 

６-23 答申６（行情）２８３「情報公開・個人情報保護審査会第３部会が作成した・取得した文書の不開示決定に

関する件」 

  ・ 開示請求の対象行政文書の特定のために諮問番号等の回答を求めた求補正に対する回答がなく、形式上の不

備が補正されなかったことを理由に不開示とした原処分について、審査請求人が開示を求める文書が特定され

たとは認められないから、妥当であるとした例。 

６-24 答申６（行情）３５１「生活保護制度の改正等に当たって特定法人へ提供している文書等の不開示決定（不

存在）に関する件」 

  ・ 生活保護制度の改正に当たり、処分庁が特定出版社に情報提供した文書に係る開示請求について、既存の通

知等を行政サービスとして提供した場合であっても、これらの提供された通知等は本件開示請求の対象となり

得るとして、審査請求人に対して必要な補正を行った上で、改めて文書の特定及び開示決定等を行うべきとし

た例 

 

○ 行政文書・法人文書該当性 

【法２条関係】 

208 答申１３（行情）７７「１９４５年の皇族会議の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件」  

・ 不存在とされていた皇族会議の議事録が宮内庁書陵部に存在することが確認されたが，行政文書に該当しな

いとしたもの 

209 答申１４（行情）９９「特定の病院で行われた脳死判定に関し，厚生省が同病院等から報告を受けた内容を示

す記録等の不開示決定(不存在)に関する件」  

・ 返却することを前提に提出を受けた文書について行政文書に該当すると認めた例 

・ 文書の廃棄時期を確定することは出来ず，かつ，廃棄処分が適正であったとは言えず，不存在を理由に不開

示としたことは妥当ではなかったが，現時点においては，不存在であると認定 

210 答申１５（行情）３９２「広島大学大学院教授が住民討論集会で配布した資料に係るバックデータの不開示決

定（不存在）に関する件」  

・ 大学教授の研究に関する資料を，その性質，作成，利用及び管理の実態を総合勘案して，行政文書には該当

しないとしたもの 

211 答申１５（行情）６４１「税務署で収入印紙を取り扱わないことを説明するために特定職員が見せた文書の不

開示決定（行政文書非該当性）に関する件」  

・ 職員が窓口説明の際に参照した文書につき，その内容及び使用等の状況から行政文書に該当しないとしたも

の 

212 答申１５（行情）７５０「特定団体の総会議事録，役員名簿及び規約書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 特定団体の事務局のロッカーが行政機関の建物の中にあるとしても，管理が区分されていれば，行政機関が

保管している行政文書ではないとしたもの 

213 答申１５（行情）７５１「平成１３年公認会計士第二次試験の合否判定に関する文書の一部開示決定に関する

件」  

・ 公認会計士試験委員保有文書について，行政文書該当性を認定したもの 



・ 「解答」の保存等について付言したもの 

214 答申１８（行情）４３０「クッキーフォルダ等の不開示決定に関する件」  

・ 職員が職務で使用するパソコンに関して，一定のファイル等につき，組織共用性がないとして，行政文書該

当性を否定したもの 

215 答申２０（行情）２３９「入国・在留審査実務の手引の不開示決定に関する件」  

・ キャビネットに保管されていた廃棄予定の入国・在留審査実務の手引について，組織共用性を失ったと解す

ることはできないとして，法２条２項の行政文書に該当するとして，改めて開示決定等をすべきとしたもの 

216 答申２２（行情）１「個人所得税の徴収と還付に関する一切の文書等の不開示決定に関する件」  

・ 法令の条文を行政文書に該当しないとしたもの 

217 答申２２（行情）３８０「派遣海賊対処水上部隊（１次隊）の成果報告書の不開示決定（不存在）に関する件」  

・ 派遣部隊で作成され，同部隊の指揮官の決裁を了としていたが，自衛艦隊司令官宛に提出されていなかった

文書について，行政文書該当性を認めたもの 

23-26 答申２３（行情）２５６「「子供の奪取に関するハーグ条約」について検討した経緯が分かる文書の不開示決

定（不存在）に関する件」 

・ 職員が検討用として作成していたという「記録」について，保管の態様等も踏まえると，当該「記録」は，

職員の個人的な検討の過程で作成されたものであるとして，行政文書該当性を否定した例 

23-27 答申２３（行情）２９８「健康診断の取扱いについての不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 諮問庁が担当者の個人的な検討段階の文書と主張する文書の行政文書該当性を認めた例 

23-28 答申２３（独情）４７「平成１７年度プロジェクト研究「ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発」委託

事業実績報告書等の一部開示決定に関する件」 

・ 研究者の実験ノートは，法人文書に該当しないとした例 

24-26 答申２４（行情）２３７「内閣府行政刷新会議事務局有志が運営するツイッターの運用マニュアル等の不開示

決定（不存在）に関する件」 

・  内閣府行政刷新会議事務局有志が運営するツイッターの運用マニュアル等について，不存在を妥当としつつ，

当該ツイッターの運営は，刷新会議事務局職員有志による運営か，同事務局自体による運営かが，曖昧なもの

であったと言わざるを得ず，そのような曖昧なままの運営であったという事実自体が，刷新会議事務局がその

運営等に関する文書を組織的に用いるものとして保有していないという事態を招いていたとも考えられ，望ま

しいことでないとした例 

24-27 答申２４（行情）２８３「天皇，皇后又は皇太后の用に供すべき自動車に係る自動車検査証等の一部開示決定

に関する件」 

・ 車両に添付された検査標章，自動車登録番号標及び保管場所標章並びに車台部分に打刻された車台番号につ

いて，物品又は物品の付属物と解し，行政文書に該当するとは認められないとした例 

24-28 答申２４（行情）３３６「尖閣諸島沖中国漁船衝突事件に関して海上保安庁の職員が撮影したビデオ映像を記

録したビデオテープ等の受領等の手続に関して作成又は取得された文書の一部開示決定に関する件」 

・ 行政文書に該当する電磁的記録とは，通常の設備，技術等により，その情報内容を一般人の知覚により認識

できる形で提示することが可能なものに限られるとした例 

24-29 答申２４（行情）４９６「文部科学事務次官が業務に使用しているパーソナルコンピューターの主たるハード

ディスク内に作成された特定名称のファイルの不開示決定（行政文書非該当）に関する件」 

・ 異議申立人が開示を求めているレジストリファイルは，職員のパーソナルコンピュータに搭載されているオ

ペレーティングシステムである「Ｗｉｎｄｏｗｓ」の提供する機能により自動的に作成・更新等がなされるも

のであり，その利用は当該パーソナルコンピュータを正常に稼働させることのみに限定され，職員が組織的に

用いるものではないことから，「行政文書」に該当するとは認められないとした例 

24-30 答申２４（独情）３９「特定学校法人との間で締結された土地譲渡契約に基づく協議内容の不開示決定（不存

在）に関する件」 

・ 機構の特定職員が作成したとされる会議メモについて，作成時の状況等から，行政文書に該当すると認めた

例 

26-24 答申２６（行情）３４「秋の園遊会において特定個人から天皇に渡された文書の不開示決定（不存在）に関す



る件」 

・ 天皇陛下宛ての私信は侍従職がお預かりし，お上げすべきものを侍従職からお上げしており，本件対象文書

はお預かりした私信であり，組織共有していないので行政文書に当たらないとの諮問庁の説明を是認できると

した例 

26-25 答申２６（行情）５８６「事務引継書（民事局総務課分）」の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 事務引継ぎの際に担当者が作成したメモについて，その作成・利用・保存・廃棄のいずれの過程においても，

組織としての関与は何ら存在せず，専ら職員個人の便宜的判断に委ねられていると認められること等から，行

政文書に該当しないとした例 

27-21 答申２７（行情）８６「特定文書のデータ容量が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 特定文書（電磁的記録）のデータ容量が分かる文書（プロパティ情報）の開示請求について，処分庁の文書

管理規則上，プロパティ情報に関する規定が存在せず，組織として当該情報を作成・利用・管理していないな

どとする諮問庁の説明を是認し，処分庁が本件対象文書を保有しているとは認められないと判断した例 

27-22 答申２７（行情）４９４「脳死下臓器提供事例に関し提供施設から検証のために借用した「検証資料フォーマ

ット」等の不開示決定に関する件」 

・ 脳死下臓器提供事例に関し，提供施設が処分庁に提出した資料の開示請求について，当該資料は，脳死下で

の臓器提供事例があった医療機関から一時的に借用しているものであり，処分庁が保有しているとは認められ

ないとして，行政文書に該当しないと判断した例 

27-23 答申２７（独情）１３「法科大学院における特定科目の定期試験問題等の不開示決定に関する件」 

・ 法科大学院の定期試験を実施した教員のうち希望する教員が授業期間外に開催している正課外の会合である

講評会の配布資料について，法人文書非該当を認めた例 

28-21 答申２８（行情）６４６「長官が特定日の参議院決算委員会で存在すると認めたと報じられた「国会に情報開

示していない内部検討資料とみられるデータ」の不開示決定（行政文書非該当）に関する件」 

・ 内閣法制局長官等に上げた段階で不採用になったものの，消去されず共有フォルダに残存していた国会答弁

資料案（電子データ）について，国会の審査に備えて職務上作成され，複数の職員の検討等にも供されるなど，

組織的に利用されていたことが容易にうかがえるものであり，行政機関内部における一般的な取扱いや職員の

主観的な認識，文書の作成後の利用実績の有無により，行政文書該当性が左右されるものではなく，本件対象

文書に係る具体的・客観的状況に照らし，開示請求時点においても，廃棄又はこれに準ずるような状況にあっ

たなどとはいえず，行政文書該当性を否定するに足りる特段の事情は認められないとして，改めて開示決定等

をすべきとした例 

29-21 答申２９（独情）２３「特定の細胞サンプル提供依頼承諾から返納に至る記録の不開示決定（不存在）に関す

る件」 

・ 特定の大学教員が送受信したメールやファックスについて，大学においては個々の研究者が自由な発想に基

づき自主的・自律的に研究活動を展開することが認められており，請求に係るメール等に大学が組織として関

与するものではないとの諮問庁の説明を認め，当該文書は法人文書に該当しないと判断した例 

30-28 答申３０（行情）２４８「法務大臣が特定ＳＮＳに掲載した新任検事辞令交付式の写真の不開示決定（不存在）

に関する件」 

・ 本件写真データは，秘書課職員が，法務省の広報等で利用することを想定し，法務省のカメラを使用して辞

令交付式の写真を撮影したというのであるから，当該秘書課職員がその職務上作成したものであることは否定

できず，また，本件写真データが当該秘書課職員から法務大臣に提供された経緯に照らせば，本件写真データ

が組織的に利用されたものであることは明らかであるから，行政文書に該当することは否定できないと判断し

た例 

30-29 答申３０（独情）１２「特定期間に開催された特定学部教授会の議事録等の一部開示決定に関する件」 

・ 教授会等の音声記録の開示請求に対し，当該音声記録は議事要旨を作成する職員が手書きのメモを補うため

に個人的に使用するものであり，文書管理規則にも定めがなく，法人文書に該当しないとしていることにつき，

当該音声記録は担当職員が職務上，作成が義務付けられている議事要旨を作成するために，担当部署において

利用，保存されており，組織共用性が認められることから，法人文書に該当すると判断した例 

30-30 答申３０（独情）１８「特定工事に係る特定工の数量算出根拠に関する文書等の不開示決定に関する件」 



・ 機構が発注する工事の積算業務に用いる積算要領について，工事の受注を希望する事業者等に販売している

書籍と同一であるとして，法人文書に該当しないとしたことにつき，当該書籍には受注に必要のない一部の記

載が省略されていることから，同一の文書とは認め難いとして，当該積算要領を特定し，改めて開示決定等を

すべきと判断した例 

30-31 答申３０（独情）２５「特定日に所有権移転登記を錯誤抹消した土地についての経緯が分かる文書の不開示決

定（不存在）に関する件」 

・ 特定土地の抹消登記に係る決裁文書について，関西国際空港の「運営」に係る文書であるとして，開示請求

の対象外としたことにつき，当該文書は処分庁の文書管理規程上，開示請求の対象である法人文書に該当する

「共通」に分類されているところ，諮問庁は誤りである旨説明するが，これが誤りであるとする根拠は必ずし

も明確でなく，「共通」に分類されている以上，開示請求の対象外とは認め難く，法人文書に該当すると判断し

た例 

４-12 答申４（行情）３４３「特定ウェブサイトに係る「銀の盾」の不開示決定（行政文書非該当）に関する件」 

・ 審査請求人が開示を求める文書は物品であり，物品に表示されている文字やマークが，人の思想等を文字・

記号又は象形を用いて有機的に可視的状態に表現したものとはいえないとして，行政文書該当性を否定した例 

５-28 答申５（独情）４２「特定のセミナーのために出席者等とやり取りした文書の不開示決定（不存在）に関する

件」 

・ 法人の経理システムに記録・保存し，謝金等の支払調書の作成に用いる情報について，職員が職務上作成・

取得した電磁的記録であって組織的に用いるものである以上，法人文書に該当するとした例 

６-25 答申６（行情）５６１「特定公共職業安定所において特定職員がハローワークシステムの相談記録に登録す

るために作成した下書き等の不開示決定（不存在）に関する件」 

  ・ 本件対象文書を保有していないとして不開示とした原処分について、下書き資料として、備忘等のために個

人的に使用する目的で作成されるものであるから、法２条２項に規定する行政文書に該当しないと認められる

ので、結論において妥当であるとした例 

６-26 答申６（行情）１１１９「特定刑事施設保有の専用のアプリケーションに入力されている被収容者向け献立

の熱量及び塩分が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

  ・ 専用のアプリケーションに入力されている被収容者向け献立（レシピ）の熱量及び塩分が分かる文書につい

て、当該アプリを使用して、行政文書である被収容者に給与する食料の献立を作成していること、管理栄養士

が作成したレシピは削除されずに蓄積されると、複数の職員が当該アプリにアクセスすることが可能であるこ

とが認められることから、当該文書の行政文書性を認めた例 

 

○ 訂正 

218 答申１６（行情）１７０「社会保険労務士法第２５条の４７及び第２５条の４９の発動について（請願）」等

の収受印が押印された頁の一部開示決定に関する件」  
・ 開示請求書の訂正手続上問題があるが，訂正がされないと存否応答拒否事案となることから，訂正を無効と

せず判断したもの 

 

○ 適用除外 

219 答申１４（行情）２９「札幌医科大学附属病院の心臓移植手術に関連する医学鑑定書及び添付意見書の不開示

決定に関する件」  

・ 不起訴記録についても｢訴訟に関する書類｣に該当し，情報公開法の適用対象外とすることを認めた例 

220 答申１５（行情）４６４「特定自動車に関する文書の不開示決定（適用除外）に関する件」  

・ 道路運送車両法３６条の３第３項による情報公開法の適用除外の範囲について判断したもの 

221 答申１６（行情）３４「特定の業務上過失致死被疑事件に係る検視に関する文書の不開示決定（適用除外）に

関する件」 

・ 検視調書等について訴訟に関する書類の該当性を認めたもの 



222 答申１７（独情）１１「厚岸局における料金別納扱いの不適正事案に関する復命書兼報告書等の不開示決定に

関する件」 

・ 郵政監察官の復命書兼報告書について訴訟に関する書類の該当性を認めたもの 

223 答申２２（行情）５５「特定医療刑務所が保有する被収容者身分帳簿の別添書類の不開示決定に関する件」 

・ 判決言渡日より後に作成され，刑の執行関係文書に添付された前科調書について，刑事訴訟法５３条の２第

１項の「訴訟に関する書類」として法の適用除外とするのではなく，法５条１号により判断した事例 

23-29 答申２３（行情）２０６「特定防衛施設局が記録した特定事案に係る「ヒアリング調査議事録」の不開示決定

に関する件」  

・ 特定防衛施設局が記録した特定事案に係る調査委員会報告書について，刑事事件の告発状の添付資料とはさ

れておらず，また，証拠物として押収された形跡も認めらないなどの理由から，「訴訟に関する書類及び押収物」

該当性を否定した例 

23-30 答申２３（行情）２９０「中国漁船による海上保安庁巡視船への衝突事案につき海上保安庁が撮影したビデオ

の不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 海上保安官が撮影したビデオについて，公務執行妨害被疑事件の被疑者である中国漁船船長は不起訴処分と

なっているものの，当該被疑事件の捜査の過程において，証拠とするために撮影されたことなどを理由に，「訴

訟に関する書類」該当性を認めた例 

24-31 答申２４（行情）３８５「第五管区海上保安本部に属する巡視艇うらなみの航海日誌のうち平成２２年１１月

１０日の航海に係る記録を含むものの不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 対象文書が過去に捜査機関に押収されたという一事をもって刑訴法５３条の２第１項の訴訟に関する書類に

該当すると認めることはできないとした例 

26-26 答申２６（行情）４２「第十一管区海上保安本部に属する船舶の航海日誌の一部開示決定に関する件」 

・ 航海日誌の一部分について，当該文書そのものは，船員法等の規定に基づき作成，保管されているものであ

り，捜査目的で作成，保有されているものではないので，その写しが検察庁に送致されているとしても，刑事

訴訟法５３条の２第１項の「訴訟に関する書類」には該当しないとした例 

27-24 答申２７（独情）５４「特定宿泊施設特定事件に係る文書の不開示決定（法人文書非該当）に関する件」 

・ 日本私立学校振興・共済事業団の場合，専ら共済業務に係る文書は法の対象から除外されているところ，共

済業務に従事する事業団の職員が起こした特定事件に係る文書は，事業団としての職員の人事管理に関するも

のというべきであるから，「専ら」共済業務に係る文書とは認められないと判断した例 

29-22 答申３０（行情）１４「平成２７年司法試験問題漏えい事案に関する司法試験考査委員等からの聴取報告書等

の不開示決定に関する件」 

・ 「捜査機関に提出した告発関係書類の写し」について，諮問庁が法５条１号，４号，５号並びに６号柱書き

及びイに該当するとして不開示を主張したことに対し，告発状は，捜査の端緒となる告発（刑訴法２３９条）

の内容を示す文書であり，被疑事件に関して作成又は取得された書類であるところ，刑訴法５３条の２第１項

に定める訴訟に関する書類に該当するものであり，また，訴訟に関する書類には，訴訟記録や告発状のほか，

当該告発状の添付書類を含む趣旨であるとして，告発状の写し及び添付資料について訴訟に関する書類該当性

を認め，不開示としたことは結論において妥当とした例 

１-26 答申１（行情）２２８「記録閲覧を拒否したとされる特定個人の事件記録等の不開示決定（適用除外）に関す

る件」 

・ 保管期間が満了した訴訟記録のうち，保管検察官が特に必要があると認めて特別処分により保存されている

記録は，当該記録自体が訴訟記録としての性質を失うものではないことから，刑事訴訟法５３条の２の「訴訟

に関する書類」に該当し，情報公開法の規定は適用されないとして不開示とした例 

○［再掲］答申３（行情）１４６「特定検察官が辞職した結果，業務の継続的遂行に生じる障害について分析した

文書等の不開示決定に関する件」 

・ 刑事訴訟法５３条の２第１項の「訴訟に関する書類」は，その保有の有無にかかわらず法の適用除外とされ

るべきものであるとして，原処分において法８条の規定により不開示とした部分のうち「訴訟に関する書類」

について，結論において妥当であるとした例 

 



○ 移送 

【法１２条関係】 

224 答申１６（行情）２４３「前特許庁長官の特定会社の顧問への天下り又は再就職に係る文書の不開示決定（不

存在）に関する件」 

・ 特定の元特許庁長官の再就職に関する文書を保有していないと判断したときに移送しなかったことは違法で

はないとしたもの 

４-13 答申４（行情）３８６「職員の兼業の許可に関する内閣官房令の策定過程における文書等の一部開示決定に

関する件（文書の特定）」 

・ 開示請求を受けた移送庁が，文書を特定せず移送の手続を行い，移送庁が保有している文書の範囲を超えて

文書を特定し行った原処分は，移送の手続に瑕疵があるが，移送後，審査請求人に対し必要な補正を求め，文

書を特定し，審査請求人もこの点について不服を申し立てていないことから，移送の手続に瑕疵があることを

理由に開示請求に係る決定を取り消すのは適当ではなく，処分庁に対する開示請求が行われたものとして扱う

のが妥当とした例 

 

○ 第三者に対する意見書提出の機会の付与等 

【法１３条関係】 

○［再掲］答申５（行情）７６８「特定の開示決定等に当たり第三者に意見書提出の機会を付与した決裁文書等の

一部開示決定に関する件」 ········································································· ４７ 

・ 第三者宛ての開示決定の通知書の保有の有無について，処分庁が第三者が開示に反対する部分の全てが不開

示であれば，１３条３項における通知は不要であるとの解釈の下で，特定法人に対する通知を行わなかったた

め，当該通知書は保有していないとの説明に対して，処分庁がその責任において，法１３条３項の通知が不要

であると解釈し，当該通知を行わなかった旨の説明は不自然，不合理であるとまではいえず，当該通知書を保

有しているとは認められないとした例 

 

○ 付言 

225 答申１３（行情）７５「昭和天皇の回想内容をまとめた「拝聴録九冊と結語」の不開示決定（不存在）に関す

る件」 

・ 情報公開の適用対象外とされた歴史的資料について宮内庁書陵部における公開のための整備が遅れているこ

とに苦言 

○［再掲］答申１３（行情）１４５「水俣病認定検討会の議事録等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 文書管理について付言 

226 答申１５（行情）１９「特定の財団法人の一部民営化に関して通商産業省が行った行政指導等の具体的施策に

関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 事案の移送につき，特定した文書以外に対象文書がない旨を異議申立人に明示する必要があったと付言した

もの 

227 答申１５（行情）４７７，４７８ ｢岩国基地から米本国への米海兵攻撃中隊の一部の移駐に関する日米両国政

府間の協議に関する文書の不開示決定に関する件外１件｣  

・ 諮問の遅延につき付言したもの 

○［再掲］答申１５（行情）７５１「平成１３年公認会計士第ニ次試験の合否判定に関する文書の一部開示決定に

関する件」 

・ 「解答」の保存等について付言したもの 

228 答申１５（独情）３１，３２「金融政策決定会合議事録の一部開示決定に関する件」 



・ 金融政策決定会合の議事録につき，一律１０年不開示とするのではなく適切な時期の公表が望ましいと付言

したもの 

229 答申２０（行情）１３９「「中期防」につづられている文書の不開示決定に関する件」 

・ 行政文書ファイル名について，単に連番を付して区別するのではなく，わかりやすいファイル名を工夫する

よう付言したもの 

230 答申２０（行情）２７７「特定医療用具の医療用具製造承認申請書等の一部開示決定に関する件」 

・ 原処分におけるマスキングにより，本来開示されるべき部分が隠れてしまう場合であって，開示請求者から

求めがあった場合の諮問庁の対応について，付言したもの 

231 答申２０（行情）４０６「特定職員の旅行命令簿等の一部開示決定に関する件」 

・ 開示の実施方法等の申出に係る手続が適正に行われなかったこと等が不服申立ての一因となったとして，事

務処理の適正化を指摘したもの 

232 答申２０（独情）２８「職業能力開発促進センターの職業訓練内容に係る記録の一部開示決定に関する件」 

・ 処分庁の担当職員による開示請求書の記載をもって異議申立人の補正としており，事務処理の適正化を指摘

したもの 

233 答申２０（独情）７７「ライヌラー河洪水予警報システム整備計画に係る機材価格諸元及び三者比較表の不開

示決定（不存在）に関する件」 

・ 開示請求時以降に当該請求文書が廃棄され，あるいは亡失することがないよう配慮すべき法的責務を指摘の

上，文書管理につき付言したもの 

○［再掲］答申２１（行情）６０３「「平成２０年度ＣＰＡ派遣報告書の提出について」の一部開示決定に関する

件」 

・ ＤＶＤを部分開示する際には，開示部分のみをつなぎ合わせて開示すると不開示部分の場所が分かりにくい

ので，不開示部分が容易に判別できる方式を工夫するなど適切に処理するよう求めたもの 

234 答申２３（行情）８７「「国以外の者による協力」の亡失に伴い「秘密保全に関する規則」８条に基づき採ら

れた措置に係る文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 開示請求がなされるまでの間，行政文書ファイルの亡失事実が判明していなかった点につき，付言したもの 

23-31 答申２３（行情）２２５「イラク関連事案等緊急対策本部会議に係る文書の一部開示決定に関する件」 

・ 原処分において本来不開示とすべきであったところ，開示するとの原処分を行ったことにつき，原処分にお

ける内容の精査について付言 

23-32 答申２３（行情）４１６「特定個人に係る死亡原因調査委員会調査報告の不開示決定に関する件」 

・ 本件における諮問の遅れは関連資料が公にされているとは言えない状況を故意に作出したとの疑念を抱かせ

る行為であることから，今後，開示請求及び不服申立てに対して適切な対応をすることが望まれると付言 

・ 本答申の射程について付言 

23-33 答申２３（行情）４３５「厚生労働大臣説明用資料の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 異議申立人が開示請求書及び異議申立書において一貫して開示を求めていた文書について，処分庁及び諮問

庁がそれを開示しない理由を説明しておらず，仮に開示決定通知時点等において適切に理由付記又は教示が行

われていれば早期の段階で希望する文書の開示が受けられた可能性があると付言 

○［再掲］答申２４（行情）７９「日米安保条約に基づく日米地位協定の民事裁判権に関する合意について記した

文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 情報公開制度の趣旨に鑑み，今後，同様な開示請求がされた場合，その開示・不開示の判断に当たり，日米

間の協議を行う等，諮問庁は開示に向けて最大限の努力をすることが望まれる旨付言 

24-32 答申２４（行情）１２２「昭和３９年の刑事確定記録保存簿等の一部開示決定に関する件」 

・ 刑事参考記録等保存簿について，掲載された事件は，いずれも著名なものであるばかりか，裁判の確定から

１００年を超えるほどの長期間を経過した事件もあり，裁量的開示を許容する法７条の趣旨に照らしても，こ

れらも一律に裁量によっても開示することができないとすることには，審査請求人の指摘する刑事参考記録の

社会共有財産的な性格を考慮すると，にわかに納得し難いものが残るとして，諮問庁においても，その裁量権

の適切な行使による開示に向けて，その具体的範囲，方法等を更に検討していくことが期待されると付言 

○［再掲］答申２４（行情）３６２，３６６，３６８，３７１「災害廃棄物安全評価検討会第７回及び第８回議事



録等の不開示決定に関する件」等 

・  議事録及び録音データを保有していないとの諮問庁の説明自体が不自然，不合理とまでは言えないとしつつ，

本件検討会の議事内容を保存することの重要性への認識が不足していたと言うべきであるとして，今後におい

ては，会議ごとに議事内容保存の重要性の程度を見極めて，適切な保存を図ることが望まれると付言 

24-33 答申２４（行情）３６５,３６７「「平成２１年度幹部学校業務分析について（回答）」の開示決定に関する件」 

・ 表紙以下合計６枚の本件対象文書につき，処分庁が法１１条の特例延長を適用して，まず表紙のみ（１枚）

を開示し，その約２か月後に内容部分（５枚）を開示していたことについて，処分庁が相当長期にわたり，日

常的に法１１条を適用する運用をしていたことは，あくまで特例としての延長を認めた法１１条の趣旨に沿う

ものとは言い難いので，処分庁においては，多数かつ大量の開示請求に対応できるように体制を見直すなど，

法１１条の運用の改善のために適切な方策を取るよう要望すると付言 

25-31 答申２５（行情）１２９，１３０「規制緩和委員会，規制改革委員会及び総合規制改革会議の議事録等の不開

示決定（不存在）に関する件他１件」 

・ 総合規制改革会議の議事録等について，議事録は，同会議の運営規則において作成・公表義務があるところ，

公表もせず，開示請求及び国会質問に対しては，作成・保有していないと不開示決定及び答弁を繰り返してい

たことなどから，適切な対応を求める旨を付言した例 

25-32 答申２５（行情）２３３「「護衛艦「たちかぜ」の一般事故調査結果について（通知）」等の一部開示決定に関

する件」 

・ 原処分において不存在とされた開示対象文書の一部が諮問後に発見されたことに関し，行政文書の保存の在

り方等多数の問題点を指摘し，組織としてこれらに真摯に取り組むよう付言した例 

25-33 答申２５（行情）２９８，２９９「昭和４６年建設省住指第４８７号土塗壁同等第１号の認定年月日等に関す

る文書の不開示決定（不存在）に関する件外１件」 

・ 開示請求の受付，補正等の段階で，開示請求者に丁寧な説明，情報提供等が行われていれば，本件異議申立

ては回避できたものと思料するとして，今後の窓口対応の適正化について付言した例 

25-34 答申２５（行情）３１５「東京電力福島第一発電所事故に伴う避難指示に関して原子力災害対策本部及び原子

力災害現地対策本部で開かれた全ての会議等の議事録等の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 全部開示をした行政文書について，開示請求後にホームページで公表していることから，開示請求者にその

旨の情報提供をすべきであった旨を付言している例 

25-35 答申２５（行情）３４７「特定個人が豊岡河川国道事務所に土地を売却した契約書の不開示決定（不存在）に

関する件」 

・ 処分庁が本来保有しておくべき開示請求対象文書等を紛失していたことについて，公文書管理法に基づく行

政文書の紛失事件として所要の手続が行われていること等を確認し，不存在であることを是認し，文書管理の

徹底について付言している例 

○［再掲］答申２６（行情）２０３「護衛艦たちかぜに関する訴訟に関して横浜地方法務局が防衛庁・自衛隊から

取得した文書の一部開示決定に関する件」 

・ 今後の判例検索システムの普及状況等によっては，今後事件番号について公表慣行を認める余地がある旨付

言した例 

26-27 答申２６（行情）５８２「接受保管簿の一部開示決定に関する件」 

・ 当初の一部開示決定に対する異議申立て及び当審査会の答申を受けて，本件対象文書を追加開示決定するに

当たり，当初の異議申立てで棄却決定された文書の名称を，追加開示決定の通知書に改めて記載することは，

同文書についても再度の異議申立てができるとの誤解を与えかねないので，今後は，これを是正し，開示決定

等に当たって適切な対応を行うことが望まれる旨の付言を行った例 

27-25 答申２７（行情）２７８「労働者派遣事業の事業所に対して是正指導を行うために送付した文書の決裁書類等

の一部開示決定に関する件」 

・ 審査会に対する諮問後に，処分庁が新たな処分を行った事実を審査会に連絡せず，また，審査会によるイン

カメラ文書の提示の求めに対し，長期間，当該文書を提示しなかったことについて，迅速かつ適切な対応が強

く望まれる旨付言した例 

27-26 答申２７（行情）４４０「「ＰＫＯの在り方に関する懇談会」に関して管理している行政文書の一部開示決定



に関する件」 

・ 原処分において，ファイルごとに一文書として記載し，個々のファイル内の具体的な文書名が特定されてお

らず，いかなる文書が対象文書として特定されたかが明確とはいえないので，今後，法９条１項及び２項の趣

旨を踏まえ，行政文書開示決定通知書には原則として具体的な文書名を明示するべきである旨付言した例 

27-27 答申２７（行情）５６９「特定年度に実施を希望する世論調査について（回答）の不開示決定（存否応答拒否）

に関する件」 

・ 開示請求の内容から対象となる文書が十分特定できたと考えられるところ，補正により対象文書を限定した

結果，存否応答拒否により不開示とされたものであり，処分庁は，今後，開示請求の対象となる文書の特定の

要否について，より慎重な対応が望まれる旨付言した例 

27-28 答申２７（行情）７６９「特定期間に景品表示法に基づき行った行政指導に関して交付した文書等の一部開示

決定に関する件」 

・ 諮問庁は，原処分で不開示とされた部分のうち，原処分時には既に公表されていた平成２４年度運用状況等

に掲載がある文言等については新たに開示するとしている一方，原処分後に公表された平成２５年度運用状況

に掲載がある文言と対応する箇所については開示しないとしているところ，諮問時点で平成２５年度運用状況

は公表されている以上，当該文言に対応する部分を公にしたからといって，諮問庁が説明するおそれはないと

考えられることから，現時点では，法５条２号イ並びに６号柱書き及びイに該当せず，開示相当である旨付言

した例 

○［再掲］答申２７（行情）９２４「政府事故調（福島第一原発事故）の中間報告及び最終報告書を作成する上で

集めた文書の一覧表の不開示決定に関する件」 

・ 原処分，理由説明書等のいずれも，どの不開示部分がどの不開示理由に該当するのか曖昧で，処分庁が漫然

と文書全体を不開示としたのではないかという疑問等すら生じさせるだけではなく，諮問庁も原処分に対し適

切な判断をしないまま諮問を行ったと考えざるを得ず，法１８条の趣旨を逸脱し当審査会の責務を否定するも

のであって情報公開制度の趣旨等にもとるものといわざるを得ないとし，今後，適切な処分・諮問を行うよう

強く望む旨付言した例 

28-22 答申２８（行情）７９０「平成２８年度「幹部職員名簿」（特定刑事施設）の不開示決定（不存在）に関する

件」 

・ 本件開示請求の時点では存在しなかった本件対象文書について，原処分時には作成されていたことが判明し

たことから，処分庁は，改めて審査請求人に対し，本件対象文書が作成されている旨の情報提供を行うなど，

適切な対応を行うことが望まれる旨付言した例 

29-23 答申２９（行情）３８１「「特定期間の所長，課長，首席等，達示，指示等の全ての例規」の一部開示決定に

関する件（文書の特定）」 

・ 文書の特定は開示請求時点を基準として行うべきであるが，開示請求時点から時間が経過していることも考

慮すれば，審査請求人に対し，改めて開示請求の後の改廃状況に関する情報提供を行うことが望ましいと付言

した例 

29-24 答申２９（行情）５０５「「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支

援活動等に関する法律」に関して行政文書ファイル等につづられた文書の一部開示決定に関する件」 

・ 国家安全保障局が受理した本件開示請求書には，「前回開示請求で特定された後につづられた文書の全て」と

の文言が記載されており，請求人は過去に自身が開示を受けた文書については本件開示対象から除外すること

を希望する趣旨であったものと認められるところ，このような場合には，請求人に当該開示請求の趣旨を確認

した上で，「前回開示請求」といった文言ではなく，過去の開示決定の文書番号等を明示させるなど，請求文言

の補正を求めるのが相当であるとする付言を行った例 

29-25 答申２９（行情）５２７「特定新聞が報じた外務省がまとめた諜報工作対応強化策に関する文書の不開示決定

（存否応答拒否）に関する件」 

・ 諜報工作対応強化策に係る文書の存否を明らかにすれば，外務省がこれにいかに備えているのか又はいない

のかが明らかとなり，その存否を答えるだけで法５条３号の不開示情報を開示することとなるとして，存否応

答拒否とした原処分は妥当と判断しつつも，本件は異議申立てから諮問までに約１０年８か月が経過しており，

行政不服審査制度の存在意義を否定しかねない極めて不適切な対応であるとの付言を行った例 



○［再掲］答申３０（行情）２９７「特定の開示決定で開示された文書が何という名称の行政文書ファイルとして

電子政府の行政文書ファイル管理簿に登録されているか分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 行政文書ファイル管理簿の保有の有無について，当該管理簿の管理状況や内部的取扱い等に基づいて具体的

に説明することが可能であると考えられるにもかかわらず，当審査会からの再三の照会に対しても，具体的な

根拠に基づく説明を行わなかったとして，付言を行った例 

30-32 答申３０（行情）４１４「特定有機登録認定機関に対する独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる

調査に関する文書の一部開示決定に関する件」 

    答申３０（行情）４１５「特定有機登録認定機関が提出した登録認定機関登録の更新申請書等の一部開示決定

に関する件」 

・ 文書特定後にメモ書きを消去したことについて，適切さを欠くものである旨の付言を行った例 

30-33 答申３０（行情）５２２「「行政文書開示請求書（特定受付番号）の移送について」の決裁文書の一部開示決

定に関する件」 

・ 会計検査院長に事案の移送を行い，会計検査院長において開示決定等をすべき文書についてまで不開示とす

る原処分を行ったことに対し付言した例 

30-34 答申３０（独情）８「特定事件番号の答申を受けて法人が行った決定に係る決裁文書の一部開示決定に関する

件」 

・ ２件分の開示請求及び同手数料を受けながら，特定した文書が同一であったため，１回の開示決定しか行わ

なかったにもかかわらず，当該決定通知書にはその旨の説明がなかったことにつき，請求文書が特定されてい

ないとの審査請求を招く結果となったものであり，複数の開示請求を受け付けた場合，特定した文書が同一で

あったとしても，それぞれの開示請求に対するものであることを明らかにして開示決定等を行うべきと付言し

た例 

２-10 答申２（行情）１１５「特定道路の料金見直しに係る決裁文書等の一部開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ １件の文書として開示された８，０００枚近くの文書のうち，審査請求人が求める文書はごく一部で，必要

のない手数料を負担せざるを得なかったとの審査請求人の主張に対し，文書単位でその全部を特定したことは

不適法とはいえないが，本件は，審査請求人が求める文書を容易に区分することが可能であったことから，開

示の実施に先立ち，その旨を審査請求人に情報提供するなど，今後の対応について諮問庁に期待する旨付言し

た例 

２-11 答申２（行情）２６３「特定事件番号の答申において「改めて開示決定等すべき」とされた文書の一部開示決

定に関する件（文書の特定）」 

答申２（行情）２６６「「平成３１年度以降に係る防衛計画の大綱について」等の対外想定問答に該当する文

書等の一部開示決定に関する件」 

・ 別件開示決定により決定された文書は，当初決定において全部開示とされた文書の当初決定を取り消し，同

文書を新たに不開示とするものであると解され，開示請求者に不利益な変更を行うものと認めざるを得ず，別

件開示決定により決定された文書については，行政手続法１３条２項の除外事由等がない限り，同条１項１号

イに基づき，開示請求者に対して聴聞手続を行うべきであったといえるとして，付言とした例 

３-12 答申３（行情）５７６「行政文書ファイル「令和２年度 原発警備」に保存された文書の不開示決定（不存在）

に関する件」 

・ 当該年度に該当する文書の作成・取得がなく，年度当初にｅ－Ｇｏｖに掲載した行政文書ファイルは削除す

べきであったところ，削除が更新作業時期に間に合わず存在しない文書が実在するかのように掲載されていた

という文書管理の実態に対し，今後，慎重かつ適切な文書管理が強く望まれるとした上で，不開示決定通知書

に上記の不開示の経緯等が分かるよう記載していれば審査請求を回避できた可能性もあったと考えられ，その

内容に応じた理由を適切に記載するよう留意すべきである旨付言した例 

３-13 答申３（独情）５４「「医薬品自主回収に関する手順書（平成２８年）」の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 開示された文書は開示請求した文書ではなく，該当する文書がない場合には不開示決定通知書を発行すべき

という開示請求者からの指摘を受けて行われた場合であっても，対象文書を全部開示とした処分を取り消す行

為は，行政手続法１３条１項１号イの許認可等を取り消す不利益処分に該当し，同条２項の除外事由等がない

限り，同条１項１号イに基づき，開示請求者に対して聴聞手続を行うべきである旨付言した例 



４-14 答申４（行情）３６３「特定年度の分限処分等に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 請求文書を３件と算定し，行政文書を特定した原処分において，行政文書開示決定通知書の「１ 開示する

行政文書の名称」の項に，具体性を欠く行政文書名を１つのみ記載したこと及び「行政文書の種類・数量」欄

に１件ごとの内訳を記載しなかったことは，適切さを欠くといわざるを得ず，今後の開示請求への対応に当た

り留意すべきである旨付言した例 

５-29 答申５（行情）６１２「特定役職への就任経緯及び退任経緯に関する文書の一部開示決定に関する件（文書の

特定）」 

・ 開示請求書の記載において請求する文書の範囲について疑義があり，別途審査請求人に確認を行っている場

合，開示決定に際しては，開示請求書の記載を引用するのみではなく当該確認の結果に沿って探索を行った結

果であることを了知し得るような措置を講じるべきであったと付言したもの 

５-30 答申５（行情）７６５「特定の文書誤送付事案に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 情報公開法に基づく開示請求について，開示請求書の記載からすると，審査請求人本人に係る情報の開示を

求める趣旨を含むことがあることが認められるため，個人情報保護法に基づく開示請求について教示を行うよ

う，今後開示請求に係る事務手続において的確に対応することが望まれると付言した例 

５-31 答申６（行情）８２「「警備対策官集合教育（在外邦人等の輸送）（特定日付け）」の一部開示決定に関する件」 

・ 開示決定等における不開示部分とその理由の示し方については，不開示とした部分それぞれに明確に対応し

た不開示理由を示すべきところ，開示決定等通知書においては，各不開示理由に該当する不開示部分が判然と

しない内容となっている。したがって，本件開示決定における理由付記は，行政手続法８条１項の趣旨に照ら

し，適切さを著しく欠くものといわざるを得ず，処分庁においては，今後，不開示部分の特定を具体的に行う

こと及びそれに対応した適切な不開示理由を記載すべきであると付言した例 

○［再掲］ 答申５（行情）４７９及び４８０「特定の出張の報告に係る文書の不開示決定に関する件」 

・ 同旨の開示請求に対し，異なる文書を特定し，開示決定及び不開示決定した各原処分について，それぞれ文

書の特定漏れを認め，処分庁の原処分における文書の特定についての検討が不十分及び諮問庁の審査請求に対

する対応が不十分かつ一貫性に欠けると付言した例 

 

○ その他 

235 答申１５（行情）４９９，５００「柔道整復師に対する行政処分の命令書の一部開示決定に関する件」 

・ 答申に従って開示部分が拡大された再決定を妥当としたもの 

236 答申１６（行情）１７「ｅ！プロジェクト」（平成１３年度補正予算分）の公募に係る応募一覧等の一部開示

決定に関する件」 

・ 類似の行政文書について各行政機関の長が同様の開示決定をしなかったことを妥当としたもの 

237 答申１７（独情）５１～５３「「淀川左岸線（２期）の概要」の一部開示決定に関する件外２件」  

・ 他の行政機関より同種の情報が公表されていることを理由に開示を求める不服申立人の主張を退けたもの 

238 答申１８（行情）９４「特定工場に係る日本工業規格表示許可申請書の一部開示決定に関する件」  

・ 関係法人から法１３条１号の照会に対する意見書の提出がなかったことをもって，当然に文書の公開を承諾

したと解すべきではないとしたもの 

○［再掲］答申１８（行情）１０９「昭和聖徳記念館建設計画の内容変更等について等の一部開示決定に関する件」  

・ 著作権法１８条３項１号の「別段の意思表示をした場合」に当たり，公表権を侵害する可能性があるとして，

２号イ該当性を認めたもの 

239 答申１８（行情）２７０「警視庁等に係る総理府所管一般会計の計算証明書類のうち支出証拠書類等の一部開

示決定に関する件」  

・ 対象文書が膨大であるもの 

・ 異議申立人が主張するような法２７条４項（現在は情報公開・個人情報保護審査会設置法９条４項）の規定

する調査を実施すべきものとは認められないと判断したもの 

240 答申１９（行情）３５６「特定時刑事施設にかかる被収容者身分帳簿の不開示決定に関する件」  

・ 「被収容者身分帳簿（ただし，称呼番号が２０００番台の被収容者に係るもので，平成１８年１１月１日か



ら同年１２月３１日までの間に，その一部が，法に基づいて開示されたもの）（特定時刑事施設）」につき，開

示請求に形式上の不備があるとして不開示とした決定について，取り消すべきであるとしたもの 

241 答申２０（行情）１０２「岩国刑務所組織図（平成１９年２月１日現在）の一部開示決定に関する件」 

・ 平成１８年度岩国刑務所組織図（平成１９年２月１日現在）につき，その一部を不開示とした決定は，行政

手続法１３条１項の規定に反する違法なものであり，取り消すべきであるとしたもの 

242 答申２１（行情）４５７「西日本入国管理センターの被収容者が収容される部屋につき外部が見えない構造と

されている根拠となる文書等の不開示決定（不存在）に関する件」  

・ 法務大臣あての開示請求につき，西日本入国管理センター所長が原処分を行ったことは，適正ではないとし

たもの 

243 答申２１（行情）４９２「宮城刑務所職員名簿等の一部開示決定に関する件」  

・ 内規に関連する訓令・通達も，法施行令１３条２項２号の「相互に密接な関連を有する複数の行政文書」に

該当するとして，新たにこれを対象とし，改めて開示決定等すべきとしたもの 

○［再掲］答申２２（行情）３６４「「日米防衛協力のための指針」関連１３の一部開示決定に関する件（総会審

議分）」  

・ 総会の実施により，先例答申における不開示情報該当性の判断を変更した事例 

○［再掲］答申２２（行情）５３８「「平成１７年度航空安全会議資料」の一部開示決定に関する件」 

・ 対象文書の原本，開示実施文書及びインカメラ文書との間に看過できない相違点があり，原処分における成

立過程に重大な瑕疵があるなどとして，原処分を取り消すべきとしたもの 

○［再掲］答申２２（行情）５５９「特定日に提出された特定会社による特定不動産の鑑定評価書の一部開示決定

に関する件（第三者不服申立て）」  

・ 特定会社による特定不動産の鑑定評価書につき，法７条による公益上の理由による裁量的開示をすべきであ

るとの諮問庁の主張を妥当としたもの 

244 答申２２（独情）５８「「金相場」の「非規制海外先物」に関するＰＩＯ－ＮＥＴの全国の消費生活相談情報

の一部開示決定に関する件」  

・ データベースにつき，あらかじめ開示し得る項目を定め，当該項目のみ全部開示するという対応を合理的と

したもの 

○［再掲］答申２３（行情）２２５「イラク関連事案等緊急対策本部会議に係る文書の一部開示決定に関する件」  

・ 原処分において本来不開示とすべきであったところ，開示するとの原処分を行ったものとして，当該部分を

不開示とする処分に修正することは，原処分の不利益変更であって，異議申立ての対象外と解されるので，当

審査会においては，当該部分の不開示情報該当性の判断は行わないとしたもの 

23-34 答申２３（行情）４１６「特定個人に係る死亡原因調査委員会調査報告の不開示決定に関する件」 

・ 約５年にわたり厚生労働省のホームページに掲載された後，本体開示すべきでなかったとして原処分とほぼ

同時期にホームページから削除された情報について，原処分時においては公にされていたとした例 

23-35 答申２３（独情）７４「診療録紛失に係る調査委員会に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 多様な文書につき，表紙の付されたファイルに編てつされて保管されており，相互に関連性を有する文書で

あるからと言って，法の適用につき，全体として一つの法人文書であるとみることはできないとした例 

24-34 答申２４（行情）３３９「家電リサイクル法施行後の指定引取場所に対する立入調査実施報告書の不開示決定

に関する件」  

・ 本件リストと本件対象文書とは，異なる行政文書ファイルにつづられている上，相互に密接な関連を有する

行政文書とは言えず，また，本件対象文書も年度ごとに異なる行政文書ファイルにつづられており，立入調査

について年度をまたがった継続案件もないことから，本件対象文書についても，年度ごとの行政文書ファイル

が相互に密接な関連を有する行政文書とは言えないとした例 

24-35 答申２４（行情）３４５「秘密保全法制のための法制の在り方に関する有識者会議等の議事内容が分かる文書

の開示決定に関する件」  

・ 行政文書開示等決定通知書において，開示する旨決定しながら，本件対象文書を保有していないとする不開

示理由が記載されているため，開示決定か不開示決定かが判然とせず，原処分には，結論と理由が齟齬すると

いう重大な瑕疵（かし）があり，違法であるので，取り消すべきであるとした例 



○［再掲］答申２５（行情）２８６「大阪・泉南地域のアスベスト被害に係る国家賠償請求訴訟に関して法務省が

保有する文書の一部開示決定に関する件（総会審議分）」 

・ 総会の開催により，先例答申（５条６号ロに該当し不開示が妥当）における不開示情報該当性の判断を変更

した例 

25-36 答申２５（行情）３１４「大阪・泉南地域のアスベスト被害に係る国家賠償請求訴訟に関して法務省が保有す

る文書の一部開示決定に関する件（第１部会審議分）」 

・ 総会答申（平成２５年度（行情）答申第２８６号）の残りの部分の答申 

25-37 答申２５（行情）４０４「「生活の質に関する調査」の調査個票の不開示決定に関する件」 

・ ５条１号並びに６号柱書き及びハの不開示情報に該当するとして，全ての文書を不開示とした決定につき，

調査対象者を推認できなくすることは可能であるから，全部不開示は認められず，再度検討の上，不開示情報

に該当しない部分を開示すべきとした例 

26-28 答申２６（行情）２７９，２８０「行政文書ファイル「過去に起因する問題③」に含まれる文書の一部開示決

定に関する件」 

・ 諮問庁が，開示決定通知書の不開示理由一覧表における不開示部分の表記に誤記があったので変更決定を行

う旨理由説明書で説明したのに対し，原処分については，開示決定等通知書に記載されたとおりの内容で行わ

れたものと解すべきであり，諮問庁が，異議申立てに対する決定において，原処分で開示することとされた本

件開示部分を不開示に変更することは，原処分を異議申立人に不利益に変更しようとするもので許されないと

した例 

26-29 答申２６（行情）３４２「特定会社で発生した従業員の自殺に対し労災適用を認定した際の決定理由が分かる

審査請求に係る決定書の一部開示決定に関する件」 

・ 労働者災害補償保険審査官が労災認定を客観的に判断した根拠にかかる記載については，同じ事件の実地調

査復命書において不開示とすべきとした記載と同様の内容であっても５条６号柱書きに該当せず開示すべきと

した例 

26-30 答申２６（行情）３７７「「行政文書ファイル「自衛権関連（７）」につづられている文書の一部開示決定に関

する件」 

・ 開示決定通知書は，対象文書について開示を決定しながら，不開示とした部分があるとして不開示理由を付

記していることから，開示決定か不開示決定かが判然としない内容となっており，原処分には結論と理由とが

そごするという重大な瑕疵（かし）があり，違法であるので，取り消すべきであるとした例 

・ また，諮問庁が開示決定通知書を差し替えて瑕疵が治癒されるとしていることについて，開示決定を不開示

決定に変更することは許されないとし，当初の処分における開示部分を不開示とする処分に修正することは，

行政手続法１３条１項１号イの許認可等を取り消す不利益処分に該当するから，同条２項の除外事由等がない

限り，同条１項等同法所定の手続を経るべきであるとした例 

26-31 答申２６（行情）５６１「「過去の研究成果」の不開示決定に関する件」 

・ 過去に一部開示された文書の不開示部分（黒塗り部分）に名称が記載された文書の開示請求について，その

後の不服申立てにより当該部分の不開示情報該当性が否定されて開示されたという経緯の下では，当該部分は

本来開示されているべきであったという前提で本件対象文書の不開示情報該当性も判断すべきであるとし，当

該部分等の記載から判明する本件対象文書の名称，及び本件対象文書の過去の開示請求で開示されていた部分

は，本件においても開示すべきであると判断した例 

26-32 答申２６（行情）５６３「特定会社事件で被害を受けた年金基金のうち代行返上できない基金のため赤の他人

の厚生年金保険料で補填を検討している文書等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 本件対象文書については，本件において明らかな事実に即した広義な解釈をすべきであり，その場合，少な

くとも国会質問案及び国会答弁案等の文書を保有していると認められるので，これを特定し，調査の上，更に

本件対象文書に該当するものがあれば，これを特定し，改めて開示決定等をすべきであるとした例 

27-29 答申２７（行情）１６９「特定私立大学の免許状授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（大学院の

課程）における特定研究科部分等の一部開示決定に関する件」 

・ 対象文書と同種の過去の文書が国立公文書館において公開されていることに関して，国立公文書館に移管さ

れた文書の特定歴史公文書等としての利用の可否については，当該文書が行政文書又は法人文書として作成又



は取得されてからの時の経過を考慮等した上で判断されるものであって，国立公文書館で利用に供されている

情報と同種の情報が直ちに法５条各号の不開示情報に該当しないということはできないと判断した例 

27-30 答申２７（行情）７０９「「特許庁業務運営計画（案）」等の一部開示決定に関する件」 

・ 「特許庁業務運営計画」策定に関する庁内委員会の議事録等の開示請求に対し，庁内委員会とは位置付けが

異なる庁議に関する文書は対象文書に該当しないとして特定しなかった原処分について，特許庁内における庁

内委員会と庁議の位置付けの違いを国民が正しく理解することは困難であり，本件開示請求は，特許庁業務運

営計画の策定経緯が分かる文書の開示を求める趣旨と解すべきであり，庁議に関する文書もこれに該当するこ

とから，改めて開示決定等をすべきであると判断した例 

27-31 答申２７（行情）９１２「特定事件番号の答申に係る行政文書開示請求において開示されるべきであったのに

開示されなかった文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 「別件開示請求において，開示されるべきだったのに開示されなかった文書」との請求文言の開示請求につ

いて，別件開示請求に係る異議申立てが棄却されていたことを考慮すると，当該請求文言により文書を特定す

ることは困難であって，本件開示請求には文書の不特定という形式上の不備があると認められ，当該請求文言

の補正がなされない限り，形式上の不備により不開示とすべきものであると判断した例 

27-32 答申２７（行情）９１３「憲法９条の解釈変更を国会等で説明するため政府が作成した想定問答の不開示決定

（不存在）に関する件」 

・ 本件開示請求書に特定新聞の記事が添付されていたことから，当該記事に記載されている想定問答集の開示

を求めるものと解し，不開示（不存在）の原処分が行われたのに対して，本件開示請求書の請求文言（「憲法９

条の解釈変更を国会などで説明するため，政府が作成した想定問答」）自体にはそのような限定的な記載がない

ことから，処分庁が限定的に請求文言を解釈して決定を行ったことは，法１条及び３条の趣旨に照らし，不適

切といわざるを得ず，開示請求内容に合致する文書全てを対象文書として特定した上で開示決定等を行う必要

がある旨付言した例 

28-23 答申２８（行情）９６「技術基準検討委員会等の設置や委員等の選出に係る文書等の不開示決定に関する件」 

・ 平成１７年度から平成２０年度までの支出計算証拠書類という４つの行政文書ファイル（本件対象ファイル）

内の全ての文書に対する開示請求について，本件の場合，行政文書ファイル名での特定はされているが，本件

対象ファイルには国土交通省内部部局の支払いに関する多種多様の証拠書類が含まれ，その数量も１２０万枚

に及ぶ極めて膨大なものであり，全ての文書について開示決定等をするには極めて長期間（２０年１０か月）

を要し，業務の遂行等にも多大の支障を及ぼし，法１１条を適用しても対応が不可能である旨の諮問庁の説明

は首肯できるとした上で，このような開示請求は，一般に開示請求制度の適正かつ円滑な運用に沿うものでは

なく，社会通念上相当であるとして是認できる開示請求の範囲を著しく超えていると認められ，本件開示請求

においては，更に限定した文書特定を行わない限り，請求文書の特定として不十分であるとする諮問庁の判断

は妥当であると判断した例 

28-24 答申２８（行情）３２０「特定日に特定警察署特定課勤務であった特定警部の氏名が記載されている文書の不

開示決定に関する件」 

・ 処分庁は，求補正において，開示請求書の「請求する行政文書の名称等」欄の記載では文書の特定が困難で

あり，開示請求に形式上の不備があることを説明しないまま，単に同欄の記載をまとめたものを補正依頼書に

記載した上で，そのとおり特定してよいか確認しているにすぎず，仮に審査請求人が補正に同意していたとし

ても形式上の不備により不開示決定がなされたものと考えられ，このような求補正のやり方は法４条の規定の

趣旨に沿うものではなく，開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした原処分は取り消すべきとした例 

29-26 答申３０（行情）１９「「学習用物品等の取扱いについて」（特定刑事施設）の不開示決定に関する件」 

・ １回目審査請求に係る裁決は，原々処分中，一部の文書について不開示妥当として当該審査請求を棄却した

ものであるから，当初納付した手数料は，原々処分の手数料に充てられたものと認められ，上記裁決後の原処

分において最終的に特定された文書の開示請求については，改めて手数料の納付が必要と判断した例 

30-35 答申３０（行情）１７１「特定の情報公開請求がされた際に横須賀地方総監部において探索されたファイルに

つづられていた文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・  別件の開示請求がなされた際に，探索されたファイルにつづられていた文書一切の開示を求める本件請求は，

本来は，文書の不特定という形式上の不備により不開示とすべきであるが，原処分は不存在不開示としている



ので，結論において妥当と判断した例 

30-36 答申３０（行情）２６４「「子宮頸がんワクチン副作用救済給付請求に係る調査報告書のうち接種から副作用

発症期間が２８日以上経過して支給決定を受けたもの」の不開示決定に関する件」 

・ 薬事・食品衛生審議会に提出された「経過概要表」の「副作用等の発生及び処置等の経過」欄の記載から，

副作用と認められた症状が確認された年月日は把握することが可能であるため，本件開示請求書の文言の一部

を然るべき表現に改めることなどにより，文書を特定することは可能であると認められるとして，開示請求者

に対し，補正の参考となる情報を提供するなどして開示を請求する文書の名称等について補正を求め，改めて

文書の特定を行い，開示決定等をすべきであるとした例 

30-37 答申３０（行情）４９９「特定刑事施設が保有する所内例規に関する行政文書ファイル（特定期間）等の不開

示決定に関する件」 

・ 審査請求人が開示を求める文書は十分に明確であり，処分庁が行った求補正は，開示請求内容を変えない限

度での字句の修正や法上当然の前提事項を本件対象文書の内容に付加したものにすぎないなどと認められるこ

とから，たとえ，審査請求人が諾否を回答しなかったとしても，文書の特定が不十分なものとなるわけではな

いなどとして，原処分は取り消すべきと判断した例 

１-27 答申１（行情）２４「特定日に海上幕僚監部法務室等において「個人資料」として保管されていた文書の一部

開示決定に関する件」 

・ 本件開示請求は，特定部署が保有する全ての文書につき，特定の条件に合致するか否かを逐一確認しなけれ

ば，請求文書に該当するか否かを判断できない包括的な性質のものであることに鑑みれば，開示請求文言の求

補正をもってしても，対象文書を特定することは極めて困難であったと考えられることから，処分庁が求補正

等を行わないまま原処分を行ったことが法４条の趣旨に照らして直ちに相当ではなかったとまではいえず，文

書の不特定という形式上の不備により不開示とすべきであったとして，原処分を結論において妥当とした例 

１-28 答申１（行情）１６５「職員団体との交渉記録の開示決定に関する件（文書の特定）」 

・ 職員団体との交渉記録について，別々の行政文書ファイルに編てつされていることのみをもって，相互に密

接な関連を有する行政文書に当たらないとは言えず，令１３条２項２号に該当すると解するのが相当とした例 

１-29 答申１（行情）４１４「非常勤職員の職種が初めて創設された際の決裁文書の開示決定に関する件（文書の特

定）」 

・ 非常勤職員の職種が初めて創設された際の決裁文書について，複数の行政文書が同一の行政文書ファイルに

編てつされていることから，令１３条２項１号により編てつされている同一の行政文書ファイルごとに各１件

の行政文書とみなして算定すべきとした例 

１-30 答申１（行情）４３７「特定文書番号の文書に係る決裁文書の一部開示決定に関する件」 

・ 本件は，当初，全部開示決定を行ったが，文書の特定漏れの指摘を受け，当初処分を取消し，新たに特定し

た文書の一部を不開示とする原処分を行ったところ，原処分に表示された文書名は当初処分の文書名と同じで

あり，処分庁の内情はともかく，原処分は全部開示である当初処分を部分開示に変更した不利益処分に該当す

ると解さざるを得ず，行政手続法１３条１項に定める聴聞手続を経ていない違法なものであり，取り消すべき

とした例 

１-31 答申１（独情）７３「医学部附属病院が保有する時間外勤務及び休日勤務に関する協定の一部開示決定に関す

る件」 

・ 審査請求人は，同一の文書（いわゆる３６協定）に係る他の処分庁の決定における不開示部分が原処分のそ

れと大きく異なっており，原処分は誤りであると主張するが，特定の文書に係る不開示情報該当性に関して，

他の行政機関の長による判断が処分庁の判断の妥当性を直ちに左右するものではないとして，当該主張は採用

することができないとした例 

２-12 答申２（行情）４２４「特定個人が提出した審査請求書に関する不動産登記法１５７条２項に規定する意見に

係る決裁文書の開示請求に係る不作為に関する件」 

・ 特定の個人が行った不動産登記法に基づく審査請求に係る行政文書の開示請求に対して，処分庁が開示決定

等を行わなかったため，不作為による審査請求がされたところ，諮問庁が処分庁の不作為について，諮問庁が

存否応答拒否という形で開示決定等をすべきとしていることを妥当とした例 

３-14 答申３（行情）５２５「選定委員会資料・議事録（平成３０年度開催分）の一部開示決定に関する件」 



・ 原処分及び諮問庁の理由説明書において，不開示部分とその理由の記載について合理性を欠く点及び不明確

な点が少なからずある上，諮問庁に対して適切な補充理由説明書を提出するよう促しても，相応の時間を経て

も提出されることがなかったことから，個々に不開示情報該当性を精査・検討し，一貫性のある整理と説明を

もって改めて開示決定等をすべきであるとした例 

３-15 答申３（独情）４６「特定期間に特定施設においてＸ線撮影補助業務を行った者に係る外部被ばくによる線量

の測定記録の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 法に基づく開示請求権の対象は，開示請求時点において「独立行政法人等が保有している」文書に限られて

いる旨を明示し，開示請求を受けた処分庁が当該開示請求の対象となる文書を保有することになる時点まで法

１０条若しくは法１１条の開示決定等の期限を延長し開示決定等を行うべきとする審査請求人の主張を退けた

例 

４-15 答申４（行情）２８１「個別納税者の税務調査等に関し国会議員等が広島国税局等に口利きなどの介入を行っ

た場合の経緯等を記載した文書について行政文書管理ファイル簿記載上の文書分類が分かる文書の不開示決定

に関する件」 

・ 審査請求人が行政文書ファイル管理簿等に記載された情報の中から自身が求める情報のみを開示するよう求

めたのに対し，行政文書のうちその情報が記録されている部分のみが開示の対象となるものではなく，当該行

政文書全体を開示の対象として特定すれば足りるとした例 

・ また，審査請求人の求める行政文書を特定するためには，悉皆的に文書の探索が必要となるなど，作業量が

膨大となることが明白であり，行政の事務執行に支障が生じるとする諮問庁の説明を認め，文書を特定するに

足りる事項が記載されていないとして，開示請求に形式上の不備があるとした例 

４-16  答申４（行情）５４８「特定職員が特定期間に送受信した電子メールの不開示決定に関する件」 

・ 対象となる職員や期間が特定されていたとしても，「送受信した電子メールの全て」の開示を求める請求につ

いて，行政文書の名称，分野，内容等が特定されていない上，いずれの部局が保有する行政文書なのか明らか

ではなく，各部局の行政文書ファイルを悉皆的に探索する必要があるから，文書を特定するに足りる事項が記

載されていないとして，開示請求に形式上の不備があるとした例 

４-17 答申４（独情）２１「国選弁護人等の報酬及び費用の算定に対する不服申立てが採用された事件の採用理由が

記載された文書の不開示決定に関する件」 

・ 法人のどの組織が保有する文書を請求するかを問う求補正に対し回答を得られず，対象文書が多数に上るこ

とが見込まれたとしても，対象文書を特定できる場合には，該当する全ての文書を特定し開示請求手数料の不

足があれば再度求補正をすべきであって，原処分に係る開示請求に法人文書の不特定という形式上の不備があ

るとは認められないとした例 

４-18 答申４（独情）６６ないし６８「特定職員が特定期間に送受信した電子メール等の不開示決定に関する件」 

・ 特定職員が特定期間に送受信した電子メール等の開示請求について，送受信した期間を特定するのみでは文

書を特定することはできない旨の諮問庁の説明を是認した上で，事案に即した参考情報を提供することなく行

われた求補正は不当といわざるを得ず，補正の参考となる情報を提供するなどして開示を請求する文書の名称

等について補正を求め，改めて文書の特定を行い，開示決定等をすべきであるとした例 

５-32 答申５（独情）３６「特定部局全体で特定年度に出費した総額に関する文書の開示決定に関する件（文書の特

定）」 

・ 開示請求のあった時点で存在しない文書の請求へと誘導する補正手続を行った上で当該文書を作成し開示し

た原処分は，手続上の不備であり取り消すべきとした例 

５-33 答申５（独情）４４「「特定職員が作成した職業評価に書かれている診断名と主治医意見書等に書かれている

診断名が一致していない当該評価」等の不開示決定に関する件」 

・ 開示請求書の記載どおりの文書を特定するためには，特定施設が保有する約１万件の個別管理された台帳を

悉皆的に探索する必要があり，機構の事務執行に支障が生じるほどの作業を行うことは現実的ではないとする

諮問庁の説明を認め，「法人文書を特定するに足りる事項」が記載されているとは認められないとした例 

５-34 答申６（行情）８４「特定の開示決定等で特定されるべき文書の一部開示決定に関する件」 

・ 審査会において既に本件と同旨の審査請求に関する諮問に対して判断を示していること（以下「先例答申」

という。）が顕著である事案について，諮問庁が先例答申における説明内容を維持し，審査会においても改めて



審議したところ，先例答申における対象文書の特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性に係る結論と判

断を異にすべき事情が見られないことから同様の結論に至ったとした例 

  ※先例答申の判断部分を別紙として記載。 

○［再掲］答申６（行情）１１「特定空港事務所特定課職員のメール送受信記録の不開示決定（不存在）に関する

件」 

・ 開示請求文書を狭く捉えた原処分の妥当性を否定し，文書の不特定という形式上の不備とならないよう適切

に情報提供及び求補正を行った上で改めて開示決定等をすべきと判断した例 

 ○［再掲］答申６（行情）２８３「情報公開・個人情報保護審査会第３部会が作成した・取得した文書の不開示決

定に関する件」 

  ・ 開示請求の対象行政文書の特定のために諮問番号等の回答を求めた求補正に対する回答がなく、形式上の不

備が補正されなかったことを理由に不開示とした原処分について、審査請求人が開示を求める文書が特定され

たとは認められないから、妥当であるとした例。 

６-27 答申６（行情）３８８及び３８９「「核兵器禁止条約」に関して行政文書ファイル等につづられた文書の不開

示決定に関する件」 

  ・ 開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした各決定については、開示請求者に対し、補正の参考とな

る情報を提供するなどして開示を請求する文書の名称等について補正を求め、改めて文書の特定を行い、開示

決定等をすべきであるとした例 

６-28 答申６（行情）７２１ないし７２３「特定医薬品に係る特定事項に関する文書の不開示決定に関する件」 

  ・ 開示請求者が対象文書を特定することなく、処分庁に対して特定医薬品に関する疑問への回答を求め、求補

正にも応じなかった事例について、具体的にどのような文書の開を求めているのか明らかにされていないとし

て、形式上の不備による不開示決定を妥当と判断した例 

６-29 答申６（行情）８９３及び８９４「特定職員が特定期間に送信した電子メールのうち特定の文言を含むもの

の不開示決定（不存在）に関する件」 

  ・ 複数回にわたって求補正の手続が行われた場合には、開示決定等の期間に算入されないのは、実際に補正に

要した日数のみであり一の補正が済んだ後次の補正依頼までの期間は開示決定の期間に算入され、また、求補

正に対する回答がされなかった本件においては、開示決定等の期間の算入の関係では、当該求補正の回答期限

をもって当該補正に要する日数が終了したと扱うべきであるとした例 

  ○ ［再掲］答申６（行情）１０１８「特定日特定時間帯に路上喫煙をしていた職員とされる個人が当該時間帯

において職務専念義務がなかったことが分かる文書の不開示決定に関する件」 

  ・ 開示請求書添付の写真から識別可能な特定の個人に関し、①特定庁舎に勤務する職員である事実及び②特定

日特定時間帯に路上喫煙をしていた事実が存在することを前提として、職務専念義務がなかったことが分かる

文書の開示を求める請求について、開示請求に行政文書の不特定という形式上の不備があるとは認められない

が、開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで、特定の個人に関する上記①及び②の各事実の有無という

法５条１号の不開示情報を開示することとなるため、存否応答拒否すべきであったとした例 

６-30 答申６（独情）１１８「特定年度に職員が特定容疑で現行犯逮捕されたため減給処分を受けた事案に関する

文書等の不開示決定に関する件」 

  ・ 個人の特定がされないという形式上の不備を理由として不開示とされた原処分について、処分庁において開

示請求書の記載に沿った事案の特定は可能であり、個人の特定も可能となることから、該当の文書を特定し開

示決定等をすべきであるとした例 



Ⅱ 個人情報保護 

※ 適用条文は令和５年４月１日以降に施行された個人情報の保護に関する法律に基づいた表記として

いるが、審査請求に係る原処分が以下のものは表記が異なる。 

・ 令和４年３月３１日まで 旧行政機関個人情報保護法、旧独立行政法人等個人情報保護法の規定に

基づく表記としている。（旧行個（旧独個）１４条各号） 

・ 令和４年４月１日～令和５年３月３１日まで 当時適用されていた個人情報保護法に基づく表記と

している。（個情７８条各号） 

 

○ 開示請求者の生命，健康，生活又は財産を害するおそれがある情報 

【個情７８条１項１号（旧行個（旧独個）１４条１号）関係】 

１ 答申１８（独個）９「本人に係る小学校児童指導要録の不開示決定に関する件」  

・ 児童の法定代理人による開示請求に対し，本件特有の諸事情を考慮し，法１４条１号に該当するとしたもの 

２ 答申２０（行個）１「旧司法試験第二次試験ファイルの一部開示決定に関する件」  

・ 合格枠制対象者である合格者の論文式試験の総合得点及び総合順位について，１号に該当するとは認められ

ず，開示すべきとしたもの 

３ 答申２１（行個）３０「特定個人の診療録等の不開示決定に関する件」  

・ 未成年者の法定代理人である親から開示請求された，育児心理科医師が記載した診療録について，審査請求

人に開示すると，患者である本人（審査請求人の子）の今後の治療に支障を来す等の可能性があるとして，法

１４条１号に該当するとしたもの 

４ 答申２２（独個）９「本人に係る診療録の一部開示決定に関する件」  

・ 本人による自己の保有個人情報の開示請求について，不開示としたもの 

 

○ 開示請求者以外の個人に関する情報 

【個情７８条1項２号後段（旧行個（旧独個）１４条２号後段）関係】 

４-19 答申４（独個）５０１７「本人の子の災害に係る災害共済給付審査資料の一部開示決定に関する件」 

・ 特定感染症に感染した児童数，欠席数等の情報について，該当する学級の人数，情報の記載内容に鑑みれば

法１４条２号後段の不開示情報に該当すると認められるとした例 

 

【個情７８条1項２号ただし書イ（旧行個（旧独個）１４条２号ただし書イ）関係】 

５ 答申１７（行個）１「本人が使用者である車両に係る継続検査申請書等の一部開示決定に関する件」 

・ 委任状の受任者，継続検査申請書の申請代理人及び自動車重量税納付書の出頭者の氏名について，２号ただ

し書イ該当性を認めたもの 

６ 答申１７（独個）１「大阪大学大学院高等司法研究科（法科大学院）学生募集要項に基づく本人に係る推薦書

等の不開示決定に関する件」  

・ 推薦書につき，一般に，開示請求者以外の個人の情報であって，開示請求者本人の情報でもあるものについ

て，当該個人が開示請求者に開示することを承諾している場合には，２号ただし書イ該当性を認めたもの 

・ 小論文の内容について，採点者のコメントや配点・減点などの書き込みがなく受験者が作成した答案用紙そ

のままの状態であれば，独個法１４条５号柱書きないし同号ハの不開示情報に該当するとは認められないとし

たもの 

・ 成績証明書等の個別点数の情報につき，独個法１４条５号柱書きないし同号ハの不開示情報に該当するとは

認められないと判断したもの 



26-33 答申２６（行個）４１「共同相続人が提出した特定被相続人に係る相続税の申告書の不開示決定（存否応答拒

否）に関する件」  

・ 共同相続人が別々に相続税の申告書を提出した場合には，個別事情によって他の共同相続人が相続税の申告

書を提出した事実の有無を知ることができるか否かを判断すべきであるとし，本件存否情報の１４条２号ただ

し書イ該当性を認め，存否応答拒否とした原処分の判断を否定した例 

30-38 答申３１（独個）１「本人に係る特定期間の交渉記録等の一部開示決定に関する件」  

・ 公庫の支店の面接室で審査請求人と公庫の職員が面談した様子のビデオ記録につき，当該ビデオ記録のうち

映像については，審査請求人は当該映像と全く同じ光景を実際に見ていたわけではないとする諮問庁の説明は

首肯できるとし，法１４条２号ただし書イには該当しないと判断したが，音声については，審査請求人が知り

得る情報であるとして，同号ただし書イ該当性を認め，開示すべきと判断した例 

30-39 答申３０（独個）２１及び２２「本人を契約者とする簡易生命保険契約に関する文書の一部開示決定に関する

件」  

・ 代理人（特定個人）の印影の不開示情報該当性につき，代理人といえども，当該個人の印影を被代理人であ

る開示請求者が慣行として知ることができ，又は知ることが予定されているとは認められないと判断した例 

４-20 答申４（行個）５１３２「本人に対する療養補償給付等の不支給決定に係る調査結果復命書等の一部開示決定

に関する件」 

・ 対象保有個人情報が記録された文書の中に，同一の医師による自署が複数あり，そのうちの一つについて審

査請求人が知り得る場合において，それらの自署が同一の労災事案の一連の関連文書に記載されているという

近接性等の事情を踏まえ，完全に同一でない自署についても開示すべきと判断した例 

６-31 答申６（独個）７０「本人の親が死亡したことに伴い支払われた共済金の支払決定通知書兼払込通知書の一

部開示決定に関する件」 

  ・ 本人の親の死亡に伴う小規模企業共済金の受取人に関する情報について、小規模企業共済法の規定に照らし、

審査請求人が受取人を了知できるとは必ずしもいえず、法令の規定により又は慣行として開示請求者が知るこ

とができる情報とは認められないとして、７８条１項２号に該当するとした例 

 

【個情７８条２号ただし書ロ（旧行個（旧独個）１４条２号ただし書ロ）関係】 

24-36 答申２４（行個）８９「特定個人に係る滞納処分票の不開示決定に関する件」  

・ 特定個人の相続税につき連帯納付義務を負っていた審査請求人からの開示請求について，原処分時における

１４条２号ただし書ロ該当性を認めたものの，平成２４年度の相続税法改正によって，審査請求人が以後連帯

納付義務を負わないこととなったため，現時点での同号ただし書ロ該当性を否定した例 

 

○ 法人等に関する情報 

【個情７８条1項３号イ（旧行個（旧独個）１４条３号イ）関係】 

７ 答申１９（行個）９９「本人に係る「苦情・情報提供・相談処理票」等の一部開示決定に関する件」 

・ 本人の情報提供等を端緒として行われた保険医療機関に対する指導に関する情報について，法１４条３号イ

該当性を認め，不開示を妥当としたもの 

・ 処理票に係る不開示部分のうち，本人に既に説明した内容については，法１４条３号イ該当性を否定し，開

示すべきとしたもの 

８ 答申１９（行個）１１２「平成１７年度に本人が行った申告に関し，特定労働基準監督署が交付した行政指導

文書の控の不開示決定に関する件」  

・ 本人が自身の労働条件に係る事業場の法違反について申告したことに基づき監督署が臨検監督し交付した行

政指導文書に関し，法違反の条項について法１４条３号イ，５号及び７号イ該当性を否定し，開示すべきとし

たもの 

・ 本人が自身の労働条件に係る事業場の法違反について申告したことに基づき監督署が臨検監督し交付した行



政指導文書に関し，具体的指導内容について法１４条３号イ該当性を認め，不開示を妥当としたもの 

25-38 答申２５（行個）８５「本人が被災した労働災害に係る災害調査復命書等の一部開示決定に関する件」 

・ 災害調査復命書に添付された事業場の作業現場等の写真について，当該事業場に勤務していた審査請求人に

は知り得る情報であることなどから，１４条３号イ及び7号イに該当しないとした例 

４-21 答申４（行個）５１６５「本人に対する休業補償給付の不支給決定に係る調査復命書等の一部開示決定に関す 

る件」 

・ 審査請求人が事務局長を務めた団体の理事会等の議事録について，審査請求人の出席又は審査請求人による

議事録作成が明らかな回については，本人が知り得る内容と認められるため全部開示し，そうでない回につい

ては，会議内容が人事等の機微な内容であることを踏まえ，議案等に限って開示すべきと判断した例 

６-32 答申６（独個）４２「本人の契約に係る特定法人調査結果の不開示決定に関する件」 

  ・ 特定法人調査結果の報告書には特定法人のノウハウである融資審査の基準、手続等の詳細やその推察を可と

する情報、調査主体が個別の融資案件の適切性を調査する際に用いられた手法や着眼点に係る情報が記載され

ており、これを開示することにより特定法人及び調査主体の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あり、法７８条１項３号イに該当するとした例 

 

○ 国の安全等に関する情報 

【個情７８条1項４号・７号イ（旧行個１４条４号，旧独個１４条５号イ）関係】 

４-22 答申４（行個）５２３７「本人に係る特定事件に関する文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 自身の人質事件に関する保有個人情報の開示請求に対し，国際的な連携の下で国際テロ事件に関する情報収

集を行う状況において，公にしないことを前提に収集した個別の国際テロ事件についての情報の存否が明らか

となれば，信頼関係が損なわれ今後の情報収集全般に支障を来すおそれ，並びに他国関係機関の情報収集・対

処能力及び相互連携の程度を推察させ連携する各国の安全を脅かすおそれがあるとして，存否応答拒否は妥当

とした例 

４-23 答申５（行個）５００８「本人の「帰国のための渡航書」の作成と発給に関わる文書の一部開示決定に関する

件」 

・ 自らの「帰国のための渡航書」に関する保有個人情報の開示請求について，渡航書発給申請書の「外務省記

載欄」に記載された特定日付及び特定番号を不開示とした原処分に対し，本来開示を予定していない「外務省

記載欄」に記載されていても，特定日付及び特定番号から直ちに検討・協議の内容や根拠情報が明らかになる

とはいえず，他に具体的な説明もないことから，旅券業務，法人援護業務の適正な遂行に影響を及ぼすおそれ

は認められないとして，開示すべきとした例 

 

○ 審議、検討等に関する情報 

【個情７８条１項６号（旧行個１４条６号，旧独個１４条４号）関係】  

３-16 答申３（独個）６０「本人に係る特定の医薬品の自主回収に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 文書の記載内容や会議の趣旨等に照らし，「医療安全管理カンファレンス」会議の「出席者」の職名を開示し

ても，特定の職名の職員が同会議の構成員であるという事実が明らかになるにすぎず，同会議の構成員の氏名

を明らかにすることにより，関係者の率直な意見交換が不当に損なわれるおそれにつながるとする開示決定通

知書における不開示理由が成立するとは認め難く，法１４条４号には該当しないとした例 

○［再掲］答申５（行個）５００８「本人の「帰国のための渡航書」の作成と発給に関わる文書の一部開示決定に

関する件」 

・ 自らの「帰国のための渡航書」に関する保有個人情報の開示請求について，渡航書発給申請書の「外務省記

載欄」に記載された特定日付及び特定番号を不開示とした原処分に対し，本来開示を予定していない「外務省

記載欄」に記載されていても，特定日付及び特定番号から直ちに検討・協議の内容や根拠情報が明らかになる



とはいえず，旅券業務，法人援護業務の適正な遂行に影響を及ぼすおそれは認められないとして，開示すべき

とした例 

６-33 答申６（行個）５５「本人の子に係る特定の事案に関する文書の一部開示決定に関する件」 

  ・ 特定市区町村教育委員会から特定都道府県教育委員会に発出された文書のうち、特定のいじめ事案について、

特定市区町村教育委員会の見解や教育委員会における同事案への対応の状況及びやり取りの内容が詳細に記載

されている部分について、国の機関及び地方公共団体相互間における検討又は協議に関する情報であって、開

示することにより、率直な意見交換を不当に損なうおそれがあり、法７８条６号に該当するとした例 

 

○ 事務又は事業に関する情報 

【個情７８条1項７号柱書き（旧行個１４条７号柱書き，旧独個１４条５号柱書き）

関係】 

９ 答申１７（行個）２「本人に係る薬事・食品衛生審議会副作用被害判定部会の議事録の一部開示決定に関する

件」  

・ 議事録の一部につき，委員の意見の内容を明らかにするものではないため，７号該当性を認めなかったもの 

10 答申１７（行個）４「本人に係る人権侵犯被害申告シート等の一部開示決定に関する件」  

・ 相談を実施した日や相談者への説明内容等の客観的な事実経過や既に相談者自身に告げた内容については，

基本的には相談者の知り得るところであり，評価・意見に係る情報を除けば，７号柱書きの不開示情報には該

当しないと判断したもの 

・ 行政処理上の目的で記載された情報であっても，保有個人情報に該当すると判断したもの 

11 答申１７（行個）５，６「国家公務員採用Ⅱ種試験における本人の個別面接評定票の一部開示決定に関する件

外１件」  

・ 個別面接評定表に記載された試験官の氏名，気づいた点等の記録，評定項目ごとの評定，判定，判定の理由

及び意見，総合判定について，７号柱書き該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１７（独個）１「大阪大学大学院高等司法研究科（法科大学院）学生募集要項に基づく本人に係る

推薦書等の不開示決定に関する件」 

・ 推薦書につき，一般に，開示請求者以外の個人の情報であって，開示請求者本人の情報でもあるものについ

て，当該個人が開示請求者に開示することを承諾している場合には，２号ただし書イ該当性を認めたもの 

・ 小論文の内容について，採点者のコメントや配点・減点などの書き込みがなく受験者が作成した答案用紙そ

のままの状態であれば，独個法１４条５号柱書きないし同号ハの不開示情報に該当するとは認められないとし

たもの 

・ 成績証明書等の個別点数の情報につき，独個法１４条５号柱書きないし同号ハの不開示情報に該当するとは

認められないと判断したもの 

12 答申１８（独個）１「東京大学前期日程入学試験理科一類における本人の答案用紙の一部開示決定に関する件」 

・ 答案用紙に記載された問題ごとの素点について，独個法１４条５号柱書き及び同号ハ該当性を認めたもの 

13 答申１８（独個）６「法科大学院入学試験の法律科目試験における本人に係る各科目の点数等の不開示決定に

関する件」 

・ 本人の得点について，法１４条５号ハ及び同号柱書きに該当しないとしたもの 

14 答申１９（独個）１「本人に係る面接時の録音テープ等の不開示決定に関する件」 

・ 面接官の発言部分について，法１４条５号柱書きに該当するとしたもの 

15 答申２０（行個）３１「特定日に三田労働基準監督署長が行った本人に係る労災保険給付の不支給決定に係る

調査復命書の一部開示決定に関する件」 

・ 本人の労災請求事案について意見書を提出した医師及び労災医員の氏名等について，７号柱書き該当性を認

めなかったもの 

16 答申２１（行個）９６「新司法試験における本人の労働法の答案及び採点を示す文書の不開示決定に関する件」 



・ 新司法試験における労働法の答案について１４条７号柱書の不開示情報に該当するとしたもの 

17 答申２１（行個）１０２「本人に係るあっせん概要記録票の一部開示決定に関する件」  

・ 個別労働紛争解決促進法に基づくあっせんに係るあっせん概要記録票のうち，あっせんの被申請人が主張し

た内容について，法１４条７号柱書きに該当するとしたもの 

24-37 答申２４（行個）１５１「本人の労災事故に係る監督復命書の開示請求に関し埼玉労働局が保有する事務処理

決定に係る起案文書の一部開示決定に関する件」  

・ 保有個人情報の開示請求を受けて，保有個人情報該当情報に関する開示・不開示の判断等を行うため，厚生

労働省と開示請求を受けた労働局との間でのやりとりの過程に係る文書に記載された情報について，開示する

ことにより，開示請求に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるとして，１４条７号

柱書き該当性を肯定した例 

25-39 答申２５（行個）１２５「磐田労働基準監督署長が行った本人に係る療養補償給付等不支給決定に関する文書

の一部開示決定に関する件」 

・ 審査請求人以外の第三者からの聴取書について，これを審査請求人が同僚から入手し，承知しているとして

も，これが開示されると，今後，被聴取者が労災請求人側又は事業場側の一方に不利になる申述を意図的に忌

避するなどとして，１４条７号柱書きに該当するとした例 

28-25 答申２８（行個）１７２，１７３「本人に係る外来診療録等の一部開示決定に関する件」 

・ 自衛隊病院において作成される診療録は，患者の人事に関する事項及び部隊等の長を始めとする関係者から

聴取した事項等についても記録し，病院関係者間で適切な情報共有を図るものであることから，その一部につ

き，これを開示すると，今後の自衛隊病院の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして，法１４条

７号柱書きに該当するとした例 

29-27 答申２９（行個）１２２「本人に係る平成２０年度弁理士試験口述試験成績の不開示決定に関する件」 

・ 異議申立人本人の弁理士試験の口述試験成績につき，これを開示すれば，口述試験の試験委員に対する採点

結果に対する苦情，批判及びいわれのない誹謗中傷がなされることを恐れて試験委員の辞退者が発生し，それ

により委員を確保することが困難になる等，処分庁における適正な弁理士試験の運営及び事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあると認められることから，法１４条７号柱書きに該当し不開示妥当とした例 

29-28 答申２９（独個）２０「本人が特定期間に受験した定期試験の各科目の答案用紙の一部開示決定に関する件」 

・ 大学の定期試験における本人の科目別合計得点につき，１６科目中１４科目はシラバスにおいて評価基準等

を明らかにしている実態を踏まえ，そもそも，評価基準等が明らかになったとしても，諮問庁が説明する支障

は生じないと判断するのが合理的として，評価基準等を明らかにしていない２科目の合計得点も，法１４条５

号柱書き及びハには該当しないとして，開示すべきであると判断した例 

30-40 答申３０（独個）３７「本人による代理援助の報酬に関する決定に係る再審査の申立てに対し受任弁護士が提

出した意見書の不開示決定に関する件」 

・ 受任弁護士からの不服申立てにより報酬額が増額変更され，被援助者である審査請求人が再審査を申し立て

たことに対する受任弁護士の意見書につき，処分庁の業務方法書に，不服申立てによって原決定を変更すると

きは利害関係人に不服申立てに対する意見を述べる機会を与えなければならないとされており，当該受任弁護

士は審査請求人に当該意見書の記載内容を知られることを承知していると認められるとして，法１４条４号及

び５号柱書きには該当せず，開示すべきと判断した例 

１-32 答申１（行個）１７「本人に係る平成２９年度税理士試験採点前解答用紙（国税徴収法）等の一部開示決定に

関する件」 

・ 国税審議会が試験制度全体の仕組みについて検討を行うことが望まれるとしつつ，現時点において，法１４

条７号柱書きに該当するとした例 

１-33 答申１（独個）４７「本人のカルテに係る電子カルテシステムアクセスログの不開示決定に関する件」 

・ 事件名の保有個人情報を開示すると，附属病院の診療方針に不用な誤解や疑念を抱き，今後の診療業務の適

切な遂行に支障を及ぼすとして全部不開示としたことにつき，審査請求人を担当した医師以外の氏名は，当該

病院の診療業務の実施体制等を考慮すると，上記説明を否定し難く，法１４条５号柱書きに該当するが，審査

請求人の担当医師の氏名の外，その余の職制等に係る情報は，上記の支障が生じるとは認められず，開示すべ

きとした例 



 ○［再掲］答申５（行個）５００８「本人の「帰国のための渡航書」の作成と発給に関わる文書の一部開示決定に

関する件」 

・ 自らの「帰国のための渡航書」に関する保有個人情報の開示請求について，渡航書発給申請書の「外務省記

載欄」に記載された特定日付及び特定番号を不開示とした原処分に対し，本来開示を予定していない「外務省

記載欄」に記載されていても，特定日付及び特定番号から直ちに検討・協議の内容や根拠情報が明らかになる

とはいえず，旅券業務，法人援護業務の適正な遂行に影響を及ぼすおそれは認められないとして，開示すべき

とした例 

 ４-24 答申４（独個）５００４「特定事案に関し労働基準監督署から受けた是正勧告書等の一部開示決定に関する

件」 

・ 労働保険審査会が送付した資料（事件プリント）により既知の情報であると審査請求人が主張する場合であ

っても，国立大学法人である諮問庁において当該文書の入手ができない以上は一律不開示とせざるを得ないと

する諮問庁の説明を認め，法１４条５号柱書きに該当するとした例 

４-25 答申４（独個）５００９「本人が特定日に問合せをした記録の一部開示決定に関する件」 

・ 電話応対の際に法テラスの担当者が運用として行った手続に関する記載の部分について，当該手続は，法テ

ラスが実施する業務において通常想定され得る常識的な手続であり，これを開示しても，手続に対する意見や

苦情等を誘引し，その事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認め難く，法１４条５

号柱書きに該当しないとした例 

５-35 答申５（独個）１６「本人に係る職務試行法評価票の一部開示決定に関する件」 

・ 協力事業所担当者による評価等が記録された部分につき，これを開示すると対象者の特性の的確な把握が困

難となり，今後の職務試行法事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとして，法７８条７号柱書きに該

当するとした例 

６-34 答申６（行個）８１「本人の税理士試験採点済答案用紙の一部開示決定に関する件」 

  ・ 他の国家資格試験では合格者に対しても得点の通知あるいは開示されることが一般的である旨の審査請求人の

主張について、国家資格試験においては、試験種別ごとに、実施機関による種々の観点からの検討を経て評点の

開示の程度等を決定しているのであって、他の国家資格試験における評点の開示の程度等をもって、直ちに税理

士試験における開示の程度等を論ずることはできないとして、法７８条１項７号柱書き該当性を認めた例 

 

【個情７８条７号ハ（旧行個１４条７号イ，旧独個１４条５号ハ）関係】 

18 答申１７（行個）７「国税専門官採用試験における本人の性格検査に基づく質問参考資料の一部開示決定に関

する件」  

・ 性格検査の質問参考資料につき，７号イ該当性を認めたもの 

19 答申１８（行個）１２「札幌国税局資料調査課が実施した本人に係る税務調査に関係する記録及び関係書類の

不開示決定に関する件」  

・ 調査経過の報告を受けた復命書等について，７号イ該当性を認めたもの 

・ 調査着手時に保有していた資料情報について，７号柱書き及び同号イによる存否応答拒否を認めたもの 

○［再掲］答申１８（独個）１「東京大学前期日程入学試験理科一類における本人の答案用紙の一部開示決定に関

する件」  

・ 答案用紙に記載された問題ごとの素点について，独個法１４条５号柱書き及び同号ハ該当性を認めたもの 

○［再掲］答申１８（独個）６「法科大学院入学試験の法律科目試験における本人に係る各科目の点数等の不開示

決定に関する件」  

・ 本人の得点について，法１４条５号ハ及び同号柱書きに該当しないとしたもの 

○［再掲］答申１９（行個）１１２「平成１７年度に本人が行った申告に関し，特定労働基準監督署が交付した行

政指導文書の控の不開示決定に関する件」  

・ 本人が自身の労働条件に係る事業場の法違反について申告したことに基づき監督署が臨検監督し交付した行

政指導文書に関し，法違反の条項について法１４条３号イ，５号及び７号イ該当性を否定し，開示すべきとし

たもの 



○［再掲］答申２５（行個）８５「本人が被災した労働災害に係る災害調査復命書等の一部開示決定に関する件」 

・ 災害調査復命書に添付された事業場の作業現場等の写真について，当該事業場に勤務していた審査請求人に

は知り得る情報であることなどから，１４条３号イ及び7号イに該当しないとした例 

○［再掲］答申２９（独個）２０「本人が特定期間に受験した定期試験の各科目の答案用紙の一部開示決定に関す

る件」 

・ 大学の定期試験における本人の科目別合計得点につき，１６科目中１４科目はシラバスにおいて評価基準等

を明らかにしている実態を踏まえ，そもそも，評価基準等が明らかになったとしても，諮問庁が説明する支障は

生じないと判断するのが合理的として，評価基準等を明らかにしていない２科目の合計得点も，法１４条５号柱

書き及びハには該当しないとして，開示すべきであると判断した例 

 

【個情７８条1項７号ニ（旧行個１４条７号ロ，旧独個１４条５号ニ）関係】 

20 答申２０（行個）３「本人からの当事者照会に関し法務局が特定弁護士と打ち合わせた内容等が分かる電話聴

取書等の不開示決定に関する件」  

・ 訴訟が確定した特定個人の民事裁判に係る当事者照会について相談打合せした内容が分かる「電話聴取書」

等の一部について，法１４条７号ロ該当性を認めたもの 

21 答申２１（行個）２「裁判書類一式（課内：厚生労働省との打合せ文書を含む）の一部開示決定に関する件」 

・ 経過報告の内容の一部につき，国の訴訟対応方針等に係る検討・協議に支障を来たす問うのおそれがないと

して，法１４条７号ロに該当せず，部分開示すべきとした事例 

 

【個情７８条1項７号ヘ（旧行個１４条７号ニ，旧独個１４条５号ヘ）関係】 

22 答申１８（独個）２「本人が岐阜大学に提出した能力評価表（自己評価表）の不開示決定に関する件」 

・ 能力評価表につき，独個法１４条５号ヘ該当性を認めたもの 
５-36 答申５（行個）２２「本人に係る職員指導記録簿の一部開示決定に関する件」 

・ 職務指導記録簿に，本人が知り得る内容が書かれていても，当該記録簿の作成目的等を考慮し，法７８条７

号ヘ該当性を認め，不開示妥当とした例 

５-37 答申５（行個）５０９２「本人に係る「人事評価記録書（期間業務職員・事務補助員）」等の一部開示決定に

関する件」 

・ 常勤職員には人事評価の全体評語は開示するものの，常勤と非常勤との違い等を理由に，期間業務職員等の

人事評価の評語について，不開示妥当とした例 

６-35 答申６（独個）３７「本人の人事評価に係る「苦情相談に対する回答について」の一部開示決定に関する件 

  ・ 審査請求人が行った人事評価に係る苦情相談に対し行われた調査に係る具体的かつ詳細な調査内容及び調査

結果並びに関連した手続の時期に係る情報について、法人が行う人事管理に係る事務における機微情報に当た

り、これを開示すると公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあり、法７８条１項７号ヘに該当す

るとした例 

 

【個情７８条1項７号ト（旧行個１４条７号ホ，旧独個１４条５号ト）関係】 

23 答申１８（行個）６「本人に係る広島大学病院に対しての指導と返還等の指示事項等の一部開示決定に関する

件」  

・ 大学病院が行政指導を受けたという事実の有無を示すことは７号ホの不開示情報には該当せず，その内容を

開示しても，大学病院の企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるとは認められないとしたもの 

 

【個情７９条1項２項（旧行個（旧独個）１５条２項）関係】 

24 答申１９（行個）９０「特定連帯納付義務者に係る特定日の「支払決議書（送金）」の一部開示決定に関する



件」 

・ 支払決議書の記載のうち不開示とされた部分について，開示請求者以外の特定個人の住所及び氏名について

は，原処分において開示するとされていることから，法１５条２項による部分開示の余地はなく，その全部を

不開示とすることが相当としたもの 

 

○ 保有個人情報の存否応答拒否 

○［再掲］答申１８（行個）１２「札幌国税局資料調査課が実施した本人に係る税務調査に関係する記録及び関係

書類の不開示決定に関する件」  

・ 調査経過の報告を受けた復命書等について，７号イ該当性を認めたもの 

・ 調査着手時に保有していた資料情報について，７号柱書き及び同号イによる存否応答拒否を認めたもの 

25 答申１８（行個）１３「所得税法２２５条に基づく本人に係る支払調書の不開示決定（存否応答拒否）に関す

る件」  

・ 支払調書について，７号柱書き及び同号イによる存否応答拒否を認めたもの 

26 答申２２（行個）１０８「特定個人に係る平成１２年分所得税確定申告書等の不開示決定（存否応答拒否）に

関する件」  

・ 存否応答拒否により開示請求を拒否した原処分について，特定個人が所得税確定申告書等を提出した事実の

有無は法１４条２号ただし書イに該当するとして，原処分を取り消すべきとしたもの 

25-40 答申２５（行個）１６「特定被相続人に係る所得税の確定申告書等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定被相続人の所得税確定申告書等に記載された保有個人情報について，審査請求人が，当該被相続人の子

かつ相続人であること等から，当該確定申告の事実を知っていたというべきであるとして，存否応答拒否を否

定した例 

26-34 答申２６（独個）３７「特定個人の納付した年金保険料等に関する情報の不開示決定（存否応答拒否）に関す

る件」 

・ 本件対象保有個人情報について，異議申立人を本人とする保有個人情報であるかも明らかになっていないこ

とから，処分庁において，異議申立人が特定個人と生計を同じくしていたか否かを明らかにした上で，改めて

開示決定等をすべきであるとした例 

29-29 答申３０（行個）１３「国が本人に対する犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法

律に基づく求償権を取得した日等が記載された文書の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 特定事件の加害者である審査請求人が，同事件の被害者に対して，国が犯罪被害者等給付金を支給すること

により取得する損害賠償請求権に係る情報が記録された審査請求人の保有個人情報の開示を求めたのに対し，

本件対象保有個人情報の存否を答えることは，被害者に対して国が犯給法に基づく給付金を支給した事実の有

無という，法１４条２号本文前段の不開示情報に該当し，法令上，加害者が本件存否情報を知ることができる

又は知ることが予定されていると解すべき明文の規定は存せず，また，加害者への情報提供等の慣行が存在す

ると認めるに足りる事情が存するとまではいえない上に，本件対象保有個人情報の存否を明らかにすることに

より保護される審査請求人の財産等の利益が，本件対象保有個人情報の存否を明らかにしないことにより保護

される審査請求人以外の特定個人である本件被害者の利益に優越すると認めるに足りる事情が存するともいえ

ないことから，同号ただし書イ及びロに該当するとまではいえないことから，その存否を明らかにしないで開

示請求を拒否した決定は妥当であるとした例 

29-30 答申２９（行個）２０７「警察庁が運用している顔認証システムデータベースに記録された本人に係る保有個

人情報の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 警察庁が運用している顔認証システムデータベースに記録されている審査請求人に係る保有個人情報の存否

を答えることは，審査請求人の情報が顔認証システムデータベースに登録されているか否かという事実が明ら

かとなるところ，これを開示することにより，警察の犯罪捜査活動の対象，関心事項，情報収集活動の実態等

が明らかとなり，犯罪行為を企図する者等において，各種活動を潜在化，巧妙化させるなど防衛措置を講じら

れるおそれがあることから法１４条５号に該当するとして，その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した

決定は妥当であるとした例 



30-41 答申３０（行個）２１５「本人の雇止めに関して特定年度に特定事業場に対して啓発指導を行った調査記録の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 労働契約法に係る啓発指導は，解雇等についての労使間の紛争を事前に回避するための予防的な対応として

実施されるものであり，特定事業場に対して労働契約法に係る啓発指導を行った事実の有無は，必ずしも法令

違反の有無を示すものではないとして，法１４条３号イ及び７号柱書きの不開示情報に該当するとは認められ

ないとした例 

１-34 答申１（独個）５４「本人と特定弁護士との間で作成された契約書等の不開示決定（存否応答拒否）に関する

件」 

・ 本人の親権者が法定代理人として請求した事件名の保有個人情報の開示請求につき，本件存否情報は本人が

センターを利用したという事実の有無であるところ，法定代理人が当該保有個人情報の開示請求をする場合は，

本人と法定代理人との間で利害対立がある場合が想定されることから，当該保有個人情報の存否を答えること

は，法１４条１号に規定する不開示情報を開示することになるとして，存否応答拒否を妥当とした例 

２-13 答申２（行個）１０９「本人の外国人登録原票などの弁護士法に基づく照会に関する文書の不開示決定（存否

応答拒否）に関する件」 

・ 弁護士法２３条の２に基づく照会は，所属弁護士会が適当と認めた場合に限り公務所又は公私の団体に行う

ことができるのであるから，同条に基づく審査請求人の外国人登録原票などの照会の有無のみを明らかにして

も，直ちに，特定の弁護士等の正当な利益を害するおそれがあるとまでは認められないとして，改めて開示決

定等をすべきとした例 

 

○ 理由の提示 

26-35 答申２６（行個）８「本人に係る税務調査関係書類の不開示決定に関する件」 

・ 理由提示の不備について，処分庁の判断の合理性の程度を担保してその恣意を抑制するとともに処分の理由

を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるという理由提示制度の目的を著しく損なうものとなっていると

し，原処分を取り消すべきとした例 

29-31 答申２９（独個）４３「「本人に関する個人情報とその入手経路」の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

・ 存否応答拒否とする不開示決定通知書の「開示をしないこととした理由」欄に，「独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律第１７条に該当するため」とのみ記載され，存否応答拒否すべき不開示情報がど

のような情報であり，法１４条各号のいずれの不開示事由に該当するのかといった内容の記載が皆無であった

ことから，理由の提示の要件を欠くとして，法１８条２項の趣旨及び行政手続法８条に照らし違法と判断した

例 

２-14 答申２（独個）５「本人に係るハラスメント相談等に関する文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 原処分は，不開示部分とその理由が形式的・外形的には一応明確であるものの，本件対象保有個人情報及び

その不開示部分についての明確な区分や特定をしておらず，また，これらについて，審査請求人が正確に了知

できるように審査請求人に対して適正な明示を行わなかったものといわざるを得ないことから，原処分は相当

とは認められず，改めて不開示情報該当性を検討し，開示決定等をすべきとした例 

３-17 答申３（行個）２１「本人に対する療養補償給付等の支給決定に係る調査復命書等の一部開示決定に関する件」 

・ 開示決定通知書において，請求された保有個人情報が記録されている文書として保有していない文書を記載

するなど，保有個人情報の特定に関して不正確な記載が見られたことから，法１８条１項の趣旨及び行政手続

法８条１項に照らして違法であるので取り消すべきであると判断した例 

 

○ 保有個人情報の不存在 

26-36 答申２６（独個）６６「本人が特定年金事務所において産業医と面談した内容が記載された文書の不開示決定

（不存在）に関する件」 

・ 産業医の相談記録について，法律上及び契約上作成義務はなかったが，諮問庁に，さらに，産業医の産業活

動の記録を備忘録のような簡易なものまで作成していないことを確認させた上で，本件対象保有個人情報を保



有しているとは認められないとした例 

５-38 答申５（行個）２９及び３０「特定課が保有する投書等文書整理簿における特定受付番号に係る本人の保有個

人情報の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 不存在を理由に不開示とした原処分について，法７８条７号へを理由に本来存否応答拒否すべきだったとし

た例 

 

○ 保有個人情報の特定 

27 答申２３（行個）３９「特定被相続人に係る相続税の修正申告書等の開示決定に関する件（保有個人情報の特

定）」  

・ 特定被相続人名義の預貯金債権の帰属は，遺産分割終了までの間は相続分の割合による準共有であるとして，

当該預貯金に係る情報について，相続人の１人である審査請求人の保有個人情報であるとしたもの 

23-36 答申２３（独個）２０「答弁書等の原本の開示決定に関する件（保有個人情報の特定）」  

・ 「工学部資料で作成したとする「答弁書，回答書」で述べた大学の説明内容の全てがわかる原本」を求めた

のに対し，既に異議申立人が入手済であることが明白な回答書，答弁書及び準備書面のみを本件対象保有個人

情報が記載された文書と限定した原処分について，適切さを欠くとした例 

25-41 答申２５（独個）２５「本人の申立てにより中央労働基準監督署から受けた是正勧告及びこれを受けて採られ

た是正措置等に関する文書の開示決定に関する件（保有個人情報の特定） 」 

・ 特定の部局のみを本人に係る保有個人情報の保有部局と限定し，当該部局のみで当該保有個人情報を探索し

て行った不存在による不開示決定について，他の部局において保有が確認されているものも含め，改めて開示

決定等すべきとした例 

29-32 答申２９（独個）４８「本人に係る調停の合意文書（確認書）の開示決定に関する件（保有個人情報の特定）」 

・ 大学教員である異議申立人が申し立てたハラスメント調停申立てに係る加害者である大学との合意文書のう

ち，異議申立人が公にしても守秘義務や大学の就業規則等に抵触しない保有個人情報の開示請求を行ったとこ

ろ，外に特定すべき保有個人情報が存在するとした異議申立てについて，本件は，外形的には保有個人情報の

特定の妥当性が争点であるが，実質的には，合意文書のどの部分が守秘義務等に抵触するかの大学の判断の当

否を争うものであり，その判断基準となる法の規定はなく，大学内部の問題であるから，大学の判断が尊重さ

れるべきとして，原処分を妥当であると判断した例 

１-35 答申１（独個）１２「本人が取得した特定年度成績評価に係る保有個人情報の開示決定に関する件（保有個人

情報の特定）」 

・ 審査請求人から当初の開示請求内容と矛盾する内容の補正がされていたにもかかわらず，当初の開示請求内

容に沿った文書の特定がされたことにつき，審査請求人に更に補正を求め，改めて開示決定等をすべきとした

例 

６-36 答申６（行個）５０１０「本人に係る「公務災害にかかる判断について」等に関する文書の一部開示決定に

関する件」 

  ・ 審査請求人の個人識別情報が記載されていないとして不開示とされた文書について、審査請求人は、審査請

求人の子である特定個人の特定事由による死亡が公務災害に該当するか否か等の調査の申入れを行っており、

本件対象保有個人情報はその調査等に係る一連の文書であるから、審査請求人を本人とする保有個人情報に該

当するとして、改めて開示決定等をすべきとした例 

 

○ 保有個人情報該当性 

【個情２条（旧行個（旧独個）２条）関係】 

○［再掲］答申１７（行個）４「本人に係る人権侵犯被害申告シート等の一部開示決定に関する件」 

・ 相談を実施した日や相談者への説明内容等の客観的な事実経過や既に相談者自身に告げた内容については，

基本的には相談者の知り得るところであり，評価・意見に係る情報を除けば，７号柱書きの不開示情報には該



当しないと判断したもの 

・ 行政処理上の目的で記載された情報であっても，保有個人情報に該当すると判断したもの 

28 答申１８（行個）２１「特定日付の相続開始に係る相続税の更正処分の対象となった未分割の相続財産が特定

被相続人の財産であったことを裏付ける証拠書類の不開示決定に関する件」  

・ 税務調査において収集した被相続人の財産等に関する情報について，相続人を本人とする保有個人情報に該

当すると認めたもの 

29 答申１８（行個）２６「特定会社における労働基準法１５条違反事実についての本人からの特定労働基準監督

署に対する申告に係る申告処理台帳中の本人あての労働条件通知書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 氏名の記載のない労働条件通知書について，当該労働条件通知書が申告処理の過程で審査請求人あてのもの

として作成されていることが明らかであることから，当該労働条件通知書を保有個人情報として特定し，開示

決定等すべきとしたもの 

30 答申１８（行個）３８「税務調査担当者が特定会社にある特定被相続人の専用金庫を訪れた年月日が分かる書

類の不開示決定に関する件」 

・ 相続財産に関する国税調査官の調査行動記録について，相続人を本人とする保有個人情報に該当しないと判

断したもの 

31 答申１９（行個）１１８「特定個人に係る明治５年式戸籍の不開示決定（保有個人情報非該当）に関する件」 

・ 明治５年式戸籍は，法務局においてその業務に用いる文書として保有しているものとは言えず，情報公開法

２条２項に規定する行政文書には当たらないから，同戸籍に記録されている保有個人情報は，行政機関個人情

報保護法２条３項に規定する保有個人情報には該当しないとしたもの 

32 答申２０（行個）１０９「本人が被災した特定発電所工事に係る特定会社に対する是正勧告書の一部開示決定

に関する件」  

・ 氏名の記載のない是正勧告書の情報について，同じファイルに綴られた別の文書と照合することにより審査

請求人を識別することができるとして，保有個人情報に該当すると判断したもの 

33 答申２０（行個）１５４「非課税貯蓄申告書及びそれに係る非課税貯蓄廃止申告書を基に入力・作成された非

課税貯蓄限度額ファイルの不開示決定（不存在）に関する件」  

・ 非課税貯蓄限度額ファイルに記載された保有個人情報について，金融機関の所在地の税務署においては，情

報の入力や調査等のために同ファイルの一部を利用しているに過ぎないことから，これを保有していないとし

て不開示を妥当としたもの 

34 答申２０（行個）１５６「本人に係る災害事故につき特定労働基準監督署が作成した災害調査復命書の一部開

示決定に関する件」  

・ 各行政文書の保有個人情報該当性について，文書の記載内容のほか，当該文書の作成目的等も考慮して判断

した例 

35 答申２１（行個）６９，７０ 

（６９号）「本人が特定会社の労働者派遣法違反について行った申告の処理経過等の一部開示決定に関する件」 

（７０号）「本人が横浜公共職業安定所に行った申告の処理経過等の一部開示決定に関する件」 

・ 労働者派遣法違反に係る特定会社に対する指導監督記録，是正指導書等について，審査請求人の苦情相談の

処理結果として当然に作成されるものではないとして，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないと

したもの 

36 答申２１（行個）７６「横浜北労働基準監督署が本人の配偶者に対する労災保険給付に関し業務上と認定した

実地調査復命書の不開示決定（保有個人情報非該当）に関する件」 

・ 死亡した被災労働者の遺族が，当該労働者の労働災害に起因する労災給付請求権を有していることが明確で

ある場合には，当該被災労働者の情報は遺族本人の保有個人情報でもあるとした例 

37 答申２１（独個）３１「特定個人に係るカルテ一式の不開示決定に関する件」  

・ 本件対象保有個人情報に記載された情報は，被災生徒に関する情報であると同時に，異議申立人を本人とす

る保有個人情報にも該当すると認められるので，その全部を異議申立人を本人とする保有個人情報に該当しな

いとして不開示とした決定は，取り消すべきとしたもの 

38 答申２２（行個）６「本人が浜松労働基準監督署に特定会社の法違反を申告したことにより作成された申告処



理台帳等の一部開示決定に関する件」 

・ 各行政文書の保有個人情報該当性について，文書の記載内容のほか，当該文書の作成目的等も考慮して判断

した例（申告監督の例） 

39 答申２３（行個）２８「本人が申請を取り次いだ在留資格変更許可申請に際して提出した書類等の一部開示決

定に関する件」  

・ 在留資格変更許可申請に際して申請取次人として提出した書類等について，申請取次人を本人とする保有個

人情報には該当しないとしたもの 

23-37 答申２３（行個）１３１「特定個人の就職活動に係る文書の不開示決定（保有個人情報非該当）に関する件」 

・ 亡き父の就職活動に関する書類について，諮問庁は保有個人情報非該当とするが，保有個人情報該当性を判

断するためには文書を確認する必要があり，提示を求めたところ不存在であると認められることから，不存在

による不開示を認めた例 

23-38 答申２３（行個）１７９「本人が勤務する特定会社の労働者が横浜北労働基準監督署に申告した事案に係る文

書の一部開示決定に関する件」  

・ 諮問庁が不開示情報該当性を説明している部分について，保有個人情報非該当を認めた例 

23-39 答申２３（独個）１５「特定個人が在学中に使用していた学部内メールのコピーの不開示決定（保有個人情報

非該当）に関する件」  

・ 異議申立人の子が在学中に利用した学部内メールに係る情報について，異議申立人の氏名その他の個人識別

情報は記録されておらず，また，子に係る商取引や債権債務等被相続人の財産に密接に関連する情報について

も認めることはできなかったことから，異議申立人を本人とする保有個人情報該当性を否定した例 

24-38 答申２４（行個）２３「特定会社に係る税務調査における本人の行動等に関する文書の一部開示決定に関する

件」  

・ 特定会社に対する税務調査に関する情報のうち，同調査の中で審査請求人自身が答弁した内容や対応した事

実に関する情報については，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当すると判断した例 

24-39 答申２４（行個）１４７「本人が提出した特定被相続人に係る相続税申告書の添付書類の一部開示決定に関す

る件」  

・ 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして不開示とされた寄附に関する書類に記載された情

報について，審査請求人を含む全ての相続人に共通の情報であるとして，保有個人情報該当性を認めた例 

24-40 答申２４（行個）１６７「特定被相続人に係る相続税の申告書の一部開示決定に関する件」  

・ 相続税の申告書及びその添付書類等につき，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして不開

示とされた部分のうち，審査請求人を含む全ての相続人に共通の情報について，保有個人情報該当性を認めた

例 

25-42 答申２５（行個）２７「本人が行った行政措置の要求に係る関連文書等の開示決定に関する件（保有個人情報

の特定）」 

・ 職員が作成した備忘メモについて，作成経緯等から，専ら職員の職務遂行の便宜のために作成されたもので

あって，組織的に共有されたことはないことから，行政文書に該当しないため，審査請求人を本人とする保有

個人情報に該当しないとした例 

25-43 答申２５（独個）１４「診療記録の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 死亡した父親の診療記録に記載された父親に係る保有個人情報の開示請求に対して，不存在による不開示決

定が行われているが，当該情報は開示請求者に係る保有個人情報ではないことを理由として不開示決定をすべ

きであったとする例 

26-37 答申２６（行個）７１「本人が行った審査請求について法務省が保有する文書の一部開示決定に関する件」  

・ 情報公開法に基づく開示請求をした者が，当該開示請求の対象として特定された行政文書（いわゆるインカ

メラ文書）に記録された情報について，自己を本人とする保有個人情報であるとして，個人情報保護法に基づ

く開示を求めた場合，当該情報は，当該開示請求者個人を識別することができる情報を含むか否かにかかわら

ず，開示請求者の保有個人情報には当たらないと解するのが相当とした例 

26-38 答申２６（行個）９２「本人の身柄の取扱いについて米国政府に対して送付した文書等の一部開示決定に関す

る件」 



・ 「特定期間に本人の特定刑務所に投獄中に本人の身柄の取扱いについて米国政府（裁判所書記官，刑務所管

理者を含む。）に対して送付した全ての文書及び口頭申入れの内容」という開示請求に対し，原処分で対象外と

された特定在外公館と異議申立人及びその代理人とのやり取りの内容等は，本件請求保有個人情報に係る外務

省から米国政府に対する口頭申入れ等の前提となるものであることから，特定文書の全体が異議申立人を本人

とする保有個人情報に該当すると認められると判断した 

26-39 答申２６（独個）５５「本人の子と特定学生及び指導教官との電子メールの送受信結果の不開示決定（保有個

人情報非該当）に関する件」 

・ 異議申立人の死亡した子が死亡する直前期にやり取りした電子メールで指導教官が保有するものについて，

異議申立人本人の保有個人情報として開示を求められたが，異議申立人を本人とする保有個人情報に該当する

とは認められず，異議申立人は本件対象保有個人情報の開示請求権を有していないとした例 

27-33 答申２７（行個）７０「特定被相続人に係る相続税の申告に関し特定税理士が特定税務署に提出した文書の開

示決定に関する件（保有個人情報の特定）」 

・ フロッピーディスクに保存されていた本件電磁的記録のプロパティ情報は，当該電磁的記録の取得経緯や利

用目的等に鑑みると，組織として利用等を行う必要性も認められないから，法２条３項の保有個人情報に該当

しないとした例 

28-26 答申２８（行個）６５「本人が共同提出した意見書に係る特定工事の事業認定に係る特定日の社会資本整備審

議会公共用地分科会の議事録の一部開示決定に関する件」 

・ 社会資本整備審議会公共用地分科会の議事録のうち，本件事業の事業認定の妥当性をめぐる個々の委員等に

よる意見表明等に係る記載について，当該意見表明が異議申立人から同分科会に提出された意見書の内容を踏

まえて行われたものであったとしても，異議申立人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められないと

した例 

28-27 答申２８（行個）１９５「ハローワークシステムにおける本人に係る求職管理情報等に関する特定期間のアク

セスログの不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 平成２６年特定期間のアクセスログ（ハローワークシステムにおいて自動的に記録される使用履歴記録）の

開示請求に対し，情報公開法２条２項の電磁的記録とは，通常の設備，技術等により，その情報内容を一般人

の知覚で認識できる形で提示できるものに限られると解するのが相当であり，膨大な文字記録の羅列で意味の

判別や検索は困難であると諮問庁が説明する本件アクセスログは，同項に規定する行政文書に該当しないこと

から，本件アクセスログに記録された情報は，法２条３項に規定する保有個人情報とは認められないとした例 

30-42 答申３０（行個）１１９「本人に関する内容が記載された引継書の不開示決定（保有個人情報非該当）に関す

る件」 

・ 労災補償業務実施要領に基づき，特定労働基準監督署の職員が職務上作成したものであると認められる引継

書及び規程等に基づいて作成されてはいないものの，電子データの形で保存し，その内容を更新する形で代々

の課長間において引継ぎを行うことが慣行となっていた実態が認められる引継書について，組織的に共用され

ていたと解するのが相当であるとして，行政文書に該当すると認められるとした例 

30-43 答申３０（独個）２６「本人の夫の診療録等の不開示決定（保有個人情報非該当）に関する件」 

・ 審査請求人の亡夫の診療記録の開示請求につき，審査請求人は医療過誤を主張するものの，抽象的な可能性

の主張にとどまり，その事実関係も全く不明であり，当該診療記録が審査請求人の主張する損害賠償請求権又

は慰謝料請求権の存否に密接に関連する情報であるとは認め難いことから，死者である特定個人の個人情報で

ある当該診療記録が，同時に遺族である審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとは認められないと

判断した例 

30-44 答申３０（行個）１９０「特定国道工事に関し特定法人が所有する土地を評価した文書の一部開示決定に関す

る件」 

・ 審査請求人が代表者である法人の土地に係る情報の開示請求につき，特定された文書には，当該法人の名称

は記述されているものの，審査請求人を識別することができる情報は一切記述されていないことから，当該文

書は審査請求人を本人とする保有個人情報には該当しないと判断した例 

２-15 答申２（行個）８５「本人の夫の労働災害に係る災害調査復命書等の一部開示決定に関する件」 

・ 労働災害で死亡した夫の情報について，諮問庁は審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして



全部不開示とすべきであったとしていたところ，審査請求人は夫の死亡により労災保険の遺族補償年金の支給

決定を受け労働災害に関し損害賠償請求権を取得し得る立場にあり，本件対象保有個人情報は，損害賠償請求

権の存否に密接に関連する情報であるとして，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当するとした例 

３-18 答申３（行個）９３「特定刑事施設が保有する本人の母の診療記録等の不開示決定（保有個人情報非該当）に

関する件」 

・ 特定刑事施設で死亡した者が当該施設内で受けた診察等の記録といじめに関する調査記録に記載された保有

個人情報について，前者は開示請求者である子の保有個人情報には該当しないとし，後者は法４５条１項の「刑

事事件に係る裁判，刑の執行等に係る保有個人情報」に該当するものであり法第４章の規定の適用が除外され

るとして，それぞれ不開示としたことを妥当とした例 

５-39 答申５（行個）５１０６「本人の申立てに対する対応に係る特定文書の特定の記載に関する文書等の不開示決

定（不存在）に関する件」 

・ 審査請求人を本人とする保有個人情報が記録されているとは認められない特定文書における特定の情報や記

載に関して更に関連する情報を求める請求について，当該情報は自己を本人とする保有個人情報に該当しない

と判断した例 

６-37 答申６（行個）１２９、１３０及び１３２「情報公開・個人情報保護関係答申・判決データベースに収載さ

れている特定の答申書のデータに記録された本人の保有個人情報の不開示決定（不存在）に関する件」 

  ・ 仮名処理された答申書データの提供を受けデータベースに収載しているため、開示請求者本人を識別するこ

とができる保有個人情報は記録されていないとした原処分について、開示請求者を本人とする保有個人情報該

当性を確認する必要があり、これについての照会を、同じ処分庁内の他の部局である提供元にすることで確認

可能であり、その照合は容易であったと認められるとして、保有個人情報該当性を認めた例 

６-38 答申６（行個）１９２ないし１９５「本人の夫に係る労災給付支給決定に係る調査復命書等の不開示決定（保

有個人情報非該当）に関する件」 

  ・ 本人の夫が生前に不支給決定を受けた労災保険給付請求について、審査請求人である妻が、当該不支給決定

に対する審査請求人適格を有さないこと等を踏まえ、夫による労災保険給付請求に対する不支給決定に係る関

係書類について、妻の本人情報該当性を認めなかった例 

６-39 答申６（行個）５０１４「本人の被相続人である特定個人に係る特定期間の医療情報等の不開示決定（保有

個人情報非該当）に関する件」 

  ・ 当該保有個人情報は、特定個人Ａが特定施設に収容されてから死亡するに至るまでの収容状況、健康状態及

び医療的措置その他の処遇内容等についての具体的かつ詳細な記録等であると認められるから、同人が死亡し

た場合に、相続人である特定個人Ｂが取得し得る損害賠償請求権の有無及び内容・程度等の判断を基礎付ける

事実に関する情報であって、その中に特定個人Ｂを識別できる内容が含まれていないとしても、同人の権利に

密接に関連する情報であるなどとして、特定個人Ｂにとって、自己を本人とする保有個人情報に該当すると解

すべきであるとした例 

６-40 答申６（行個）５０１５「本人の被相続人である特定個人に係る特定期間の医療情報等の不開示決定（保有

個人情報非該当）に関する件」 

  ・ 当該保有個人情報は、特定個人Ａが特定施設Ａ（なお、同人は、そこから特定施設Ｂに移送され、同所に収

容中に死亡した。）に収容されていた際の収容状況、健康状態及び医療的措置その他の処遇内容等についての具

体的かつ詳細な記録等であると認められるが、移送先の特定施設Ｂ収容中に特定個人Ａが死亡する約３年前ま

での記録であり、同人の死亡原因が飢餓死であるとされていることなども踏まえると、同人の死亡により、相

続人である特定個人Ｂが取得し得る損害賠償請求権の有無及び内容・程度等の判断に関係する情報ではあって

も、同人の権利に密接に関連する情報であるとまでは認められないなどとして、特定個人Ｂにとって、自己を

本人とする保有個人情報に該当するとはいえないとした例 

 

○ 訂正請求・利用停止請求 

【個情９０条（旧行個（旧独個）２７条）関係】 



６-41 答申６（独個）５７「本人の診療記録の不訂正決定に関する件」 

  ・ 「診療情報の提供等に関する指針」に基づき開示された保有個人情報について、法９０条１項各号に該当せ

ず訂正請求の対象となるものではないと認められ、不訂正とした原処分は結論において妥当であるとしたうえ

で、当該検討に時間を費やした結果不訂正決定に長期間を要することとなったことは不適切であった旨付言し

た例 

 

【個情９８条（旧行個（旧独個）３６条）関係】 

40 答申１７（独個）３，４ 

（３号）「本人に係る特定ホームページの過去ログ等の不訂正決定に関する件」 

（４号）「本人に係る特定ホームページの過去ログ等の利用不停止決定に関する件」 

・ 掲示板への記述につき，投稿者の自由な主観そのものであり，２７条により訂正を行うことが可能な「事実」

に当たらないとしたもの 

・ 今後不服申立人から訴訟が提起される等の可能性がないとはいえない事情の下で，不服申立人に係る個人情

報を引き続き保有することは，法３条２項の「保有の制限」の規定に抵触するものとは認められないとしたも

の 

41 答申１８（独個）４「本人に係る診療情報の提供に関する文書の不訂正決定に関する件」  

・ 本人に係る診療情報の提供に関する文書の訂正請求に関し，不服申立人が不服申立手続において追加した予

備的主張に基づき，保有個人情報の訂正をすべきであるとしたもの 

42 答申２１（独個）４「本人に係る特定期間の診療報酬明細書の写し等の不訂正決定に関する件」  

・ 診療報酬明細書について，訂正理由がないと判断したもの 

43 答申２１（独個）１０「本人に係る特定科診療録の不訂正決定に関する件」  

・ 本人に係る診療録に記載された保有個人情報の訂正請求につき，不訂正とした決定は妥当であるとしたもの 

44 答申２１（行個）５６「本人の労災認定に係る船橋労働基準監督署の調査復命書等の不訂正決定に関する件」 

・ 労働基準監督署の調査官が作成した復命書の記載内容について，訂正の対象となる「事実」ではなく，「評価・

判断」に該当するとして，訂正請求対象情報該当性を否定したもの 

45 答申２２（行個）１００「本人の労災保険給付請求に関する審査官決定書に係る審査官収集資料の不訂正決定

に関する件」  

・ 当初の利用目的を達成した後に保有する目的は，当時の記録としてあるがままの形で保存することにあると

して，訂正請求を認めなかったもの 

46 答申２２（行個）１２５「本人が特定日付け特定番号の開示決定に基づき開示を受けた文書の不訂正決定に関

する件」  

・ 労働保険審査官の決定書について，記載された事項は労働保険審査官の「評価」ないし「判断」に該当する

として，不訂正妥当としたもの 

47 答申２２（行個）１２７「大分労働局内で本人を撮影したビデオの利用不停止決定に関する件」  

・ 取得，保有の制限，利用及び提供の制限の各要件につき判断した上で，不停止妥当としたもの 

48 答申２２（行個）１３７～１３９「本人が阿蘇公共職業安定所に提出した離職票の不訂正決定に関する件外２

件」  

・ 既に利用目的を達成したものについて，現在の事実と異なることを理由に訂正することは，利用目的の達成

に必要な範囲を超えているとして，不訂正妥当としたもの 

24-41 答申２４（行個）１７６「本人に係る対応記録の不訂正決定に関する件」  

・ 訂正請求の対象文書は，担当者の理解に基づき趣旨伝達に必要な範囲で記載されるべきものと認められると

して，審査請求人の意に沿わない表現が用いられたとしても，それが当該文書の性格に照らして許容される範

囲内のものであれば，法２９条に基づく訂正義務を生じさせるものではないとした例 

24-42 答申２４（独個）５７「「ＣＲＥＳＴ研究成果の出願とさきがけの選考について 調査報告書」の不訂正決定

に関する件」  

・ 本件訂正請求は，開示実施から１年８月余り経過していることが認められるから，法２７条３項に規定する



請求期限を過ぎて行われたものであることを理由として不訂正決定を行ったことは，妥当であると判断した例 

26-40 答申２６（行個）１３「本人に係る年金加入記録の不訂正決定に関する件」  

・ 日本年金機構に対して行うべき訂正請求が誤って厚生労働大臣に行われたにもかかわらず厚生労働大臣が不

訂正決定をしたところ，２７条１項各号に該当しないので結論において妥当とした例 

27-34 答申２７（行個）１０８「本人の労災請求に係る不支給決定に関する文書の不訂正決定に関する件」 

・ 本人の労災保険給付の不支給決定に係る保有個人情報の不訂正決定について，請求対象となる「事実」に該

当する情報が含まれているものと認められるが，本件対象保有個人情報は，処分庁が当該不支給決定当時の経

過を確認し，当該不支給決定に対する関連訴訟の追行等に対応するために保有していたものと解され，当時の

状態，内容で保有することが必要であることから，その内容が仮に事実と異なることがあったとしても，不訂

正妥当と判断した例 

27-35 答申２７（行個）１２７「後見登記等ファイルに本人に係る記録がないことを証明した登記事項証明書の交付

申請書の利用不停止決定に関する件」 

・ 後見登記等ファイルに本人に係る記録がないことを証明した登記事項証明書の交付申請書に記録された保有

個人情報につき，行政機関による取得後，本人の意思に基づいて作成等されたものでないことが事後に認定さ

れたとしても，法上，その取得の適法性が失われるものということはできないと解され，また，当該交付申請

書は，当該証明書の発行を証するため等に保有しており，違法に利用等している事実はないとする諮問庁の説

明も首肯できることから，法３８条の「利用停止請求に理由があると認めるとき」に当たらず，利用不停止と

したことは妥当と判断した例 

27-36 答申２７（行個）１３０「本人に係る筆界特定手続記録の不訂正決定に関する件」 

・  筆界調査委員等の意見書等中の本件概要等の記載について，当該意見書等の作成者である筆界調査委員等が，

調査等の結果，関係者等の説明をどのように受け止めたのか等についての自らの認識を記述したものであると

いえ，当該筆界調査委員等の「評価・判断」に含まれるものと解されることから，法２７条１項に基づく訂正

請求の対象である「事実」には該当しないと判断した例 

27-37 答申２７（行個）１５３「本人が土地家屋調査士法に基づき通知した特定土地家屋調査士の違法行為の事実に

ついての調査及び決裁関係文書の不訂正決定に関する件」 

・ 本人からの聴取結果を記載した聴取書等に係る保有個人情報の不訂正決定について，聴取内容の要旨を記載

すれば足りる箇所であっても，本人の説明等と明らかに異なる内容は訂正すべきとし，また，他の部分との文

脈上のつながりを踏まえた訂正を要する部分については，審査会としては訂正後の文言を示さず，諮問庁にお

いて，答申の趣旨を踏まえて訂正すべきと判断した例 

28-28 答申２８（行個）１１０「本人に係る訴訟において国が提出した証拠説明書等の不訂正決定に関する件」 

・ 本件対象保有個人情報につき，文書のサイズや形状等に係る訂正の求めについては，訂正請求の対象である

「事実」に該当せず，訂正請求の対象とはなり得ないものであり，また，その他の訂正の求めについては，審

査請求人が提起した訴訟の終結により当初の利用目的を達成した後においては，審査請求人からの開示請求へ

の対応のために本件対象保有個人情報を保有していたにすぎないと解され，その内容につき，仮に事実と異な

ることがあったとしても，これを理由に訂正に応じることは，本件対象保有個人情報の利用目的の達成に必要

な範囲を超えていることから，法２９条の訂正をしなければならない場合に該当しないとした例 

28-29 答申２８（行個）１９９「本人の労災事故に係る申告等について厚生労働省職員に電話連絡があった旨の情報

提供メールの不訂正決定に関する件」 

・ 異議申立人が厚生労働省職員と電話で話した会話，指摘，問題提起等の内容の全てを録音と合わせるべきと

の訂正請求について，訂正請求書の「訂正請求の趣旨及び理由」の記載は，具体的にどの記載部分をどのよう

に訂正すべきか明らかではないものの，異議申立人の主張を「より詳細に記載すべき」と解する余地もあなが

ち否定できず，そのように解したとしても，対象文書は，当事者の発言内容を細大漏らさず記載することが要

求されるものではなく，記載内容に特段の不足があるとは認められないことから，法２９条の訂正をしなけれ

ばならない場合に該当しないとした例 

29-33 答申２９（独個）８５「本人に係る事案について弁護士訪問時に持参した経緯説明書の利用不停止決定に関す

る件」 

・ 審査請求人の答案用紙の紛失に関し，審査請求人から質問メールが送付されてきたことを受け，大学が顧問



弁護士に相談する際に同弁護士に渡した経緯説明書と関係資料について，一部の資料（質問メールの契機とな

った答案用紙の開示請求に関し，一部不開示の要否の審議資料とされた答案用紙）は，「目的外利用」に該当し，

かつ，「内部利用」にも該当しないと認め，利用停止すべきと判断した例 

30-45 答申３０（独個）２３「特定事案調査委員会が特定日に本人のパソコンからコピーして持ち帰ったメールデー

タの利用不停止決定に関する件」 

・ 特定調査委員会が特定事案に係る証拠として個人のパソコンから取得したメールデータについて，別の複数

の調査委員会でも利用されていることにつき，これらの調査委員会は同じ研究室の不正事案を調査する目的で

設置されたもの等であることから，当該データをこれらの調査委員会で利用することは，当初の利用目的と相

当の関連性を有するものと合理的に認められるとして，法３条３項に基づき利用目的を変更したものと判断し

た例 

２-16 答申２（行個）２７「本人の申告に係る申告処理台帳の一部訂正決定に関する件」 

・ 訂正請求においては，訂正請求者は，開示を受けた保有個人情報のうち，①どの部分（「事実」に限る。）に

ついて，②どのような根拠に基づき事実でないと判断し，③その結果，どのように訂正すべきと考えているの

か等について，自ら根拠を示して明確かつ具体的に主張する必要があるところ，本件対象保有個人情報の一部

については，記録された内容が明らかに事実と異なるものであると認められ，法２９条の保有個人情報の訂正

をしなければならない場合に該当すると認められるので，訂正すべきであるとした例 

３-19 答申３（行個）６７「本人の所得税に係る再調査決定書等の不訂正決定に関する件」 

・ 本人への電話連絡依頼文書に記載された文言は，国税当局の「評価・判断」を記載したものであり，法２７

条１項に基づく訂正請求の対象である「事実」には該当しないとした一方，再調査報告書で引用している同一

の文言は同依頼文書を本人に送付したという再調査に係る事実の経過を記載したものにすぎず，訂正請求の対

象である「事実」に該当するとした上で，不訂正決定を妥当と判断した例 

３-20 答申３（独個）１１「京都市の特定施設が保有する文書で本人に対して開示決定されたものの不訂正決定に関

する件」 

・ 地方公共団体の条例に基づき開示決定を受けた保有個人情報の訂正請求につき，当該情報は，法２７条１項

各号のいずれにも該当せず，同項に規定する訂正請求の対象となるものではないと認められることから，不訂

正とした原処分は妥当である旨判断した例 

３-21 答申３（独個）８８「本人に係る特定年月日分のカルテの不訂正決定に関する件」 

・ 患者の診療経過等の記録という利用目的の達成のため必要な情報として，把握された各情報をいかに取捨選

択し，どのような用語や表現を用いて記録するかは一義的には文書の作成主体である医師等の判断に属するも

のと解されるところ，法人において，訂正請求された情報が「事実でない」等と判断するに足る具体的な根拠

に基づく指摘やそれを根拠付ける資料の提出がなされたとまではいえないとして，請求を認めなかった例 

４-26 答申４（行個）５０３４「特定工事により本人に係る特定地番において特定日に発生したと考えられる落石事

故に関する文書の不訂正決定に関する件」 

・ 処分庁において担当課への報告又は管区行政評価局への回答に係る記録として保有している保有個人情報が

記録された文書は，その利用目的からすると，報告又は回答を行ったままの状態，内容で保有することが必要

なものであり，その内容につき，仮に事実と異なることがあったとしても，これを理由に訂正に応じることは

保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えていると判断した例 

４-27 答申４（行個）５１０５「本人に対する特定の保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書の不訂正決定に関

する件」 

・ 保有個人情報の不開示決定通知書の訂正請求について，当該請求は訂正請求の体裁をとってはいるものの，

保有個人情報の内容が事実でないというのではなく，その実質は，不開示決定につき，新たな決裁手続を行い，

開示するとの決定を反映した保有個人情報を作成することを求めるものであって，およそ訂正請求に理由があ

ると認められる余地はないとした例 

５-40 答申５（行個）２７「本人に係る口頭意見陳述聴取結果記録書の不訂正決定に関する件」 

・ 年金の支給決定通知に係る不服審査請求において口頭意見陳述が行われ，その聴取結果記録書に対して訂正

請求が行われた事案において，当該記録書の記載方法は処分庁に裁量があるものであり，また，記録書の保有

目的は当該決定の経緯をあるがままの形で保存することであることから，これを訂正することはその利用目的



の達成に必要な範囲を超えるものであるものとして，訂正請求を認めなかった例 

６-42 答申６（独個）８１「本人に係る面談記録等の利用不停止決定に関する件 

  ・ 「法５８条１項１号に規定する「別表第二に掲げる法人」に該当する処分庁において、利用停止請求の対象

情報が記録されたハラスメント関係の文書は法１６条１項２号の要件を満たすものとして管理されており、同

条３項に規定する個人データに該当するという諮問庁の説明を前提に、該当の保有個人情報を法２７条に違反

して第三者に提供しているとは認められず、法１００条の保有個人情報の利用停止をしなければならないとき

に該当するとは認められないとした例 

６-43 答申６（独個）８２及び８３「本人の患者カルテの利用不停止決定に関する件」 

  ・ 法５８条１項１号に規定する「別表第二に掲げる法人」に該当する処分庁において、利用停止請求の対象情

報が記録された文書のうち「メール及びこれに添付された各文書」については、法１６条３項に規定する個人

データに該当せず、法２７条１項の第三者提供の制限に反することを理由とする利用停止請求の対象にならな

いことから、法１００条の保有個人情報の利用停止をしなければならない場合に該当するとは認められないと

した例 

 

○ 権利の濫用 

25-44 答申２５（行個）１２０「本人が人事院総裁に宛てたあらゆる文書等の一部開示決定に関する件」 

・ 本人が提出した大量の文書に記録された保有個人情報の開示請求について，法の目的，趣旨に照らし，社会

通念上妥当と認められる範囲を著しく逸脱しており，「権利の濫用」と言わざるを得ないとして，不開示が妥当

とした例 

 

○ 適用除外 

51 答申１９（行個）１４４「特定日に本人が特定刑事施設において人権侵犯による被害申告を行った人権侵犯事

件に係る記録の不開示決定（適用除外）に関する件」  

・ 特定刑事施設における人権侵犯事件関係の書類について，法４５条１項の「刑事事件に係る刑の執行に係る

保有個人情報」に当たらないとしたもの 

52 答申２０（独個）４「公社が実施した特定の郵便局における非常勤職員賃金に係る調査に際し，本人から録取

した調書の不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 郵政監察官が事件の捜査の過程において作成・取得した書類に記載された情報について，刑事訴訟法５３条

の２の訴訟に関する書類に記録されている個人情報に該当することから，法第４章の規定は適用されず，不開

示相当としたもの 

53 答申２２（行個）１３３「前科調書等に記載された本人の前科前歴の不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 前科調書について，刑事訴訟法５３条の２第２項の「訴訟に関する書類」としてではなく，法４５条１項に

より法第４章の適用がないと判断したもの 

23-40 答申２３（行個）１０６「入国警備官が作成した本人の供述調書等の不開示決定に関する件」  

・ ４５条の制定趣旨からみて，本人の供述情報の一部にすぎない不開示部分が法の適用除外になるものと解す

ることはできないとした例 

23-41 答申２４（行個）２「本人が提出した予告通知書等の不開示決定（適用除外）に関する件」  

・ 異議申立人が訴訟提起のため作成した文書について，刑の執行等と関連する記述があったとしても，そのこ

とをもって，当該文書が，直ちに４５条１項にいう「刑事事件に係る裁判又は刑の執行等に係る保有個人情報」

が記録された行政文書に当たるわけではないと判断された事例 

・ 個々の文書については，その名称も含めて，１４条に規定する不開示情報該当性が認められる一方，４５条

１項の適用除外については，個々の文書ごとにそれに記録される情報の内容・性質により判断するほかはない

ため，これを明示するとかえって不開示情報を明らかにする結果となるとみられることから，あえてその点の

判断を示さないとした例 

24-43 答申２４（行個）６３「本人の労災請求に関し広島中央労働基準監督署において作成・収集した文書の一部開



示決定に関する件」  

・ 労災請求の判断のための「訴訟に関する書類」の資料の名称について，それ自体が刑の執行等に関する情報

及び訴訟に関する書類ではないとして，刑事訴訟法５３条の２第２項の「訴訟に関する書類」及び法４５条１

項の規定により法第４章の規定の適用が除外される「刑の執行に係る保有個人情報」に該当しないとした例 

25-45 答申２５（行個）３６「特定日に特定刑事施設において職員の不適切な言動等に関する調査を依頼した件に関

連する文書の不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 外部の者と被収容者との面会についての特定刑事施設における職員の不適切な言動等に関する調査に係る文

書に記載された保有個人情報は，当該被収容者の刑の執行に係る情報であり，４５条１項の適用除外情報に該

当するとした例 

26-41 答申２６（行個）１２５「本人の外国人登録原票のうち刑事事件の裁判等に係る部分の不開示決定（適用除外）

に関する件」 

・  本人の外国人登録原票の備考欄の一部の記載部分について，備考欄には原票の閉鎖事由等も記載されるため，

４５条１項の適用除外情報に該当するとして不開示とすると，当該情報の存在が明らかとなり，同項の制定趣

旨にそぐわないことから，法が適用される保有個人情報に該当するとして改めて開示決定等をすべきとした例 

29-34 答申２９（行個）９９「本人と特定刑事施設に在所する全ての死刑確定者との外部交通許可に関する所長決裁

起案文書の不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 開示請求の内容は，特定刑事施設に収容されている等の特定の死刑確定者を識別し得る情報の開示を求める

ものではないと解されるとして，法４５条１項の規定する保有個人情報に該当性しないと判断した例 

29-35 答申２９（行個）１８６及び１８７「本人が行った特定の告発の検察総合情報管理システムにおける登録状況

が分かる文書の不開示決定（適用除外）に関する件」 

・ 告発の受理は法４５条１項の「処分」に含まれ，自己を被告発人とする告発が検察官又は司法警察員に受理

された者は，同項括弧書きの「処分…を受けた者」に含まれるから，被告発人である個人に係る保有個人情報

は同項に該当し，法第４章の規定が適用されないとした例 

30-46 答申３０（行個）１４１「本人が特定法人を設立してから北海道経済産業局が知り得た個人情報が記録された

文書の一部開示決定に関する件」 

・  法人の履歴事項全部証明書を商業登記法１４１条の規定により法の適用除外として不開示としたことにつき，

当該証明書は公簿等の謄本・抄本の交付手続に従って交付された証明書の写しであることから，これに記録さ

れている保有個人情報は，法の適用除外の対象となる「登記簿及びその附属書類に記録されている保有個人情

報」には該当せず，法の第４章の規定を適用して改めて開示決定等をすべきとした例 

30-47 答申３０（行個）１５２及び１５３「本人の子が特定少年施設で受けた医療的措置等に関する文書の不開示決

定（保有個人情報非該当）に関する件」 

・ 死亡した特定個人の情報は，社会通念上，審査請求人自身の保有個人情報とみなせるほど密接な関係がある

情報として，審査請求人による開示請求の対象になると解すべきである旨の主張に対し，本件対象保有個人情

報は，法４５条１項所定の情報に該当するものであり，同項は，同項に規定する保有個人情報については，開

示請求等を行う者が本人以外の者であっても，法の第４章の規定の適用を除外する趣旨であると解されると判

断した例 

２-17 答申２（行個）４９「本人と特定個人との間の交通事故に係る実況見分調書等の一部開示決定に関する件」  

・ 自賠責に係る調査を行う損害保険料率算出機構が当該調査のために検察庁から入手した交通事故の実況見分

調書の写しに記録された保有個人情報について，当該文書は入手の経緯等から刑事訴訟法５３条の２第２項に

より，法第４章の規定を適用されないとされている「訴訟に関する書類」に該当するとして，法第４章の規定

が適用されないとした例 

○［再掲］答申３（行個）９３「特定刑事施設が保有する本人の母の診療記録等の不開示決定（保有個人情報非該当）

に関する件」 

・ 特定刑事施設で死亡した者が当該施設内で受けた診察等の記録といじめに関する調査記録に記載された保有

個人情報について，前者は開示請求者である子の保有個人情報には該当しないとし，後者は法４５条１項の「刑

事事件に係る裁判，刑の執行等に係る保有個人情報」に該当するものであり法第４章の規定の適用が除外され

るとして，それぞれ不開示としたことを妥当とした例 



４-28 答申４（行個）５２１１「特定法人の青色申告取消処分に係る根拠として特定国税局査察部から提供等を受け

た本人に質問調書等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 刑事訴訟法５３条の２第２項所定の「訴訟に関する書類」とは，書類の性質・内容の如何を問わず，被疑事

件・被告事件に関して作成された書類をいい，検察庁の保管する書類に限らず，同庁から謄写を受けるなどし

て他の行政機関が保管しているものも含まれるとして，税務署が保有していた国税査察官作成に係る質問調書

の写しについて，「訴訟に関する書類」に該当するとした例 

 

○ 付言 

54 答申１９（独個）５２「本人に係る人文学部キャンパス・ハラスメント防止対策委員会議事要旨等の一部開示

決定に関する件」  

・ 開示・不開示の判断に不整合があることを指摘したもの 

55 答申２１（独個）７「雇用・能力開発機構の特定職員が裁判書に提出した「録音テープ反訳書」等の不開示決

定に関する件」  

・ 特定していたと解される保有個人情報を開示決定通知書に記載せずに不開示決定していることについて，保

有個人情報の明記による事務処理の適正化を指摘したもの 

24-44 答申２４（独個）５３「バイオテクノロジー医療技術開発部特定グループ元リーダーが本人から収集した情報

等の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 請求内容を限定的に解したものであって，開示決定等に当たっては，その対象となる保有個人情報の特定に

ついて十分精査した上で，適切に対応すべきであると付言 

25-46 答申２５（行個）４０「本人を善良でない管理者とした保有個人情報の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 審査請求が行われてから諮問までに５年８か月余もの長期を要したために，開示請求書の対象となり得た文

書が保存期間満了により廃棄されていたことなども踏まえ，今後の諮問の早期化及び適正化について付言した

例 

25-47 答申２５（行個）１２３「本人が行った行政文書開示請求に係る文書の一部開示決定に関する件」 

・ ホームページ等で公表されている文書の開示請求であるため，開示請求する必要がない旨説明し，受付もし

で開示請求書を返戻したことについて，当該対応は誤りであり，法に基づく開示決定等を行うべきであった旨

付言した例 

○［再掲］答申２６（行個）８「本人に係る税務調査関係書類の不開示決定に関する件」  

・ 本件の特殊な経過に照らせば，審査請求人に再度の開示請求を行う負担を課すべきではないとして，審査請

求人に対する実効的な権利救済の観点から，処分庁に対し，決定の一部取消しに先立って，保有する税務署か

ら文書の写しを入手し対象文書として特定するよう要望する旨を付言した例 

26-42 答申２６（行個）７９「特定期間における本人等に対する国の帰国支援に関係するすべての文書の不開示決定

に関する件」  

・ 異議申立人を本人とする保有個人情報には該当しないが，異議申立人以外の特定の者の保有個人情報には該

当し当該者が開示請求権を有する旨の教示を行うことが望ましい旨の付言をした例 

27-38 答申２７（行個）１０１「本人に特定文書を交付した記録のある書類交付簿の不開示決定に関する件」 

・ 開示請求の意思確認に回答がないからとして，開示請求手数料を返戻することにより，開示請求が取り下げ

られたものとして取り扱ったことは違法であり，処分庁においては，今後このような手続を行わないよう付言

した例 

○［再掲］答申３０（独個）２６「本人の夫の診療録等の不開示決定（保有個人情報非該当）に関する件」 

・ 請求する保有個人情報が記録された複数の文書の名称を具体的に明示した開示請求に対し，「開示請求者の個

人情報に解することができないために開示請求があった診療情報の全てを不開示とする」との不開示決定をし

たことにつき，実際は開示請求された文書のうち一部は不存在であったことから，当該決定は開示請求に係る

文書の全てが存在するとの誤解を与えかねないものであったとして，適切な対応が望まれる旨を付言した例 

３-22 答申３（行個）２８「本人の子の労災事故に係る災害調査復命書等の不開示決定（保有個人情報非該当）に関

する件」 



    答申３（行個）２９「本人の子の労災事故に係る監督復命書等の不開示決定（保有個人情報非該当）に関する

件」 

・ 処分庁が，請求された保有個人情報が記録された文書として存在しない文書を特定し，諮問庁が諮問に当た

り，別の文書に記録された保有個人情報を特定したことについて，処分庁の対応は法の施行に当たる行政機関

として著しく信頼を損ねるものであり，適切な対応が望まれる旨を付言した例 

３-23 答申３（行個）１２３「本人からの労働相談に係る助言内容に関する文書の一部開示決定に関する件」 

・ 開示決定通知書の「開示する保有個人情報」欄に，本件開示請求とは関係のない内容が記載されたことにつ

いて，作成過程で他事案のファイルを流用したことに起因する処分庁の事務的なミスであり，対象文書の取り

違え等は生じていないため原処分の取消しには及ばないが，適切な事務処理を改めて徹底する必要がある旨を

付言した例 

３-24 答申３（行個）１９９「本人に対する休業補償給付の不支給決定に係る調査復命書等の一部開示決定に関する

件」 

・ 処分庁が，審査請求人以外の複数の個人の勤怠及び年休取得の状況並びに各月給与明細を開示の対象とし，

諮問庁もこれが誤開示であることについて指摘をしていない点について，今後同様のことがないよう正確かつ

慎重な対応をする必要がある旨を付言した例 

４-29 答申４（行個）５１９３及び５１９４「本人が提出した公益通報書に係る返戻書等の不訂正決定に関する件」 

「本人が提出した公益通報書に係る返戻書等の利用不停止決定に関する件」 

・ 原処分の理由付記において事実に反する記載がなされており，瑕疵が存在するが，審査請求人は改めて開示

請求を行い，文書の開示を受けた上で必要に応じて訂正請求等を行うことが可能であるから，迅速な争訟の解

決を図ることの方が，より審査請求人の利益にかなうと思料され，理由の提示に不備があることを理由に原処

分を取り消すまでには至らないが，行政手続法８条１項の趣旨に照らし，適切さを欠くと付言した例 

５-41 答申５（行個）１９５「本人の事案に関し特定期間に大阪法務局特定課が特定地方公共団体との間で送受信し

た文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

・ 開示請求者の戸籍等交付請求事案に関して，特定地方公共団体及び大阪法務局との間で送受信のあった全文

書に関する請求に関して，令和３年の開示決定に理由不備があったことを審査請求人による指摘で知ったにも

かかわらず，令和５年に至って，当該決定を取り消し，改めて一部開示決定した対応等について，処分庁の対

応は「簡易迅速な手続」による処理とはいい難く，今後迅速かつ適切な対応が望まれると付言した例 

 

○ その他 

24-45 答申２４（行個）１６３「津地方法務局において特定日に特定番号で受け付けた本人に係る保有個人情報開示

請求に対する不開示決定に関する件」  

・ 開示請求に形式上の不備があるとして不開示とした原処分について，最終補正書によって請求の対象となる

保有個人情報の不特定という形式上の不備は解消され，当該不備があるとはいえないから，不当であるとした

例 

27-39 答申２７（行個）３４「本人の夫に係る業務上災害に関する死傷病報告書の不開示決定に関する件」 

・ 本人の財産管理者ないし保佐人である者からの開示請求について，代理請求は，本人自らが開示請求をする

ことが困難である未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限って認められているとして，審査請求人（開示

請求者）は開示請求権を有しないと判断した例 

30-48 答申３０（行個）３０「特定日に本人が行った行政相談の記録の開示請求に係る不作為に関する件」 

・ 保有個人情報の開示請求に係る不作為につき，諮問庁が保有個人情報の一部を不開示として開示決定すべき

としたことは，妥当であると判断した例 

１-36 答申１（行個）１２５「本人が特定日に行った通報に係る監督復命書等の一部開示決定に関する件」 

・  不開示情報該当性を判断するに当たり，審査請求人が別件開示請求を行い，一部開示決定されたことにより，

原処分より前に別件一部開示決定によって開示されている内容を承知していると認められるとして，本件の検

討において，この内容を踏まえることとした例 

２-18 答申２（行個）１１９「本人のＤＮＡを構成する塩基の配列に係る記録等の不開示決定に関する件」  



・ 審査請求人の住所変更について，原処分がなされる特定年月日以前に処分庁に連絡することは十分可能であ

ったと考えられることに鑑みると，審査請求人からの住居所変更の届出を受け取っていない処分庁が，求補正

書の返送から２１日経過後に原処分を行ったことについて，違法ないし不当な点があったとまではいえないと

して，本件対象保有個人情報の開示請求には，本人確認書類の未提出等という形式上の不備があるとした例 

 

※ 平成２３年８月発行の答申選に掲載していた以下の２件は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律４

５条１項の該当性に関する答申で，これまでは刑事施設収容中の診療情報は同項に該当するとして適用除外と判断

していたところ，令和３年６月１５日の最高裁判決において同項所定の保有個人情報に当たらないとされたため，

答申選掲載事件名一覧から削除している。 

49 答申１８（行個）１「本人が特定刑務所において採血された血液検査の数値等の不開示決定に関する件（適用

除外）」 

50 答申１８（行個）１６「本人に係る特定行刑施設における検査等に係る診療録等の不開示決定（適用除外）に

関する件」 


